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　 こ の 県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、WTOに基づく政府調達に関する協定の
適用を受けるものである。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第６号（第９条関係）　歳出予算配当要求書　

　省略

　　本書のとおり　　　配当を要求します。　　　　　　　　

省略

省略

様式第７号（第９条関係）　歳出予算配当通知書

　省略

　　本書のとおり　　　配当を通知します。　　　　　　　　

省略

省略

様式第８号（第11条関係）　予算移用通知書

　省略

　　本書のとおり歳出予算の移用を通知します。　　　　　　

� 省略�

省略

様式第９号（第12条関係）　予算令達通知書

　省略

　　　　　様　　　　　　　　　　予算主管課　　　　　　　

� 省略�

省略

　注　省略

様式第10号（第13条関係）　予算流用通知書

　省略

　　　　　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　省略

省略

様式第６号（第９条関係）　歳出予算配当要求書　

　省略

　　本書のとおり　　　配当を要求します。　　　　　　　印

省略

省略

様式第７号（第９条関係）　歳出予算配当通知書

　省略

　　本書のとおり　　　配当を通知します。　　　　　　　印

省略

省略

様式第８号（第11条関係）　予算移用通知書

　省略

　　本書のとおり歳出予算の移用を通知します。　　　　　印

� 省略�

省略

様式第９号（第12条関係）　予算令達通知書

　省略

　　　　　様　　　　　　　　　　予算主管課　　　　　　印

� 省略�

省略

　注　省略

様式第10号（第13条関係）　予算流用通知書

　省略

　　　　　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　省略

省略

○愛媛県規則第７号

　愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則

　愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和39年愛媛県規則第48号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

規　　　　則
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　注　省略

様式第11号（第14条関係）　予備費充当申請書

省略

　本書のとおり予備費の充当を申請します。　　　　　　印

省略

省略

　注　省略

様式第11号の２（第14条関係）　予備費充当通知書

省略

　本書のとおり予備費の充当を通知します。　　　　　　印

省略

省略

　注　省略

様式第11号（第14条関係）　予備費充当申請書

省略

　本書のとおり予備費の充当を申請します。　　　　　　　

省略

省略

　注　省略

様式第11号の２（第14条関係）　予備費充当通知書

省略

　本書のとおり予備費の充当を通知します。　　　　　　　

省略

省略

　　　附　則

　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（記録書の作成等）

第32条　議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録書を作成

しなければ　　　　　　ならない。

　⑴～⑺　省略

２　省略

　（記録書の作成等）

第32条　議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録書を作成

し、記名押印しなければならない。

　⑴～⑺　省略

２　省略

　（公聴会）

第11条　議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重

要な事項を記載した調書を作成しなければ　　　　　　　　　な

らない。

様式第２号（第14条関係）　特別地区内行為許可申請書

　様式第２号（その１）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

　（公聴会）

第11条　議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重

要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければな

らない。

様式第２号（第14条関係）　特別地区内行為許可申請書

　様式第２号（その１）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

○愛媛県規則第８号

　愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則

　愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成11年愛媛県規則第27号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

○愛媛県規則第９号

　愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

　愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和49年愛媛県規則第46号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　様式第２号（その２）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略

　　３　省略

　様式第２号（その３）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　様式第２号（その４）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　様式第２号（その５）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　様式第２号（その６）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略

　　３　省略

省略

　注１　省略

　　２　省略

　様式第２号（その２）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略

　　２　省略

　様式第２号（その３）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　様式第２号（その４）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　様式第２号（その５）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　様式第２号（その６）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略

　　２　省略



愛 媛 県 報

393

令和３年３月26日 第192号

　様式第２号（その７）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略

　　３　省略

　様式第２号（その８）

省略
� � 氏名又は名称及び住所並
� 　　　　　　申請者� びに法人にあつては、そ　　　㊞
� � の代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　様式第２号（その９）

省略
� � 氏名又は名称及び住所並
� 　　　　　　申請者� びに法人にあつては、そ　　　㊞
� � の代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　様式第２号（その10）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　様式第２号（その11）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

様式第３号（第16条関係）　特別地区内非常災害応急措置届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

　様式第２号（その７）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略

　　２　省略

　様式第２号（その８）

省略
� � 氏名又は名称及び住所並
� 　　　　　　申請者� びに法人にあつては、そ　　　　
� � の代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　様式第２号（その９）

省略
� � 氏名又は名称及び住所並
� 　　　　　　申請者� びに法人にあつては、そ　　　　
� � の代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　様式第２号（その10）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　様式第２号（その11）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

様式第３号（第16条関係）　特別地区内非常災害応急措置届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名
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省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第４号（第16条関係）　特別地区内既着手行為届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略

　　３　省略

様式第５号（第21条関係）　野生動植物捕獲等許可申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第６号（第22条関係）　普通地区内行為届出書

　様式第６号（その１）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　様式第６号（その２）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略

　　３　省略

　様式第６号（その３）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　様式第６号（その４）

省略

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第４号（第16条関係）　特別地区内既着手行為届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略

　　２　省略

様式第５号（第21条関係）　野生動植物捕獲等許可申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第６号（第22条関係）　普通地区内行為届出書

　様式第６号（その１）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　様式第６号（その２）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略

　　２　省略

　様式第６号（その３）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　様式第６号（その４）
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省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　様式第６号（その５）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

様式第８号の２（第26条の４関係）　生態系維持回復事業確認（認

定）申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

様式第８号の４（第26条の６関係）　生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

様式第８号の５（第26条の７関係）　生態系維持回復事業軽微変更

届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

様式第９号（第28条関係）　特別地区内教育学術研究用鉱物掘採等

届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　様式第６号（その５）

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

様式第８号の２（第26条の４関係）　生態系維持回復事業確認（認

定）申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

様式第８号の４（第26条の６関係）　生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　申請者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

様式第８号の５（第26条の７関係）　生態系維持回復事業軽微変更

届出書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注１　省略

　　２　省略

様式第９号（第28条関係）　特別地区内教育学術研究用鉱物掘採等

届出書



愛 媛 県 報

396

令和３年３月26日 第192号

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　省略
　　３　省略
　　４　省略
様式第10号（第28条関係）　教育学術研究用野生動植物捕獲等届出
書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　㊞
� � その代表者の氏名

省略

　注１　記名押印に代えて署名することができる。
　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注
　　１　省略
　　２　省略
　　３　省略
様式第10号（第28条関係）　教育学術研究用野生動植物捕獲等届出
書

省略
� � 氏名又は名称及び住所
� 　　　　　　届出者� 並びに法人にあつては、　　　　
� � その代表者の氏名

省略

　注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（公聴会）
第７条　省略
２～10　省略
11　議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要
な事項を記載した調書を作成しなければ　　　　　　　　ならな
い。

　（公聴会）
第７条　省略
２～10　省略
11　議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な
事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならな
い。

　（特定希少野生動植物の指定に係る公聴会）
第４条　省略
２～10　省略
11　議長は、公聴会の終了後遅滞なく、当該公聴会の経過に関する
事項を記載した調書を作成しなければ　　　　　　　　　ならな

　（特定希少野生動植物の指定に係る公聴会）
第４条　省略
２～10　省略
11　議長は、公聴会の終了後遅滞なく、当該公聴会の経過に関する
事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならな

○愛媛県規則第10号
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成15年愛媛県規則第43号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

○愛媛県規則第11号
　愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則（平成20年愛媛県規則第55号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



愛 媛 県 報

397

令和３年３月26日 第192号

い。

様式第１号（第７条、第24条関係）　特定希少野生動植物捕獲等許

可申請書（届出書）

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１・２　省略

　　３　記名押印に代えて署名することができる。

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

様式第３号（第７条関係）　特定希少野生動植物捕獲等従事者証交

付申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１　省略

　　２　記名押印に代えて署名することができる。

様式第５号（第７条関係）　特定希少野生動植物捕獲等許可証（従

事者証）再交付申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１・２　省略

　　３　記名押印に代えて署名することができる。

様式第６号（第11条、第25条関係）　特定希少野生動植物保護区内

行為許可申請書（届出書）

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１・２　省略

　　３　記名押印に代えて署名することができる。

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

　　８　省略

様式第７号（第12条関係）　特定希少野生動植物保護区内既着手行

為届出書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１　省略

　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

い。

様式第１号（第７条、第24条関係）　特定希少野生動植物捕獲等許

可申請書（届出書）

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１・２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

様式第３号（第７条関係）　特定希少野生動植物捕獲等従事者証交

付申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注　　省略

様式第５号（第７条関係）　特定希少野生動植物捕獲等許可証（従

事者証）再交付申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１・２　省略

様式第６号（第11条、第25条関係）　特定希少野生動植物保護区内

行為許可申請書（届出書）

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１・２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

様式第７号（第12条関係）　特定希少野生動植物保護区内既着手行

為届出書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略
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様式第８号（第14条関係）　特定希少野生動植物保護区内非常災害

対策応急措置行為届出書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１・２　省略

　　３　記名押印に代えて署名することができる。

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

　　８　省略

様式第９号（第16条関係）　立入制限地区内立入許可申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　㊞

省略

　注１　省略

　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

　　４　省略

様式第10号（第18条関係）　保護管理事業（変更）確認申請書

省略

� � 代表者氏名　　　　　　　　㊞

省略

　注　省略

様式第11号（第19条関係）　保護管理事業（変更）認定申請書

省略

　　　氏　名（法人その他の団体にあっては、名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

省略

　注１・２　省略

　　３　記名押印に代えて署名することができる。

　　４　省略

様式第12号（第21条関係）　認定保護管理事業廃止等通知書

省略

　　　氏　名（法人その他の団体にあっては、名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

省略

　注１　省略

　　２　記名押印に代えて署名することができる。

様式第８号（第14条関係）　特定希少野生動植物保護区内非常災害

対策応急措置行為届出書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１・２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

　　７　省略

様式第９号（第16条関係）　立入制限地区内立入許可申請書

省略

� 氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　　

省略

　注１　省略

　　２　省略

　　３　省略

様式第10号（第18条関係）　保護管理事業（変更）確認申請書

省略

� � 代表者氏名　　　　　　　　　

省略

　注　省略

様式第11号（第19条関係）　保護管理事業（変更）認定申請書

省略

　　　氏　名（法人その他の団体にあっては、名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　

省略

　注１・２　省略

　　３　省略

様式第12号（第21条関係）　認定保護管理事業廃止等通知書

省略

　　　氏　名（法人その他の団体にあっては、名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　

省略

　注　　省略

　　　附　則

　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

○愛媛県規則第12号

生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則の一部を改正する規則を次
のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則の一部を改正する規則
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（委任）

第２条　法第19条第４項の規定に基づき、知事は、法第24条から第

29条まで、第30条から第37条の２まで、第48条第４項、第55条の�

７第１項及び第２項、第55条の８、第55条の９第１項及び第２

項、第62条第３項及び第４項、第63条、第76条第１項、第77条第

２項、第78条の２第１項、第80条、第81条並びに第81条の３並び

に省令第22条の２に規定する保護の決定及び実施に関する事務を

地方局長に委任する。

２　法第20条の規定に基づき、知事は、法第30条第１項、第40条第

２項、第41条第２項及び第５項、第42条、第44条第１項、第45条

第１項、第２項及び第４項、第46条第２項及び第３項、第48条第

３項、第77条第１項、第77条の２第１項並びに第78条（第４項を

除く。）並びに省令第７条に規定する事務（法第44条第１項の規

定による報告の徴収及び立入検査、法第45条第１項、第２項及び

第４項の規定による改善命令等、法第46条第２項の規定による管

理規程の届出の受理、同条第３項　　の規定による管理規程の変

更命令並びに法第48条第３項の規定による同条第２項の指導の制

限及び禁止にあつては、２以上の社会福祉施設（社会福祉法（昭

和26年法律第45号）第62条第１項に規定する社会福祉施設（養護

老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連

携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児�

童家庭支援センターに限る。）を設置する者（市町を除く。）に�

係るものを除く。）を地方局長に委任する。

３・４　省略

　（決定通知書）

第６条　法第24条第３項（同条第９項において準用する場合を含

む。）及び第25条第２項に規定する書面の様式は、保護の開始又�

は変更を決定する場合にあつては保護決定通知書（様式第21�

号）、却下する場合にあつては保護申請却下通知書（様式第22�

号）とし、法第26条　　　に規定する書面の様式は、保護廃止・

停止決定通知書（様式第23号）とする。

　（徴収金納入申出書）

第26条の２　省令第22条の４第１項に規定する申出書の様式は、徴

収金納入申出書（様式第69号の２）とする。

様式第11号（第３条関係）　給付券交付処理簿

　様式第11号（その１）　給付券（　券）交付処理簿（単独分）

交付番号 月　　別 患者氏名 記　　名 省　　略

省　　略

　様式第11号（その２）　給付券（　券）交付処理簿（併用分）

受給者
番　号

月別
患者
氏名

医療機関
コード等

本　人
支払額

記　名 省略

省略

　注　省略

様式第11号の２（第３条関係）　医療券交付処理簿

　省略

　（委任）

第２条　法第19条第４項の規定に基づき、知事は、法第24条から第

29条まで、第30条から第37条の２まで、第48条第４項、第55条の

７第１項及び第２項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　、第62条第３項及び第４項、第63条、第76条第１項、第77条第

２項、第78条の２第１項、第80条並びに第81条　　　　　　　　

　　　　　　　　に規定する保護の決定及び実施に関する事務を

地方局長に委任する。

２　法第20条の規定に基づき、知事は、法第30条第１項、第40条第

２項、第41条第２項及び第５項、第42条、第44条第１項、第45条

第１項、第２項及び第４項、第46条第２項及び第３項、第48条第

３項、第77条第１項　　　　　　　　　並びに第78条（第４項を

除く。）並びに省令第７条に規定する事務（法第44条第１項の規

定による報告の徴収及び立入検査、法第45条第１項、第２項及び

第４項の規定による改善命令等、法第46条第２項の規定による管

理規程の届出の受理、法第46条第３項の規定による管理規程の変

更命令並びに法第48条第３項の規定による同条第２項の指導の制

限及び禁止にあつては、２以上の社会福祉施設（社会福祉法（昭

和26年法律第45号）第62条第１項に規定する社会福祉施設（養護

老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。）並びに保育所、幼保連

携型認定こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター及び児�

童家庭支援センターに限る。）を設置する者（市町を除く。）に�

係るものを除く。）を地方局長に委任する。

３・４　省略

　（決定通知書）

第６条　法第24条第３項（同条第９項において準用する場合を含

む。）及び第25条第２項に規定する書面の様式は、保護の開始又�

は変更を決定する場合にあつては保護決定通知書（様式第21�

号）、却下する場合にあつては保護申請却下通知書（様式第22�

号）とし、法第26条第１項に規定する書面の様式は、保護廃止・

停止決定通知書（様式第23号）とする。

　（徴収金納入申出書）

第26条の２　省令第22条の３第１項に規定する申出書の様式は、徴

収金納入申出書（様式第69号の２）とする。

様式第11号（第３条関係）　給付券交付処理簿　

　様式第11号（その１）　給付券（　券）交付処理簿（単独分）

交付番号 月　　別 患者氏名 受 領 印 省　　略

省　　略

　様式第11号（その２）　給付券（　券）交付処理簿（併用分）

受給者
番　号

月別
患者
氏名

医療機関
コード等

本　人
支払額

受領印 省略

省略

　注　省略

様式第11号の２（第３条関係）　医療券交付処理簿

　省略

　（生活保護法施行細則の一部改正）
第１条　生活保護法施行細則（昭和56年愛媛県規則第13号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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受
給
者
番
号

交
付
年
月
日

診

療

月

ケ
ー
ス
番
号

受
療
者
氏
名

居
住
町
名

受
療
機
関
名

診

療

別

単
独
・
併
用

単
給
・
併
給

有
効
期
間

本
人
支
払
額

交
付
方
法

交
付
職
員
印

受
領
印

省

略

省
略

様式第14号（第５条関係）　生活保護法による保護申請書

　省略

省略 省
略省略

省略
　　　　　　　　　申請者　氏　名　　　　　　　㊞
省略

　記入上の注意　省略

　別紙１　資産申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２　収入申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙３　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　 �　　　　
省略

　記入上の注意　省略

様式第15号（第５条関係）　保護変更申請書

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　㊞
省略

様式第16号（第５条関係）　生活保護法による葬祭扶助申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

様式第17号（第５条関係）　給与証明書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　事業所（雇主）名　　　㊞
省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第18号（第５条関係）　家屋補修計画書

受
給
者
番
号

交
付
年
月
日

診

療

月

ケ
ー
ス
番
号

受
療
者
氏
名

居
住
町
名

受
療
機
関
名

診

療

別

単
独
・
併
用

単
給
・
併
給

有
効
期
間

本
人
支
払
額

交
付
方
法

交
付
職
員
印

記

名

省

略

省
略

様式第14号（第５条関係）　生活保護法による保護申請書

　省略

省略 省
略省略

省略
　　　　　　　　　申請者　氏　名　　　　　　　　
省略

　記入上の注意　省略

　別紙１　資産申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２　収入申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙３　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 �（署　名）
省略

　記入上の注意　省略

様式第15号（第５条関係）　保護変更申請書

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　　
省略

様式第16号（第５条関係）　生活保護法による葬祭扶助申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

様式第17号（第５条関係）　給与証明書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　事業所（雇主）名　　　　
省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第18号（第５条関係）　家屋補修計画書
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省略 省略

省略

見
積
者

省略

氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

様式第20号（第５条関係）　技能習得費用所要額証明書

省略
　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　㊞
省略

様式第24号（第７条関係）　検診命令書等

省略 省略

医療機関の所在地

及び名称、院（所）長�　　　　　　　　　㊞

省略

省略

注意　省略

様式第26号（第８条関係）　扶養義務者に係る資料提供等依頼書

省略

省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　㊞

省略

　注１　省略

　　２　扶養届については、記名押印に代えて署名することがで

きる。

様式第26号の２（第８条の２関係）　扶養照会書

省略

　注　省略

　別紙

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　㊞
省略
　記入上の注意
１　記名押印に代えて署名することができます。
２　省略
３　省略
４　省略

様式第28号（第９条関係）　入所（退所）通知書

省略
　　　　　　　　　　　　　　施設代表者　　　　　㊞
省略

省略

様式第30号（第11条関係）　医療要否意見書

　医療要否意見書　　　　　　�（表）

省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　院　（所）　　　長　　　　　　　��㊞
省略

省略 省略

省略

見
積
者

省略

氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式第20号（第５条関係）　技能習得費用所要額証明書

省略
　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　
省略

様式第24号（第７条関係）　検診命令書等

省略 省略

医療機関の所在地

及び名称、院（所）長�　　　　　　　　　　

省略

省略

注意　省略

様式第26号（第８条関係）　扶養義務者に係る資料提供等依頼書

省略

省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　

省略

　注　　省略

様式第26号の２（第８条の２関係）　扶養照会書

省略

　注　省略

　別紙

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　
省略
　記入上の注意

１　省略
２　省略
３　省略

様式第28号（第９条関係）　入所（退所）通知書

省略
　　　　　　　　　　　　　　施設代表者　　　　　　
省略

省略

様式第30号（第11条関係）　医療要否意見書

　医療要否意見書　　　　　　�（表）

省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　院　（所）　　　長　　　　　　　��　
省略
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省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省
略

省略 省略

省略
　　　　　指定医療機関の長又は開設者氏名　　　��㊞
省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第32号（第11条関係）　精神疾患入院要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略

省略 省略 省
略

省略 省略

省略
　　　院　（所）　長（担当医師）　　　　　㊞

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第33号（第11条、様式第44号関係）　給付要否意見書

　様式第33号（その１）

　

省略

要否
意見
（医�
師記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　㊞

所要
経費
概算
見積
（取
扱業
者記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

省略

省略

省
略

省略

　様式第33号（その２）

　

省略

要否
意見
（柔
道整
復師
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　㊞

省略

省略

省
略

省略

　様式第33号（その３）

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省
略

省略 省略

省略
　　　　　指定医療機関の長又は開設者氏名　　　��　
省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第32号（第11条関係）　精神疾患入院要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略

省略 省略 省
略

省略 省略

省略
　　　院　（所）　長（担当医師）　　　　　　

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第33号（第11条、様式第44号関係）　給付要否意見書

　様式第33号（その１）

　

省略

要否
意見
（医�
師記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　　

所要
経費
概算
見積
（取
扱業
者記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

省略

省略

省
略

省略

　様式第33号（その２）

　

省略

要否
意見
（柔
道整
復師
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　　

省略

省略

省
略

省略

　様式第33号（その３）
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省略

要否
意見
（施
術者
記載
欄）

省略

療 養（ 治�
癒）見込期
間

概算見積額（初療時又は４箇月目以
降）

　　　箇月
又は　　　
日間

１月目　　
　　　円

２月目　　
　　　円

３月目　　
　　　円

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

医師
同意

同意年月日 年　　月　　日 記　載　者

省略 １　医　師

２　施術者
医師氏名

省略

記入要領

１　省略

２　「転帰（継続の場合）」欄は、３箇月を超えて施術を

継続する場合に該当するものを○で囲んでください。

３　「療養（治癒）見込期間」欄及び「概算見積額」欄�

は、初療時（３箇月を超えて療養を必要とする場合は、

４箇月目以降）の療養（治療）見込期間及び概算見積額

を記入してください。

４　「医師同意」欄は、３箇月を超えてあん摩・マッサー

ジ（変形徒手矯正術の場合を除く。）又ははり・きゅう

を必要とする場合、施術者が記入しても差し支えありま

せん。

５　省略

省略

省
略

　

様式第34号（第11条関係）　訪問看護要否意見書（保護変更申請

書）

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏名　　　　　　㊞
省略

　省略

省略

省略
　　　　指定医療機関の所在地及 び
　　　　指定医療機関の長又は開設者氏名　　　　　　㊞

省略

　記入要領　省略

様式第39号（第12条関係）　治療材料券・治療材料費請求明細書

　省略

省略 省�

略

　

省略

要否
意見
（施
術者
記載
欄）

省略

療 養（ 治�
癒）見込期
間

概算見積額（初療時又は７箇月目以
降）

　　　箇月
又は　　　
日間

１月目　　
　　　円

２月目　　
　　　円

３月目　　
　　　円

４月目　　
　　　円

５月目　　
　　　円

６月目　　
　　　円

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医師
同意

同意年月日 　　　年　　　月　　　日

省略

医師氏名

注意事項等

省略

記入要領

１　省略

２　「転帰（継続の場合）」欄は、６箇月を超えて施術を

継続する場合に該当するものを○で囲んでください。

３　「療養（治癒）見込期間」欄及び「概算見積額」欄�

は、初療時（６箇月を超えて療養を必要とする場合は、

７箇月目以降）の療養（治療）見込期間及び概算見積額

を記入してください。

４　「注意事項等」欄は、施術に当たつて注意すべき事項�

等があれば記入してください。

５　省略

省略

省
略

　

様式第34号（第11条関係）　訪問看護要否意見書（保護変更申請

書）

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏名　　　　　　　
省略

　省略

省略

省略
　　　　指定医療機関の所在地及び
　　　　指定医療機関の長又は開設者氏名　　　　　　　

省略

　記入要領　省略

様式第39号（第12条関係）　治療材料券・治療材料費請求明細書

　省略

省略 省�

略
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省略 請
求
者
氏
名
及
び
住
所

㊞

　注意　省略

様式第40号（第12条、第13条関係）　施術券・施術報酬請求明細書

　様式第40号（その１）　あん摩・マッサージ

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

①マッサージ 省略 省
略②変形徒手矯正術 省略

③温罨
あん

法 省略

④温罨
あん

法・電気光線器
具

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑤往療料　４kmまで
　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤　　）
省略

省略

※⑦社保負担（健・共） 省略

※⑧本人支払額 省略

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　�（裏）　

　（あん摩・マツサージ）

指定施術者へのお知らせ

　１～５　省略

　６　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合�

は、返戻されることがありますから、注意してください。

　　⑴　請求者の氏名及び押印漏れ

　　⑵～⑷　省略

省略

省略 請
求
者
氏
名
及
び
住
所

　

　注意　省略

様式第40号（第12条、第13条関係）　施術券・施術報酬請求明細書

　様式第40号（その１）　あん摩・マッサージ

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

①マッサージ 省略 省
略②温罨

あん

法（加算） 省略

③温罨
あん

法・電気光線器
具（加算）

省略

④変形徒手矯正術

右上肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
左上肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
右下肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
左下肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑤往療料　４kmまで
　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑥施術報告書交付料
　（前回支給：　　　　
　年　月分）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑦合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
省略

省略

※⑧社保負担（健・共） 省略

※⑨本人支払額 省略

⑩差引請求（支払）金額（⑦－⑧－⑨） 省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�（裏）　

　（あん摩・マツサージ）

指定施術者へのお知らせ

　１～５　省略

　６　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合�

は、返戻されることがありますから、注意してください。

　　⑴　請求者の氏名の記入漏れ　

　　⑵～⑷　省略

省略
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様式第40号（その２）　柔道整復

　　　　　　　　　　　　　�（表）

省略

省略 省�

略
施術
証明
欄

省略
　　　　　　　指定施術者　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　�（裏）　

　（柔道整復）

指定施術者へのお知らせ

　１～９　省略

　10　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合�

は、返戻されることがありますから、注意してください。

　　⑴　請求者の氏名及び押印漏れ

　　⑵～⑷　省略

省略

様式第40号（その３）　はり・きゆう

　　　　　　　　　　　　　�（表）

省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

省略 省
略

③　往療料　４kmまで
　　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

④　合計金額（①＋②＋③　　）
省略

省略

※⑤　社保負担（健・共）
　　　　　　　　有・無　　　　　　　割

省略

※⑥　本人支払額　　　　　　　　　　円 省略

⑦　差引請求（支払）金額
　　　　（④－⑤－⑥）

省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

�（はり・きゆう）�

� はり・きゆう師へのお知らせ�

　１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑥本人

支払額」欄に記入された金額ですから、窓口で徴収して

ください。

　２　省略�

　３　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑤社保負担

（健・共）」欄若しくは「⑥本人支払額」欄に必要事項

の記入のないもの及び施術券に地方局長印のないもの�

は、無効ですから、地方局に返送してください。�

様式第40号（その２）　柔道整復

　　　　　　　　　　　　　�（表）

省略

省略 省�

略
施術
証明
欄

省略
　　　　　　　指定施術者　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�（裏）　

　（柔道整復）

指定施術者へのお知らせ

　１～９　省略

　10　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合�

は、返戻されることがありますから、注意してください。

　　⑴　請求者の氏名の記入漏れ　

　　⑵～⑷　省略

省略

様式第40号（その３）　はり・きゆう

　　　　　　　　　　　　　�（表）

省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

省略 省
略

③　往療料　４kmまで
　　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

④　施術報告書交付料
　（前回支給：　　　　
　年　月分）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑤　合計金額（①＋②＋③＋④）
省略

省略

※⑥　社保負担（健・共）
　　　　　　　　有・無　　　　　　　割

省略

※⑦　本人支払額　　　　　　　　　　円 省略

⑧　差引請求（支払）金額
　　　　（⑤－⑥－⑦）

省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

委任
状

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

�（はり・きゆう）�

� はり・きゆう師へのお知らせ�

　１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑦本人

支払額」欄に記入された金額ですから、窓口で徴収して

ください。

　２　省略�

　３　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑥社保負担

（健・共）」欄若しくは「⑦本人支払額」欄に必要事項

の記入のないもの及び施術券に地方局長印のないもの�

は、無効ですから、地方局に返送してください。�
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　４～６　省略�

　７　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合

は、返戻されることがありますから、注意してくださ�

い。

　　⑴　請求書の氏名及び押印漏れ

　　⑵～⑷　省略

� 省略�

� 患者へのお知らせ�

　１・２　省略�

　３　あなたが直接支払う額は、「⑥本人支払額」欄に記入

された金額ですから、窓口で支払つてください。

　　　なお、本人支払額が支払われていない場合には、保護

の変更、停止又は廃止が行われることもあります。�

　４～７　省略�

様式第44号（第14条関係）　施術初検料請求書

省略 省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　��㊞

省略

　注意　省略

様式第44号の２（第14条関係）　訪問看護に係る利用料請求書

　省略

省略

請
求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　㊞

　記入要領　省略

様式第54号（第17条関係）　保護施設設置届出書

省略
８　省略

様式第55号（第17条関係）　社会福祉法人の設置する保護施設認可

申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第57号（第18条関係）　保護施設変更認可申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第58号（第19条関係）　保護施設事業開始届出書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第61号（第20条関係）　保護実施状況報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

　４～６　省略�

　７　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合

は、返戻されることがありますから、注意してくださ�

い。

　　⑴　請求書の氏名の記入漏れ　

　　⑵～⑷　省略

� 省略�

� 患者へのお知らせ�

　１・２　省略�

　３　あなたが直接支払う額は、「⑦本人支払額」欄に記入

された金額ですから、窓口で支払つてください。

　　　なお、本人支払額が支払われていない場合には、保護

の変更、停止又は廃止が行われることもあります。�

　４～７　省略�

様式第44号（第14条関係）　施術初検料請求書

省略 省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　��　

省略

　注意　省略

様式第44号の２（第14条関係）　訪問看護に係る利用料請求書

　省略

省略

請
求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　　

　記入要領　省略

様式第54号（第17条関係）　保護施設設置届出書

省略
８　省略
９　経理の方針

様式第55号（第17条関係）　社会福祉法人の設置する保護施設認可

申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第57号（第18条関係）　保護施設変更認可申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第58号（第19条関係）　保護施設事業開始届出書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第61号（第20条関係）　保護実施状況報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　
省略

省略
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様式第62号（第20条関係）　事業実施状況報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞
省略

省略

　注意１　省略

　　　２　記名押印に代えて署名することができる。

様式第63号（第21条関係）　措置結果報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第64号（第22条関係）　入所被保護者状況変更届出書

省略
　　　　　　　　　　　保護施設の長　　　　　　　　　㊞
省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

様式第65号（第23条関係）　保護施設廃止（事業縮小・休止）報告

（通知）書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　印
省略

様式第66号（第23条関係）　保護施設休止（廃止）認可申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第66号の２（第23条の２関係）　就労自立給付金支給申請書

省略
　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　㊞
省略

　記入上の注意　省略

様式第66号の３（第23条の２関係）　就労自立給付金支給（不支

給）決定調書

省略

算定対象期間 収入充当額 算　定　率 積　立　額

省略

　注　省略

様式第66号の６（第23条の３関係）　進学準備給付金支給申請書

省略
　　　　　（大学等に進学する者）　氏　名　　　　　　　㊞
省略

　記入上の注意　省略

様式第67号（第24条関係）　審査・再審査請求書

省略
　　　　　　　　　　請求人　氏名又は名称　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　受益者との関係　　　　年齢
省略

省略

　注　省略

様式第68号（第26条関係）　繰替支弁施設指定申請書

様式第62号（第20条関係）　事業実施状況報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　
省略

省略

　注意　　省略

様式第63号（第21条関係）　措置結果報告書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第64号（第22条関係）　入所被保護者状況変更届出書

省略
　　　　　　　　　　　保護施設の長　　　　　　　　　　
省略

様式第65号（第23条関係）　保護施設廃止（事業縮小・休止）報告

（通知）書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第66号（第23条関係）　保護施設休止（廃止）認可申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第66号の２（第23条の２関係）　就労自立給付金支給申請書

省略
　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　
省略

　記入上の注意　省略

様式第66号の３（第23条の２関係）　就労自立給付金支給（不支

給）決定調書

省略

最　低　給　付　額 円

算定対象期間 収入充当額 算　定　率 積　立　額

省略

　注　省略

様式第66号の６（第23条の３関係）　進学準備給付金支給申請書

省略
　　　　　（大学等に進学する者）　氏　名　　　　　　　　
省略

　記入上の注意　省略

様式第67号（第24条関係）　審査・再審査請求書

省略
　　　　　　　　　　請求人　氏名又は名称　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　受益者との関係　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第68号（第26条関係）　繰替支弁施設指定申請書



愛 媛 県 報

408

令和３年３月26日 第192号

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　㊞
省略

様式第71号（第28条関係）　保護施設事務費精算書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞
省略

省略

様式第72号（第28条関係）　保護施設事業実施調書

　様式第72号（その１）

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞

省略

　様式第72号（その２）

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞

省略

　注意　省略

様式第73号（第28条関係）　保護施設事務費支出調書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　㊞

省略

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　　
省略

様式第71号（第28条関係）　保護施設事務費精算書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　
省略

省略

様式第72号（第28条関係）　保護施設事業実施調書

　様式第72号（その１）

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　

省略

　様式第72号（その２）

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　

省略

　注意　省略

様式第73号（第28条関係）　保護施設事務費支出調書

省略
　　　　　　　　　　保護施設管理者　　　　　　　　　　

省略

第２条　生活保護法施行細則の一部を次のように改正する。
　　様式第69号の２を次のように改める。
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様式第69号の２（第26条の２関係）　徴収金納入申出書
　様式第69号の２（その１）

 

徴収金納入申出書（生活保護法第77条の２第１項の規定に基づく徴収金の場合） 

 

 

 私は、   年 月分からの保護金品等（保護費（金銭給付されるものに限る。）及

び就労自立給付金をいう。以下同じ。）より、毎月   円を   年 月 日付け費

用徴収決定通知による生活保護法（昭和25年法律第144号）第77条の２第１項の規定に

基づく徴収金の納入に充てることを申し出ます。 

 なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限り、本申出に基づき、徴収金を全

て納入するまで保護金品等から納入に充てるものとします。 

 

 

 

     年 月 日 

 

                   住所又は居所 

                   氏    名               

 

 

    地方局長     様 
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　様式第69号の２（その２）　

 

徴収金納入申出書（生活保護法第78条第１項の規定に基づく徴収金の場合） 

 

 

 私は、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた場合は、生活保護法（昭和25

年法律第144号）第78条の２第１項又は第２項の規定に基づき、交付される保護金品等

（保護費（金銭給付されるものに限る。）及び就労自立給付金をいう。以下同じ。）の

額から、同法第78条第１項の規定に基づく徴収金のうち貴地方局と協議して定める額に

ついて、当該保護金品等の交付期日をもつて納入する旨を申し出ます。 

 なお、次の内容について確認するとともに、申出の撤回又は申出内容の変更を行わな

い限り、本申出に基づき、徴収金を全て納入するまで保護金品等から納入に充てるもの

とします。 

 

１ 生活保護制度は、全額公費によつてその財源が賄われていることから、不正受給は

あつてはならない。不正受給があつた場合、生活保護法第78条第１項の規定に基づく

徴収金は、必ず全額支払わなければならないものであること。 

２ 不正をしようとする意思がなくても、申告漏れが度重なる場合は、「不実の申請」

であると判断される場合があること。 

３ 徴収金の納入に際して、一括して納入することが困難な場合には、家計の節約に努

め、本申出の方法により保護金品等から納入に充てること。 

 

 

 

     年 月 日 

 

                   住所又は居所 

                   氏    名               

 

 

    地方局長     様 

 

 

     年 月 日 

 私は、本申出に基づき、   年 月分からの保護金品等から毎月       円

を   年 月 日付け費用徴収決定通知による生活保護法第78条第１項の規定に基づ

く徴収金の納入に充てるものとします。 
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（委任）

第２条　法第14条第４項（法第15条第３項及び19年改正法附則第４

条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による

ものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「例によ�

る生活保護法」という。）第19条第４項の規定に基づき、知事�

は、例による生活保護法第24条から第29条まで、第30条、第31�

条、第33条から第37条の２まで、第48条第４項、第62条第３項及

び第４項、第63条、第76条第１項、第77条第２項、第78条の２第

１項、第80条、第81条並びに第81条の３に規定する支援給付の決

定及び実施に関する事務を地方局長に委任する。

２　例による生活保護法第19条第４項の規定に基づき、知事は、例

による生活保護法第24条から第29条まで、第62条第３項及び第４

項、第63条、第77条第２項、第78条の２第１項、第80条、第81条

並びに第81条の３に規定する配偶者支援金の決定及び実施に関す

る事務を地方局長に委任する。

３　例による生活保護法第20条の規定に基づき、知事は、例による

生活保護法第77条第１項、第77条の２第１項並びに第78条第１項

及び第２項に規定する事務を地方局長に委任する。

様式第２号（第５条関係）　支援給付申請書

省略

省略

省略
　　　　　申請者　氏　名　　　　　　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

　別紙１　資産申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その１）　収入申告書（新規用）

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その２）　収入申告書（継続用（一世世帯用））

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その３）　収入申告書（継続用（二世等世帯用））

　（委任）

第２条　法第14条第４項（法第15条第３項及び19年改正法附則第４

条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による

ものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号。以下「例によ�

る生活保護法」という。）第19条第４項の規定に基づき、知事�

は、例による生活保護法第24条から第29条まで、第30条、第31�

条、第33条から第37条の２まで、第48条第４項、第62条第３項及

び第４項、第63条、第76条第１項、第77条第２項、第78条の２第

１項、第80条並びに第81条　　　　　　に規定する支援給付の決

定及び実施に関する事務を地方局長に委任する。

２　例による生活保護法第19条第４項の規定に基づき、知事は、例

による生活保護法第24条から第29条まで、第62条第３項及び第４

項、第63条、第77条第２項、第78条の２第１項、第80条並びに第

81条　　　　　　に規定する配偶者支援金の決定及び実施に関す

る事務を地方局長に委任する。

３　例による生活保護法第20条の規定に基づき、知事は、例による

生活保護法第77条第１項　　　　　　　　　並びに第78条第１項

及び第２項に規定する事務を地方局長に委任する。

様式第２号（第５条関係）　支援給付申請書

省略

省略

省略
　　　　　申請者　氏　名　　　　　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

　別紙１　資産申告書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その１）　収入申告書（新規用）

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その２）　収入申告書（継続用（一世世帯用））

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙２（その３）　収入申告書（継続用（二世等世帯用））

　（中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則の一部改正）
第３条　中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則（平成20年愛媛県規則第41号）の一部を次の
ように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙３　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　 �　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第３号（第５条関係）　支援給付変更申請書

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第４号（第５条、第12条関係）　支援給付変更申請書（傷病

届）

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第５条関係）　葬祭支援給付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第６号（第５条、様式第２号、様式第５号関係）　給与証明書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　事業所名又は雇主名　　　　　　　　㊞
省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第７号（第５条、様式第２号関係）　住宅補修計画書

省略

見
積
者

省略

氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　注　省略

様式第12号（第７条関係）　検診命令書等

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　別紙３　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 �（署　名）
省略

省略

　注　省略

様式第３号（第５条関係）　支援給付変更申請書

　省略

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第４号（第５条、第12条関係）　支援給付変更申請書（傷病

届）

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　申請者　氏　　名　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第５条関係）　葬祭支援給付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第６号（第５条、様式第２号、様式第５号関係）　給与証明書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略
　　　　　　　　事業所名又は雇主名　　　　　　　　　
省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第７号（第５条、様式第２号関係）　住宅補修計画書

省略

見
積
者

省略

氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　注　省略

様式第12号（第７条関係）　検診命令書等
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省略 省略

　　院（所）長　　㊞

省略

省略

　　院（所）長　　㊞

省略

注意　省略 注意　省略

　注　省略

様式第13号（第８条関係）　資料提供等依頼書

　様式第13号（その１）　省略

　様式第13号（その２）

　　　　　　　　　　　　　　（表）　省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　　　　　　　　　　　　

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　新法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　第14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第15条の規定は、支援給付について準用する。
省略

　様式第13号（その３）・様式第13号（その４）　省略

様式第14号（第９条関係）　扶養照会書

省略

　注　省略

　別紙

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　㊞
省略

省略

省略

省略

記入上の注意
　１　記名押印に代えて署名することができます。
　２　省略
　３　省略
　４　省略

様式第14号の２（第９条関係）　扶養義務者への通知書

　様式第14号の２（その１）　省略

　様式第14号の２（その２）

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　新法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　第14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第15条の規定は、支援給付について準用する。
省略

　様式第14号の２（その３）　省略

様式第14号の３（第９条関係）　報告依頼書

　様式第14号の３（その１）　省略

　様式第14号の３（その２）　

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　新法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第15条の規定は、支援給付について準用する。
省略

省略 省略

　　院（所）長　　　

省略

省略

　　院（所）長　　　

省略

注意　省略 注意　省略

　注　省略

様式第13号（第８条関係）　資料提供等依頼書

　様式第13号（その１）　省略

　様式第13号（その２）

　　　　　　　　　　　　　　（表）　省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　　　　　　　　　　　　

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律第14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第16条の規定は、支援給付について準用する。

省略

　様式第13号（その３）・様式第13号（その４）　省略

様式第14号（第９条関係）　扶養照会書

省略

　注　省略

　別紙

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　
省略

省略

省略

省略

記入上の注意

　１　省略
　２　省略
　３　省略

様式第14号の２（第９条関係）　扶養義務者への通知書

　様式第14号の２（その１）　省略

　様式第14号の２（その２）

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律第14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第16条の規定は、支援給付について準用する。

省略

　様式第14号の２（その３）　省略

様式第14号の３（第９条関係）　報告依頼書

　様式第14号の３（その１）　省略

　様式第14号の３（その２）　

省略
　（施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施）
第４条第２項　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に
関する法律第14条第２項及び第４項から第８項まで並びに
第16条の規定は、支援給付について準用する。

省略
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　注　省略

　様式第14号の３（その３）　省略

様式第16号（第10条関係）　入所（退所）通知書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　施設代表者　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第18号（第12条、第15条関係）　医療要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　院（所）長　　　　　㊞
省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

省略 省略

省略
　　　　　　　　　代表者（開設者）氏名　　　　㊞
省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第19号（第12条関係）　精神疾患入院要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略

省略 省略 省
略

省略 省略

省略
　　　　　院（所）長（担当医師）　　　　㊞

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第20号（第12条関係）　給付要否意見書

　様式第20号（その１）

　

省略

要否
意見
（医
師記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　㊞

所要
経費
概算
見積
り（�
取扱
業者
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　　　名　称　　　　　　㊞

省略

省略

省
略

省略　

　注　省略

　様式第14号の３（その３）　省略

様式第16号（第10条関係）　入所（退所）通知書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　施設代表者　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第18号（第12条、第15条関係）　医療要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

省略

省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　
省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

省略 省略

省略
　　　　　　　　　代表者（開設者）氏名　　　　　
省略

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第19号（第12条関係）　精神疾患入院要否意見書

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略

省略 省略 省
略

省略 省略

省略
　　　　　院（所）長（担当医師）　　　　　

省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第20号（第12条関係）　給付要否意見書

　様式第20号（その１）

　

省略

要否
意見
（医
師記
載欄
）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　　

所要
経費
概算
見積
り（�
取扱
業者
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　　　名　称　　　　　　　

省略

省略

省
略

省略　

省
略

省
略
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　注　省略

　様式第20号（その２）

　

省略

要否
意見
（柔
道整
復師
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　㊞

省略

省略

省
略

省略

　注　省略

　様式第20号（その３）

　

省略

要否
意見
（施
術者
記載
欄）

省略

療 養（ 治�
癒）見込期
間

概算見積額（初療時又は４箇月目以
降）

　箇月又は
　日間

１月目　　
　　　円

２月目　　
　　　円

３月目　　
　　　円

省略

省略
　　　　　　　　名称及び氏名　　　　　　㊞

医師
同意

同意年月日 年　　月　　日 記　載　者

省略
１　医　師
２　施術者医師氏名

省略

記入上の注意

１・２　省略

３　「転帰（継続の場合）」の欄は、３箇月を超えて施術

を継続する場合に該当するものを○で囲んでください。

４　「療養（治癒）見込期間」の欄及び「概算見積額」の

欄は、初療時（３箇月を超えて療養を必要とする場合

は、４箇月目以降）の療養（治療）見込期間及び概算見

積額を記入してください。

５　「医師同意」の欄は、３箇月を超えてあん摩・マッサ�

ージ（変形徒手矯正術の場合を除く。）又ははり・きゅ

うを必要とする場合、施術者が記入しても差し支えあり�

ません。

省略

省
略

　注　省略�

様式第21号（第12条関係）　訪問看護要否意見書

省略

省略

　　　　　　　　　　　　長又は開設者氏名　　　　　㊞

省略

　注　省略

　様式第20号（その２）

　

省略

要否
意見
（柔
道整
復師
記載
欄）

省略

省略
　　　　　　　　　院（所）長　　　　　　　

省略

省略

省
略

省略

　注　省略

　様式第20号（その３）

　

省略

要否
意見
（施
術者
記載
欄）

省略

療 養（ 治�
癒）見込期
間

概算見積額（初療時又は７箇月目以
降）

　箇月又は
　日間

１月目　　
　　　円

２月目　　
　　　円

３月目　　
　　　円

４月目　　
　　　円

５月目　　
　　　円

６月目　　
　　　円

省略

省略
　　　　　　　　名称及び氏名　　　　　　　

医師
同意

同意年月日 年　　　月　　　日

省略

医師氏名

注意事項等

省略

記入上の注意

１・２　省略

３　「転帰（継続の場合）」の欄は、６箇月を超えて施術

を継続する場合に該当するものを○で囲んでください。

４　「療養（治癒）見込期間」の欄及び「概算見積額」の

欄は、初療時（６箇月を超えて療養を必要とする場合

は、７箇月目以降）の療養（治療）見込期間及び概算見

積額を記入してください。

５　「注意事項等」の欄は、施術に当たって注意すべき事

項等があれば記入してください。

　

省略

省
略

　注　省略�

様式第21号（第12条関係）　訪問看護要否意見書

省略

省略

　　　　　　　　　　　　長又は開設者氏名　　　　　　

省略
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様式第24号（第13条関係）　介護券

　�省略

省略

要介護
状態等
区分

要支援１・２・経過的要介護・要介護１・２・
３・４・５

省略
指定居
宅介護
支援事
業者・
指定介
護予防
支援事
業者名

省略

省略

居宅介
護
介護予
防

□訪問介護
□訪問入浴介護
□福祉用具貸与
□訪問看護
□訪問リハビリ
テーション

□通所介護
□通所リハビリ
テーション

□居宅療養管理指
導

□短期入所生活介
護

□短期入所療養介
護

□認知症対応型共
同生活介護

□特定施設入居者
生活介護

□定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

□夜間対応型訪問
介護

□認知症対応型通
所介護

居宅介
護
介護予
防

□小規模多機能
型居宅介護

□地域密着型特
定施設入居者
生活介護

□複合型サービ
ス

施設介
護

□介護老人福祉
施設

□介護老人保健
施設

□介護療養型医
療施設

□地域密着型介
護老人福祉施
設

居宅介
護支援
介護予
防支援

□居宅介護支援
□介護予防支援

省略

省略

　
　注　省略

様式第25号（第13条関係）　治療材料券・治療材料費請求明細書

　省略

省略 省略

様式第24号（第13条関係）　介護券

　�省略

省略

要介護
状態等
区分

基本チェックリスト該当・要支援１・２・要�
介護１・２・３・４・５

省略
指定居
宅介護
支援事
業者・
指定介
護予防
支援事
業者・
地域包
括支援
センタ�
ー名

省略

省略

居宅介
護
介護予
防
介護予
防・日
常生活
支援

□訪問介護
□訪問入浴介護
□福祉用具貸与
□訪問看護
□訪問リハビリテ�
ーション

□通所介護
□通所リハビリテ�
ーション

□居宅療養管理指
導

□短期入所生活介
護

□短期入所療養介
護

□認知症対応型共
同生活介護

□特定施設入居者
生活介護

□定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

□夜間対応型訪問
介護

□地域密着型通所
介護

□認知症対応型通
所介護

□小規模多機能型
居宅介護

□地域密着型特定
施設入所者生活
介護

居宅介
護
介護予
防
介護予
防・日
常生活
支援

□看護小規模多
機能型居宅介
護

□第１号訪問事
業

□第１号通所事
業

□第１号生活支
援事業

施設介
護

□介護老人福祉
施設

□介護老人保健
施設

□介護療養型医
療施設

□介護医療院
□地域密着型介
護老人福祉施
設

居宅介
護支援
介護予
防支援
介護予
防・日
常生活
支援

□居宅介護支援
□介護予防支援
□介護予防ケア
マネジメント

省略

省略

　
　注　省略

様式第25号（第13条関係）　治療材料券・治療材料費請求明細書

　省略

省略 省略
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省略 省
略
　
氏
名

㊞

　注　省略

様式第26号（第13条、第14条関係）　施術券・施術報酬請求明細書

　様式第26号（その１）　あん摩・マッサージ

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

①マッサージ 省略 省
略②変形徒手矯正術 省略

③温罨
あん

法
省略

④温罨
あん

法・電気光線器
具

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑤往療料　２キロメー
トルまで
　加算（　　キロメ
ートル）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑥合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤　　）
省略

省略

※⑦社保負担（健・共） 省略

※⑧本人支払額 省略

⑨差引請求（支払）金額（⑥－⑦－⑧） 省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

指定施術者へのお知らせ
　１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑧本人
支払額」の欄に記入された金額ですから、窓口で徴収し
てください。

　２・３　省略
　４　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑦社保負
担」の欄若しくは「⑧本人支払額」の欄に必要事項の記
入のないもの及び施術券に地方局長印のないものは、無
効ですから、地方局に返送してください。

省略 省
略
　
氏
名

　

　注　省略

様式第26号（第13条、第14条関係）　施術券・施術報酬請求明細書

　様式第26号（その１）　あん摩・マッサージ

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

①マッサージ 省略 省
略②温罨

あん

法（加算） 省略

③温罨
あん

法・電気光線器
具（加算）

省略

④変形徒手矯正術

右上肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
左上肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
右下肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円
左下肢　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑤往療料　４kmまで
　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

⑥施術報告書交付料
　（前回支給：　　　　
　年　月分）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑦合計金額（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）
省略

省略

※⑧社保負担（健・共） 省略

※⑨本人支払額 省略

⑩差引請求（支払）金額（⑦－⑧－⑨） 省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

指定施術者へのお知らせ
　１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑨本人
支払額」の欄に記入された金額ですから、窓口で徴収し
てください。

　２・３　省略
　４　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑧社保負
担」の欄若しくは「⑨本人支払額」の欄に必要事項の記
入のないもの及び施術券に地方局長印のないものは、無
効ですから、地方局に返送してください。
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　５　省略
　６　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合
は、返戻されることがありますから、注意してくださ�
い。

　　⑴　請求者の氏名及び押印漏れ
　　⑵～⑷　省略
省略
患者へのお知らせ
　１・２　省略
　３　あなたが直接支払う額は、「⑧本人支払額」の欄に記

入された金額ですから、窓口で支払ってください。な�
お、本人支払額が支払われていない場合には、支援給付
の変更、停止又は廃止が行われることもあります。

　４～６　省略

　注　省略

　様式第26号（その２）　柔道整復

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省
略

省
略

施
術
報
酬
請
求
明
細
書

省略

経過 請求区分 新規・継続

初検料
円

初検時
相談支
援料

円

再検料
円
往療料　　
キロメート
ル　　回　
　円
加 算（ 夜�
間・難路・
暴風雨雪）
� 円

金属副子等
加算（大・
中・小）

円
施術情報提
供料
� 円

省
略

加算（休日・深夜・時間�
外）� 円

省略

部
位
逓減パー
セント

省略

省略

差引請求（支払）金額
円

※決定
円

施
術
証
明
欄

省略
　　　　　　　　指定施術者　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

指定施術者へのお知らせ
　１～５　省略

　５　省略
　６　施術報酬請求明細書について下記事由に相当する場合
は、返戻されることがありますから、注意してくださ�
い。

　　⑴　請求者の氏名の記入漏れ　
　　⑵～⑷　省略
省略
患者へのお知らせ
　１・２　省略
　３　あなたが直接支払う額は、「⑨本人支払額」の欄に記

入された金額ですから、窓口で支払ってください。な�
お、本人支払額が支払われていない場合には、支援給付
の変更、停止又は廃止が行われることもあります。

　４～６　省略

　注　省略

　様式第26号（その２）　柔道整復

　　　　　　　　　　　　　�（表）

　省略

省
略

省
略

施
術
報
酬
請
求
明
細
書

省略

負傷の原因
業務災害通勤災害又は第三者行為外の原
因による

経過 請求区分 新規・継続

施術日
1�2�3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10�11�12�13�14�15
16�17�18�19�20�21�22�23�24�25�26�27
28�29�30�31

初検料
円

加 算（ 休�
日・深夜・
時間外）

円

初検時
相談支
援料

円

往療料
��km�回�円

加 算（ 夜�
間・難路・
暴風雨雪）

円

金属副子等
加算

回
円

施術
情報
提供
料
円

省
略

再検料
円

柔道整復運
動後療料

回
円

省略

部
位
逓減

％
省略

省略

差引請求（支払）金額
円

※決定
円

金属副子等加算日
１回目　２回目　３回目
　　日　　　日　　　日

柔道整復運動後療料加算日
　　　日　日　日　日　日

施
術
証
明
欄

省略
　　　　　　　　指定施術者　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�（裏）

指定施術者へのお知らせ
　１～５　省略
６　「負傷の原因」の欄には、３部位目を所定料金の100分
の60に相当する金額により算定したときは、全ての負傷
名に係る具体的な負傷の原因を記入してください。

７　「施術日」の欄には、施術を行った日を〇で囲んでく
ださい。
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６　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合
は、返戻されることがありますから注意してください。

　　⑴　請求者の氏名及び押印漏れ
　　⑵～⑷　省略
省略

　注　省略
　様式第26号（その３）　はり・きゅう
　　　　　　　　　　　　　（表）
　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

省略 省
略

③　往療料　２キロメ�
ートルまで

加算（　　キロ
メートル）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

④　合計金額（①＋②＋③　　）
省略

省略

※⑤　社保負担（健・共）
　　　　　　　　有・無　　　　　　　割

※⑥　本人支払額　　　　　　　　　　円
⑦　差引請求（支払）金額（④－⑤－
⑥）

省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

委任
状

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　（裏）

はり・きゅう師へのお知らせ
１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑥本人
支払額」欄に記入された金額ですから、窓口で徴収して
ください。
２　省略
３　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑤社保負担
（健・共）」欄若しくは「⑥本人支払額」欄に必要事項
の記入のないもの及び施術券に地方局長印のないもの
は、無効ですから、地方局に返送してください。
４～６　省略
７　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合
は、返戻されることがありますから、注意してくださ�
い。

８　「往療料」の欄には、往療した患家までの直線距離、
回数及び往療料を記入し、夜間、難路又は暴風雨雪の加
算を算定したときは、該当する文字を〇で囲んで加算額
を記入するとともに、「摘要」の欄に次の事項を記入し
てください。
⑴　歩行困難等のやむを得ない理由
⑵　難路加算を算定したときは、当該往療を行った日時
及び難路の経路

⑶　暴風雨雪加算を算定したときは、当該往療を行った
日時

⑷　片道16キロメートルを超える往療料を算定したとき
は、往療を必要とする理由

９　脱臼又は骨折の場合は、「摘要」の欄に施術に同意し
た医師の氏名と同意日を記入してください。

10　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合
は、返戻されることがありますから注意してください。

　　⑴　請求者の氏名の記入漏れ　
　　⑵～⑷　省略
省略

　注　省略
　様式第26号（その３）　はり・きゅう
　　　　　　　　　　　　　（表）
　省略

省略 省
略

施術

報酬

請求

明細

書

省略

省略 省
略

③　往療料　４kmまで
　　　　　　４km超

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円
　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

④　施術報告書交付料
　（前回支給：　　　　
　年　月分）

　　　　　　　円×　
　　　回＝　　　円

省略

⑤　合計金額（①＋②＋③＋④）
省略

省略

※⑥　社保負担（健・共）
　　　　　　　　有・無　　　　　　　割

省略

※⑦　本人支払額　　　　　　　　　　円 省略
⑧　差引請求（支払）金額（⑤－⑥－
⑦）

省略

請求
書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

委任
状

省略
　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（裏）

はり・きゅう師へのお知らせ
１　患者の本人支払額は、施術報酬請求明細書の「⑦本人
支払額」欄に記入された金額ですから、窓口で徴収して
ください。

２　省略
３　施術券の各欄又は施術報酬請求明細書の「⑥社保負担
（健・共）」欄若しくは「⑦本人支払額」欄に必要事項
の記入のないもの及び施術券に地方局長印のないもの
は、無効ですから、地方局に返送してください。

４～６　省略
７　施術報酬請求明細書について下記事由に該当する場合
は、返戻されることがありますから、注意してくださ�
い。
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　　⑴　請求書の氏名及び押印漏れ
　　⑵～⑷　省略
患者へのお知らせ
１・２　省略
３　あなたが直接支払う額は、「⑥本人支払額」欄に記入
された金額ですから、窓口で支払ってください。なお、
本人支払額が支払われていない場合には、支援給付の変
更、停止又は廃止が行われることもあります。
４～７　省略

　注　省略

様式第29号（第15条関係）　施術初検料請求書

省略 省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　��㊞

省略

　注　省略

様式第35号（第17条関係）　入所被支援者状況変更届出書

省略
　　　　　　　　　　　保護施設の長　　　　　　　　㊞
省略

　注１　省略

　　２　記名押印に代えて署名することができる。

　　３　省略

様式第36号（第18条関係）　審査（再審査）請求書

省略
　　　　　　　　請求人　氏名又は名称　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　受益者との関係　　年齢　　歳
省略

省略

　注　省略

様式第37号（第19条関係）　繰替支弁施設指定申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　㊞
省略

　注　省略

　　⑴　請求書の氏名の記入漏れ　
　　⑵～⑷　省略
患者へのお知らせ
１・２　省略
３　あなたが直接支払う額は、「⑦本人支払額」欄に記入
された金額ですから、窓口で支払ってください。なお、
本人支払額が支払われていない場合には、支援給付の変
更、停止又は廃止が行われることもあります。

４～７　省略

　注　省略

様式第29号（第15条関係）　施術初検料請求書

省略 省略

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　��　

省略

　注　省略

様式第35号（第17条関係）　入所被支援者状況変更届出書

省略
　　　　　　　　　　　保護施設の長　　　　　　　　　
省略

　注１　省略

　　２　省略

様式第36号（第18条関係）　審査（再審査）請求書

省略
　　　　　　　　請求人　氏名又は名称　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　受益者との関係　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第37号（第19条関係）　繰替支弁施設指定申請書

省略
　　　　　　　　　　保護施設設置者　　　　　　　　　
省略

　注　省略

　　様式第38号の２を次のように改める。
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様式第38号の２（第19条の２関係）　徴収金納入申出書
　様式第38号の２（その１）

徴収金納入申出書（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項においてその例に

よるものとされた生活保護法第77条の２第１項の規定に基づく徴収金の場合） 

私は、   年 月分からの支援給付金品（金銭給付される支援給付費をいう。以下同じ。）

より、毎月   円を   年 月 日付け費用決定通知による中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144

号）第77条の２第１項の規定に基づく徴収金の納入に充てることを申し出ます。 

なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限り、本申出に基づき、徴収金を全て納入す

るまで支援給付金品から納入に充てるものとします。 

年 月 日 

住所又は居所 

氏    名               

地方局長      様 

注 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成19年法律第127号）附則の規定による支援給付にあっては、この様式中「中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律」とすること。
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　様式第38号の２（その２）

 

徴収金納入申出書（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４項においてその例に

よるものとされた生活保護法第78条第１項の規定に基づく徴収金の場合）  

 

 私は、不実の申請その他不正な手段により支援給付を受けた場合は、中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第

144号。以下「例による生活保護法」という。）第78条の２第１項の規定に基づき、交付される

支援給付金品（金銭給付される支援給付費をいう。以下同じ。）の額から、例による生活保護法

第78条第１項の規定に基づく徴収金のうち貴地方局と協議して定める額について、当該支援給付

金品の交付期日をもって納入する旨を申し出ます。 

 なお、次の内容について確認するとともに、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限り、

本申出に基づき、徴収金を全て納入するまで支援給付金品から納入に充てるものとします。 

 

１ 支援給付制度は、全額公費によってその財源が賄われていることから、不正受給はあっては

ならない。不正受給があった場合、例による生活保護法第78条第１項の規定に基づく徴収金

は、必ず全額支払わなければならないものであること。 

２ 不正をしようとする意思がなくても、申告漏れが度重なる場合は、「不実の申請」であると

判断される場合があること。 

３ 徴収金の納入に際して、一括して納入することが困難な場合には、家計の節約に努め、本申

出の方法により支援給付金品から納入に充てること。 

 

     年 月 日 

                   住所又は居所 

                   氏    名              

    地方局長      様 

     年 月 日 

 私は、本申出に基づき、   年 月分からの支援給付金品から毎月          円

を   年 月 日付け費用徴収決定通知による例による生活保護法第78条第１項の規定に基づ

く徴収金の納入に充てるものとします。 

注 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成19年法律第127号）附則の規定による支援給付にあっては、この様式中「中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律」とすること。 
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　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

○愛媛県規則第13号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和41年愛媛県規則第32号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第１条の３関係）　特定病院認定申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　

省略

　注

　　１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

様式第１号の２（第２条関係）　精神障害者等の診察及び保護の申

請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　
省略

省略

様式第２号（第３条関係）　精神障害者から退院の申出があつた旨

の届出書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

様式第９号（第10条関係）　措置症状消退届出書

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

（裏）

省略

　１　省略
　２　省略
　３　省略

様式第16号（第16条、様式第17号関係）　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　同意者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　署　名　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　同意者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　署　名　　　　　　　
省略

様式第１号（第１条の３関係）　特定病院認定申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　㊞

省略

注１　申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

様式第１号の２（第２条関係）　精神障害者等の診察及び保護の申

請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　㊞
省略

省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

様式第２号（第３条関係）　精神障害者から退院の申出があつた旨

の届出書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

　注　記名押印することができる。

様式第９号（第10条関係）　措置症状消退届出書

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

（裏）

省略
　１　記名押印に代えて署名することができる。
　２　省略
　３　省略
　４　省略

様式第16号（第16条、様式第17号関係）　同意書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　同意者　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　同意者　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　㊞
省略



愛 媛 県 報

424

令和３年３月26日 第192号

　注１　記名押印に代えて署名　　することができる。

　　２～４　省略

様式第17号（第17条関係）　医療保護入院届出書

様式第17号（その１）（精神保健指定医による医療保護入院の場�

合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略
省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略

　注　省略

　様式第17号（その２）（特定医師による医療保護入院の場合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略
省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略
12　省略

注　省略

様式第18号の２（第19条関係）　医療保護入院者退院届出書

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　選択肢については、それぞれ該当する算用数字、記号
等を○で囲むこと。

　注１　署名　　に代えて記名押印することができる。

　　２～４　省略

様式第17号（第17条関係）　医療保護入院届出書

様式第17号（その１）（精神保健指定医による医療保護入院の場�

合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略
省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略

　注　省略

　様式第17号（その２）（特定医師による医療保護入院の場合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略
省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略

注　省略

様式第18号の２（第19条関係）　医療保護入院者退院届出書

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

（裏）

省略
　選択肢については、それぞれ該当する算用数字、記号等
を○で囲むこと。



愛 媛 県 報

425

令和３年３月26日 第192号

様式第18号の３（第19条の２関係）　応急入院指定病院指定申請書

　様式第18号の３（その１）　

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

省略

注１　申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名�

することができる。

２　看護体制について、精神保健及び精神障害者福祉に関す�

る法律第33条の７第１項の規定に基づき厚生労働大臣の定�

める基準（昭和63年４月厚生省告示第127号）第２号ただし

書中「やむを得ない事情」と同様の事情により申請する場�

合は、特記事項の欄にその旨を記載すること。

様式第18号の３（その２）（精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第33条の７第２項後段の規定による特例措置を採る場�

合）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　㊞

省略

注１　申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名

することができる。

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

　　６　省略

様式第18号の４（第20条関係）　応急入院届出書

　様式第18号の４（その１）　

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

（裏）

省略
　１　記名押印に代えて署名することができる。
　２　省略
　３　省略

　様式第18号の４（その２）（特定医師による応急入院の場合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略
省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略

様式第18号の３（第19条の２関係）　応急入院指定病院指定申請書

　様式第18号の３（その１）　

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

省略

注　看護体制について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律第33条の７第１項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

（昭和63年４月厚生省告示第127号）第２号ただし書中「やむを

得ない事情」と同様の事情により申請する場合は、特記事項の

欄にその旨を記載すること。

様式第18号の３（その２）（精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律第33条の７第２項後段の規定による特例措置を採る場�

合）

省略
　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　

省略

　注

　　１　省略

　　２　省略

　　３　省略

　　４　省略

　　５　省略

様式第18号の４（第20条関係）　応急入院届出書

　様式第18号の４（その１）　

（表）

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

（裏）

省略

　１　省略
　２　省略

　様式第18号の４（その２）（特定医師による応急入院の場合）

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略
省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
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様式第18号の５（第22条関係）　措置入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略

省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略
12　省略

様式第18号の６（第23条関係）　医療保護入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略

省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略
12　省略

様式第18号の７（第23条の２関係）　任意入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

省略

省略

（裏）

省略
１　記名押印に代えて署名することができる。
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略

様式第18号の５（第22条関係）　措置入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略

省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略

様式第18号の６（第23条関係）　医療保護入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略

省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略

様式第18号の７（第23条の２関係）　任意入院者定期病状報告書

（表）

省略
　　　　管理者名　　　　　　

省略

省略

省略

（裏）

省略

１　省略
２　省略
３　省略
４　省略
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６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略
12　省略

様式第19号（第24条関係）　措置入院者仮退院許可申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

様式第20号（第24条関係）　仮退院者再入院届出書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

様式第21号（第25条関係）　措置入院者事故報告書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　㊞

省略

　注　記名押印に代えて署名することができる。

様式第21号の２（第27条関係）　障害者手帳交付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞

省略

申請書を提出
した者

氏名 　　　　　　　　㊞
省略

注意１　省略
　　２　記入押印に代えて署名することができます。
　　３　省略
　　４　省略
　　５　省略

様式第23号（第29条関係）　障害者手帳氏名・居住地変更届

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞
省略

省略

注意１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができます。

様式第24号（第30条関係）　障害者手帳再交付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　㊞
省略

省略

注意１　省略
　　２　記名押印に代えて署名することができます。
　　３　省略

５　省略
６　省略
７　省略
８　省略
９　省略
10　省略
11　省略

様式第19号（第24条関係）　措置入院者仮退院許可申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

様式第20号（第24条関係）　仮退院者再入院届出書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

様式第21号（第25条関係）　措置入院者事故報告書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名　　　　　　

省略

様式第21号の２（第27条関係）　障害者手帳交付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　

省略

申請書を提出
した者

氏名 　　　　　　　　　
省略

注意１　省略

　　２　省略
　　３　省略
　　４　省略

様式第23号（第29条関係）　障害者手帳氏名・居住地変更届

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　
省略

省略

注意　　省略

様式第24号（第30条関係）　障害者手帳再交付申請書

省略
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　
省略

省略

注意１　省略

　　２　省略

　　　附　則

　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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告　　　　示

〇愛媛県告示第363号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定に

より、次のとおり形質変更時要届出区域の全部の指定を解除する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　　伊予郡砥部町五本松２番１の一部（次の図のとおり）

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条

第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物

３　土壌汚染対策法施行規則第31条第２項の基準に適合していな

かった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措

置

　　土壌汚染の除去

　（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局環

境政策課及び愛媛県中予保健所に備え置いて縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第364号

　愛媛県産業廃棄物適正処理指導要綱（平成３年８月愛媛県告示第1288号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第７条関係）　県外産業廃棄物処理事前協議書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　協議者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　　

省略

省略

　注　省略

様式第２号（第８条関係）　県外産業廃棄物処理実績報告書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　報告者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　　

省略

省略

　注　省略

様式第３号（第11条関係）　産業廃棄物処理施設設置等事前協議書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　協議者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　　

省略

省略

　注　省略

　別紙１・別紙２　省略

様式第４号（第15条関係）　事故状況報告書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　報告者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　　

省略

様式第１号（第７条関係）　県外産業廃棄物処理事前協議書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　協議者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　㊞

省略

省略

　注　省略

様式第２号（第８条関係）　県外産業廃棄物処理実績報告書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　報告者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　㊞

省略

省略

　注　省略

様式第３号（第11条関係）　産業廃棄物処理施設設置等事前協議書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　協議者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　㊞

省略

省略

　注　省略

　別紙１・別紙２　省略

様式第４号（第15条関係）　事故状況報告書

省略

　　　　　　　　　氏名又は名称及び住所

　　　　　報告者　並びに法人にあっては、

　　　　　　　　　その代表者の氏名　　　　　　　　㊞

省略
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〇愛媛県告示第365号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第

15条の17第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　宇和島市保田字椿ノ谷乙580番の一部、保田字上ノ原甲1854番

1の一部、甲1854番2の一部、甲1855番1、甲1855番2、甲1855番3、

甲1856番の一部、甲1858番の一部、甲1859番、甲1860番、甲1861番、

甲1862番の一部、保田字上ノ原乙581番1、乙581番2、乙582番の

一部、乙583番、乙584番1の一部、乙584番2の一部、乙586番の一部、

乙587番の一部、乙590番の一部、乙595番の一部、乙597番の一部、

乙598番の一部、乙599番の一部、乙600番の一部、乙602番の一部、

乙603番の一部、乙604番の一部（次の図のとおり）

２　埋立地の区分

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第13条の２第１号

　（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県宇和島保健所に備え置いて縦覧に供す

る。）

〇愛媛県告示第366号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第

15条の17第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　今治市波方町樋口字上谷甲1213番1、樋口字高山乙489番、乙

491番2、乙497番4、乙497番36、乙497番109

２　埋立地の区分

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第13条の２第１号

〇愛媛県告示第367号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第

15条の17第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　今治市波方町西浦字草野甲3436番1、甲3436番3、甲3436番4、

甲3436番5、甲3436番6、甲3436番7、甲3448番1、西浦字西浦乙

1084番2、乙1084番3、乙1084番4、乙1088番2

２　埋立地の区分

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生

省令第35号）第12条の31第２号

〇愛媛県告示第368号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第

15条の17第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　　西予市宇和町下川3219番1�

２　埋立地の区分

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第13条の２第１号

〇愛媛県告示第369号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第

15条の17第１項の規定により、次のとおり指定区域を指定する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　区域

　　喜多郡内子町内子4133番の一部（次の図のとおり）

２　埋立地の区分

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第13条の２第１号

　（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県県民環境部環境局循

環型社会推進課及び愛媛県八幡浜保健所に備え置いて縦覧に供す

る。）

〇愛媛県告示第370号

　愛媛県認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付規程（昭和33年11月愛媛県告示第956号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１

日から施行する。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第３条、第４条、第14条、第15条　　　　　　　　）

　認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付申請書

様式第１号（第３条、第４条、第14条、第15条、様式第２号関係）

　認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付申請書

省略

　注　省略

省略

　注　省略
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〇愛媛県告示第371号

　愛媛県認定訓練助成事業費補助金（施設及び設備費）交付規程（昭和46年８月愛媛県告示第698号）の一部を次のように改正し、令和３
年４月１日から施行する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第３条、第４条、第13条、第14条関係）　認定訓練助

成事業費補助金（施設及び設備費）交付申請書

省略

　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小

　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並

　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　　

省略

省略

様式第１号（第３条　　　　　　　　　　　　関係）　認定訓練助

成事業費補助金（施設及び設備費）交付申請書

省略

　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小

　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並

　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　印

省略

省略

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第２号（第７条、第14条、第15条関係）　認定訓練助成事業費

補助金（運営費）補助事業実施状況報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第３号（第８条、第９条、第14条、第15条関係）　認定訓練助

成事業費補助金（運営費）補助事業実績報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第４号（第10条関係）　認定訓練助成事業費補助金（運営費）

請求書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　㊞
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第12条関係）　消費税及び地方消費税仕入控除税額確

定報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　㊞
省略

　注　省略

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第２号（第７条、第14条、第15条関係）　認定訓練助成事業費

補助金（運営費）補助事業実施状況報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第３号（第８条、第９条、第14条、第15条関係）　認定訓練助

成事業費補助金（運営費）補助事業実績報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第４号（第10条関係）　認定訓練助成事業費補助金（運営費）

請求書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第12条関係）　消費税及び地方消費税仕入控除税額確

定報告書

省略
　　　　　　　　代表者の住所及び氏名　　　　　　　　
省略

　注　省略
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様式第４号（第８条　　　　　　　　関係）　認定訓練助成事業費

補助金（施設及び設備費）補助事業実施状況報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　印
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第９条　　　　　　　　　　　　関係）　認定訓練助

成事業費補助金（施設及び設備費）補助事業実績報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　印
省略

省略

　注　省略

様式第６号（第11条関係）　消費税及び地方消費税仕入控除税額確

定報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　印
省略

　注　省略

様式第４号（第８条、第13条、第14条関係）　認定訓練助成事業費

補助金（施設及び設備費）補助事業実施状況報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第５号（第９条、第10条、第13条、第14条関係）　認定訓練助

成事業費補助金（施設及び設備費）補助事業実績報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　　
省略

省略

　注　省略

様式第６号（第11条関係）　消費税及び地方消費税仕入控除税額確

定報告書

省略
　　　　　市町の名称及び長の氏名又は中小
　　　　　企業事業主等の名称及び所在地並
　　　　　びにその代表者の氏名及び住所　　　　　　　
省略

　注　省略

〇愛媛県告示第372号

　令和３年３月16日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林

漁業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地

中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条

第１項の規定に基づき認可した。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

１　農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住　　　所 所在及び地番 面積（㎡）

農事組合法人
増穂生産組合

愛媛県宇和島市
愛媛県宇和島市津島町増
穂丙246番１ほか４筆

3,468

農事組合法人
増穂生産組合

愛媛県宇和島市
愛媛県宇和島市津島町増
穂丙1100番１

1,338

２　認可年月日

　　　令和３年３月19日

〇愛媛県告示第373号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用

する同法第18条第17項の規定により、清算法人新居浜市大島土地

改良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出があった。

　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

清算人氏名 住　　　　　所

近　藤　達　一
合　田　友　一
合　田　進　一
山　本　　　寛
白　石　 　美
内　山　隆　市
川　上　八重子
真　鍋　正　士
後　藤　一　誠

新居浜市大島229－１番地
新居浜市大島565番地
新居浜市大島570番地
新居浜市大島甲46番地
新居浜市大島134番地
新居浜市大島117番地
新居浜市大島276番地
新居浜市大島460番地
新居浜市大島91番地

〇愛媛県告示第374号

　愛媛県治山事業施行規程（昭和61年３月愛媛県告示第427号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第２号（第６条関係）　土地使用承諾書

省略

１～６　省略

注　土地所有者又は権利者が個人の場合にあつては、記名押印に

代えて署名することができる。

様式第３号（第８条関係）　林地崩壊防止事業補助金交付申請書

　省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

　省略

様式第６号（第10条関係）　林地崩壊防止事業実施計画変更承認申

請書

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

省略

注　省略

様式第７号（第11条関係）　工事着工届

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

省略

省略

　省略

様式第８号（第13条、第14条関係）　完成届

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

省略

様式第11号（第15条関係）　林地崩壊防止事業補助金交付請求書

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

省略

様式第２号（第６条関係）　土地使用承諾書

省略

１～６　省略

様式第３号（第８条関係）　林地崩壊防止事業補助金交付申請書

　省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

　省略

様式第６号（第10条関係）　林地崩壊防止事業実施計画変更承認申

請書

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

省略

注　省略

様式第７号（第11条関係）　工事着工届

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

省略

省略

　省略

様式第８号（第13条　　　　関係）　完成届

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

省略

様式第11号（第15条関係）　林地崩壊防止事業補助金交付請求書

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

省略

〇愛媛県告示第375号

　愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付規程（昭和46年９月愛媛県告示第794号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第５条、様式第２号関係）　治山事業施行申請書

（表）

省略

　注１　省略

２　申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名�

することができる。

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第２号（第５条関係）　治山事業の施行について

省略
　　　　　　　　　　　　　　地方局長　　　　　　　　
省略

省略

注　省略

様式第１号（第５条　　　　　　関係）　治山事業施行申請書

（表）

省略

　注　　省略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

様式第２号（第５条関係）　治山事業の施行について

省略
　　　　　　　　　　　　　　地方局長　　　　　　　印
省略

省略

注　省略
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様式第12号（第16条関係）　林地崩壊防止事業実績報告書

　様式第12号（その１）

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　印

省略

　様式第12号（その２）～様式第12号（その４）　省略

様式第12号（第16条関係）　林地崩壊防止事業実績報告書

　様式第12号（その１）

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　市町長　　　　　　　　

省略

　様式第12号（その２）～様式第12号（その４）　省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

様式第１号（第４条、第10条関係）　治山事業助成願

省略

省略

注　省略

様式第３号（第６条関係）　治山事業補助金交付申請書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

様式第６号（第８条関係）　治山事業実施計画変更承認申請書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

注　省略

様式第７号（第９条関係）　工事着工届

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

省略

省略

様式第８号（第11条、第12条関係）　完成届

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

様式第11号（第13条関係）　治山事業補助金交付請求書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

省略

様式第12号（第14条関係）　治山事業補助金概算払請求書

省略
　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

省略

様式第13号（第15条関係）　仕入れに係る消費税等相当額報告書

様式第１号（第４条　　　　関係）　治山事業助成願

省略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

省略

注　省略

様式第３号（第６条関係）　治山事業補助金交付申請書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

様式第６号（第８条関係）　治山事業実施計画変更承認申請書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

注　省略

様式第７号（第９条関係）　工事着工届

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

省略

省略

様式第８号（第11条　　　　関係）　完成届

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

様式第11号（第13条関係）　治山事業補助金交付請求書

省略

　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

省略

様式第12号（第14条関係）　治山事業補助金概算払請求書

省略
　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　印

省略

省略

様式第13号（第15条関係）　仕入れに係る消費税等相当額報告書

〇愛媛県告示第376号

　愛媛県単独治山事業補助金交付規程（昭和45年７月愛媛県告示第695号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から施行する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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省略
　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　㊞

省略

　注　省略

省略
　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　

省略

　注　省略

〇愛媛県告示第377号

　次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和26年法律
第249号）第30条の２第１項の規定により告示する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　保安林予定森林の所在場所
　　南宇和郡愛南町内泊1650から1652まで、船越1574、1575
２　指定の目的
　　土砂の崩壊の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法

ア　主伐は、択伐による。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の
所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期
齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南
町役場に備え置いて縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第378号

　津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）第53
条第１項の規定に基づき、次のとおり津波災害警戒区域を指定す
る。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　津波災害警戒区域
　松山市、今治市、新居浜市、伊予市、四国中央市、及び松前
町の区域（次の図に示す部分に限る。）
２　基準水位
　　次の図のとおり
　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部土木管理局土木管理
課技術企画室、中予地方局、東予地方局、今治土木事務所、四国
中央土木事務所、並びに松山市、今治市、新居浜市、伊予市、四
国中央市、松前町に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第379号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定に基づき、次の
とおり土砂災害警戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

中川3
345-Ⅲ
-3003⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大窪　
347-Ⅰ
-449⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鹿老渡
Ａ　
347-Ⅱ
-1⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大崎Ｄ
347-Ⅱ
-6⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上の地
下Ｅ
347-Ⅱ
-17⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上の地
下Ｆ
347-Ⅱ
-18⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土生　
347-Ⅱ
-25⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平原Ａ
347-Ⅱ
-30⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東上側
Ａ
347-Ⅱ
-49⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

若宮
348-Ⅰ
-480⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

手先　
348-Ⅱ
-4⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

羽田　
348-Ⅱ
-13⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊
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西側1
348-Ⅱ
-35⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沖2
348-Ⅱ
-55⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沖3
348-Ⅱ
-56⑴

今治市
伯方町
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弓場2
348-Ⅱ
-61⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田2
348-Ⅱ
-66⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田3
348-Ⅱ
-67⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｇ
353-Ⅱ
-10⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

白岩川
345-
1254

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流

羽双川
345-
1258

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

土石流

防瀬川
345-
1269

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流

鳩岡川
345-
2171

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

土石流

宮ノ谷
川
345-
2187

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流

田浦南
川
346-
1273

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流

田浦大
川
346-
1275

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流

田ノ浦
上川
346-
1276

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流

奥川
346-
1279

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流

新川
346-
1280

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流

浜田
川346-
1286

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流

キオキ
バ
川346-
1320

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

土石流

仁江北
川
346-
2193

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流

永地東
川
346-
2197

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流

八田川
346-
2200

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流

木屋敷
川
347-
1331

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流

長川
347-
1345

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流

戸代西
川
347-
1350

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流

上ノ地
下上川
347-
1356

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流
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早川東
川
347-
2209

今治市
宮窪町
早 川・
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流

菅原
347-
2213

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流

下川
347-
2214-1

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流

戸代東
川
347-
2218

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流

友浦北
川
347-
2221

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流

国道川
348-
1370

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

土石流

寺坂川
348-
1392-2

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流

新町川
348-
1402

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流

清水川
348-
1406

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流

西船越
川
348-
2224

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流

東峠川
348-
2227

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流

東植松
川下川
348-
2229

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流

前青木
原川
353-
1465

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流

青木原
川
353-
1466

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流

大原川
353-
1475

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

土石流

三佐川
353-
1492

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流

竹下川
353-
1494

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

土石流

西大見
川
354-
1501

今治市
大三島
町大見
（次の
図のと
おり）

土石流

大見川
354-
1502

今治市
大三島
町大見
（次の
図のと
おり）

土石流

明日本
川354-
1504-1

今治市
大三島
町和田
条（次
の図の
とおり）

土石流

明日本
川
354-
1504-2

今治市
大三島
町和田
条
（次の
図のと
おり）

土石流

明治川
354-
1508-2

今治市
大三島
町上条
（次の
図のと
おり）

土石流

瀧山川
354-
1516-2

今治市
大三島
町添
（次の
図のと
おり）

土石流

市伊谷
川
354-
1518

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流

笠松川
354-
1523

今治市
大三島
町笠松
（次の
図のと
おり）

土石流

若津川
354-
2257

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流
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市伊谷
川
354-
2258

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流

深山川
354-
2259

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流

小大下
東谷
355-
2270

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

土石流

東山南
345-
NK-102

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

地滑り

河之内
345-
NK-103

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

宮本
345-
NK-104

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

地滑り

南浦
346-
NK-106

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

地滑り

風無
346-
NK-107

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

地滑り

片山
346-
NK-108

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

地滑り

田浦
346-
NK-109

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

地滑り

友浦
347-
NK-110

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

地滑り

余所国
347-
NK-111

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

地滑り

盛
353-
NK-118

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

地滑り

明日
354-
NK-119

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

地滑り

浦戸南
354-
NK-120

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

地滑り

宗方北
354-
NK-121

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

地滑り

白潟
355-
NK-123

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

地滑り

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
今治土木事務所及び今治市に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第380号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定に基づき、次の
とおり土砂災害警戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

豊岡
６０－
６
484-Ⅱ
-6⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

北奥内
川
484-
2321

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流

下駄馬
川
484-
2325

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流

下梨子
谷川
484-
2331

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流

藤生川
484-
1508

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流
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上目黒
川
484-
1509

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流

六樋谷
川
484-
1510

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流

洗場川
484-
1515

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流

下新田
川
484-
1534

北宇和
郡松野
町大字
奥 野
川、大
字蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流

中奥野
川
484-
1537

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流

中浅辺
川
484-
2256-1

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流

ジョフ
イ川
484-
2300

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流

南百合
谷川
484-
2312

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流

上組
484-J-
452

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

地滑り

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
南予地方局建設部及び松野町に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第381号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定に基づき、次の
とおり土砂災害警戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

永立寺
南谷
402-
1053

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

土石流

北大角
蔵西川
402-
1073-2

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流

スルス
川
402-
1079

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流

南スル
ス川
402-
2045-3

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流

橘谷
402-
J016

伊予郡
砥部町
三 角・
原町
（次の
図のと
おり）

土石流

蔵ヶ谷
402-
J017

伊予郡
砥部町
麻 生・
三角
（次の
図のと
おり）

土石流

天王川
403-
1093-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流

中野川
403-
1095-1

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流

西黒蔵
川
403-
2050-3

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

土石流

小屋ノ
奥川
403-
2062-1

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流

中替地
川
403-
2065

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流
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二ツ木
402-
NK-185

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

地滑り

立野
402-
NK-187

伊予郡
砥部町
立野
（次の
図のと
おり）

地滑り

大平
402-
NK-188

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

地滑り

中野川
403-J-
166

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

地滑り

大内野
403-J-
167

伊予郡
砥部町
玉 谷・
満穂
（次の
図のと
おり）

地滑り

鴨滝
403-J-
168

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

総津
403-J-
169

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

地滑り

黒木
403-
NK-190

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

地滑り

駄場
403-
NK-193

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

地滑り

高市両
方田
403-NS-
001

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

高市石
野
403-NS-
002

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

高市日
野浦
403-NS-
003

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

高市切
迫
403-NS-
004

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

高市山
谷
403-NS-
005

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

地滑り

多居谷
403-NS-
020

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

黒蔵
403-NS-
043

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

東奥組
403-NS-
047

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

京地
403-NS-
049

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

地滑り

猿谷
403-NS-
086

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

地滑り

中峰
403-NS-
090

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

地滑り

多居谷
403-R-
001

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
中予地方局建設部及び砥部町に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第382号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定に基づき、次の
とおり土砂災害警戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類
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友清
361-Ⅰ
-2595⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伽藍
361-Ⅱ
-2⑵

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上ノ段
361-Ⅱ
-30⑴

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

友清
361-Ⅱ
-41⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷
361-Ⅱ
-44⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津川
361-Ⅲ
-271⑵

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑺
362-Ⅱ
-6⑵

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

則之内
4
362-Ⅱ
-9⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下13
362-Ⅱ
-15⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦
⑷
362-Ⅱ
-56⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
7
362-Ⅱ
-122⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下10
362-Ⅱ
-191⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場
⑽
362-Ⅱ
-205⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

カシヤ
マ川
361-
1292

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流

惣野川
362-
1315

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流

川内１
号谷
362-
2173

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流

鴨川
362-
2181

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流

麓
361-J-
106

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

利山
361-J-
107

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

地滑り

花山
361-J-
493

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

地滑り

湧水
361-J-
494

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

地滑り

瞽女童
361-J-
495

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

地滑り

瞽女童
361-
NK-127

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

地滑り

水越
362-J-
90

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

地滑り

上ノ段
362-J-
91

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

地滑り

河之内
362-J-
92

東温市
土谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

音田
362-J-
93

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

日浦
362-J-
94

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

大屋敷
362-J-
95

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

狩場
362-J-
96

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り
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問屋
362-J-
97

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

黒岩
362-J-
98

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

地滑り

板屋ノ
子
362-J-
99

東温市
則之内
西
（次の
図のと
おり）

地滑り

惣田谷
362-J-
100

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

地滑り

奥惣田
谷
362-J-
101

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

地滑り

中（北
間）
362-J-
102

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

地滑り

仲屋
362-J-
103

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

地滑り

大平
362-J-
104

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

地滑り

久尾
362-J-
105

東温市
則之内
西・井
内
（次の
図のと
おり）

地滑り

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第383号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定に基づき、次の
とおり土砂災害警戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域

名称
指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

大南
210-
NK-70

伊予市
大平
（次の
図のと
おり）

地滑り

中替地
404-
NK-194

伊予市
中山町
佐礼谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

福岡漆
404-
NK-196

伊予市
中山町
出渕
（次の
図のと
おり）

地滑り

重藤
404-
NK-197

伊予市
中山町
中山
（次の
図のと
おり）

地滑り

安場
404-
NK-198

伊予市
中山町
佐礼谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

柿谷
404-
NK-199

伊予市
中山町
佐礼谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

犬寄
404-
NK-200

伊予市
中山町
佐礼谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

高岡
404-
NK-202

伊予市
中山町
中山
（次の
図のと
おり）

地滑り

上永木
404-
NK-207

伊予市
中山町
中山
（次の
図のと
おり）

地滑り

上野中
仁川登
404-NS-
55

伊予市
中山町
出 渕･
栗田
（次の
図のと
おり）

地滑り

梅原
404-NS-
89

伊予市
中山町
中山
（次の
図のと
おり）

地滑り

平沢
404-NS-
149

伊予市
中山町
出渕
（次の
図のと
おり）

地滑り

小池
404-NS-
153

伊予市
中山町
出渕
（次の
図のと
おり）

地滑り

山吹
404-NS-
171

伊予市
中山町
佐礼谷
（次の
図のと
おり）

地滑り

岡
405-
NK-208

伊予市
双海町
上灘
（次の
図のと
おり）

地滑り
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富岡
405-
NK-212

伊予市
双海町
大久保
（次の
図のと
おり）

地滑り

富貴上
405-
NK-213

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

奥東
405-
NK-215

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

下浜
405-
NK-217

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

壺神
405-
NK-218

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

満野浜
405-
NK-219

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

奥
405-NS-
74

伊予市
双海町
高 岸･
上灘
（次の
図のと
おり）

地滑り

柆野
405-NS-
140

伊予市
双海町
上灘
（次の
図のと
おり）

地滑り

満野
405-NS-
163

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

池の窪
405-NS-
168

伊予市
双海町
串
（次の
図のと
おり）

地滑り

奥大栄
405-R-
001

伊予市
双海町
上灘
（次の
図のと
おり）

地滑り

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
中予地方局建設部及び伊予市に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第384号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項及び第９条第１項の規

定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

建築物に作
用すると想
定される衝
撃に関する
事項

里の側
Ａ
345-Ⅰ
-383⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
Ａ
345-Ⅰ
-383⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岩谷Ｂ
345-Ⅰ
-386⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩谷Ｂ
345-Ⅰ
-386⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

城ノ上
Ａ
345-Ⅰ
-388⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

城ノ上
Ａ
345-Ⅰ
-388⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

光安
345-Ⅰ
-390⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

光安
345-Ⅰ
-390⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

白岩1
345-Ⅰ
-391⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

白岩1
345-Ⅰ
-391⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大城寺
1
345-Ⅰ
-393⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大城寺
1
345-Ⅰ
-393⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

長谷
345-Ⅰ
-394⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

長谷
345-Ⅰ
-394⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

友政Ａ
345-Ⅰ
-397⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

友政Ａ
345-Ⅰ
-397⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

友政
345-Ⅰ
-398⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

友政
345-Ⅰ
-398⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西新開
345-Ⅰ
-399⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西新開
345-Ⅰ
-399⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

船ヶ浦
345-Ⅰ
-400⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

船ヶ浦
345-Ⅰ
-400⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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門前Ａ
345-Ⅰ
-402⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

門前Ａ
345-Ⅰ
-402⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

門前Ｂ
345-Ⅰ
-403⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

門前Ｂ
345-Ⅰ
-403⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

松尾
345-Ⅰ
-406⑴

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

松尾
345-Ⅰ
-406⑴

今治市
菊間町
松尾
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中川1
345-Ⅰ
-411⑴

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中川1
345-Ⅰ
-411⑴

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

滝の宮
345-Ⅰ
-412⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

滝の宮
345-Ⅰ
-412⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高田Ｂ
345-Ⅰ
-413⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高田Ｂ
345-Ⅰ
-413⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高田Ａ
345-Ⅰ
-414⑴

今治市
菊間町
高 田・
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高田Ａ
345-Ⅰ
-414⑴

今治市
菊間町
高 田・
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田村Ｂ
345-Ⅰ
-415⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田村Ｂ
345-Ⅰ
-415⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田村Ａ
345-Ⅰ
-416⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田村Ａ
345-Ⅰ
-416⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田之尻
345-Ⅰ
-418⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田之尻
345-Ⅰ
-418⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

里の側
1
345-Ⅱ
-1⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
1
345-Ⅱ
-1⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

里の側
2
345-Ⅱ
-2⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
2
345-Ⅱ
-2⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

里の側
3
345-Ⅱ
-3⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
3
345-Ⅱ
-3⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

里の側
4
345-Ⅱ
-4⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
4
345-Ⅱ
-4⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

里の側
5
345-Ⅱ
-5⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

里の側
5
345-Ⅱ
-5⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

藤原
345-Ⅱ
-6⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

藤原
345-Ⅱ
-6⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川向1
345-Ⅱ
-7⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川向1
345-Ⅱ
-7⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川向2
345-Ⅱ
-8⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川向2
345-Ⅱ
-8⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川向3
345-Ⅱ
-9⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川向3
345-Ⅱ
-9⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川向4
345-Ⅱ
-10⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川向4
345-Ⅱ
-10⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

江後1
345-Ⅱ
-11⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

江後1
345-Ⅱ
-11⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

江後2
345-Ⅱ
-12⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

江後2
345-Ⅱ
-12⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

光野
345-Ⅱ
-13⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

光野
345-Ⅱ
-13⑴

今治市
菊間町
佐方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋
345-Ⅱ
-14⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋
345-Ⅱ
-14⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

城ノ上
4
345-Ⅱ
-18⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

城ノ上
4
345-Ⅱ
-18⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

城ノ上
5
345-Ⅱ
-19⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

城ノ上
5
345-Ⅱ
-19⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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白岩2
345-Ⅱ
-20⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

白岩2
345-Ⅱ
-20⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大城寺
2
345-Ⅱ
-21⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大城寺
2
345-Ⅱ
-21⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山1
345-Ⅱ
-22⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山1
345-Ⅱ
-22⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山2
345-Ⅱ
-23⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山2
345-Ⅱ
-23⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山3
345-Ⅱ
-24⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山3
345-Ⅱ
-24⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山4
345-Ⅱ
-25⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山4
345-Ⅱ
-25⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山5
345-Ⅱ
-26⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山5
345-Ⅱ
-26⑴

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔵ノ谷
1
345-Ⅱ
-27⑴

今治市
菊間町
長 坂・
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔵ノ谷
1
345-Ⅱ
-27⑴

今治市
菊間町
長 坂・
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔵ノ谷
2
345-Ⅱ
-28⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔵ノ谷
2
345-Ⅱ
-28⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔵ノ谷
3
345-Ⅱ
-29⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔵ノ谷
3
345-Ⅱ
-29⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔵ノ谷
4
345-Ⅱ
-30⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔵ノ谷
4
345-Ⅱ
-30⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三本松
345-Ⅱ
-31⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三本松
345-Ⅱ
-31⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岩童子
345-Ⅱ
-32⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩童子
345-Ⅱ
-32⑴

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

門前
345-Ⅱ
-33⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

門前
345-Ⅱ
-33⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

打越1
345-Ⅱ
-34⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

打越1
345-Ⅱ
-34⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

打越2
345-Ⅱ
-35⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

打越2
345-Ⅱ
-35⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

池原1
345-Ⅱ
-36⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

池原1
345-Ⅱ
-36⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

池原2
345-Ⅱ
-37⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

池原2
345-Ⅱ
-37⑴

今治市
菊間町
池原
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高田西
345-Ⅱ
-38⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高田西
345-Ⅱ
-38⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高田中
345-Ⅱ
-39⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高田中
345-Ⅱ
-39⑴

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川上1
345-Ⅱ
-40⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川上1
345-Ⅱ
-40⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川上2
345-Ⅱ
-41⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川上2
345-Ⅱ
-41⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川上3
345-Ⅱ
-42⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川上3
345-Ⅱ
-42⑴

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中川2
345-Ⅱ
-43⑴

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中川2
345-Ⅱ
-43⑴

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村1
345-Ⅱ
-44⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村1
345-Ⅱ
-44⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村2
345-Ⅱ
-45⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村2
345-Ⅱ
-45⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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本村3
345-Ⅱ
-46⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村3
345-Ⅱ
-46⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村4
345-Ⅱ
-47⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村4
345-Ⅱ
-47⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

阿蘇
345-Ⅱ
-48⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

阿蘇
345-Ⅱ
-48⑴

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田村
345-Ⅱ
-49⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田村
345-Ⅱ
-49⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田1
345-Ⅱ
-50⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田1
345-Ⅱ
-50⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田2
345-Ⅱ
-51⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田2
345-Ⅱ
-51⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三本松
1
345-Ⅱ
-52⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三本松
1
345-Ⅱ
-52⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三本松
2
345-Ⅱ
-53⑴

今治市
菊間町
浜・長
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三本松
2
345-Ⅱ
-53⑴

今治市
菊間町
浜・長
坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明田1
345-Ⅱ
-54⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明田1
345-Ⅱ
-54⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明田2
345-Ⅱ
-55⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明田2
345-Ⅱ
-55⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明田3
345-Ⅱ
-56⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明田3
345-Ⅱ
-56⑴

今治市
菊間町
長坂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉田
345-Ⅱ
-57⑴

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田
345-Ⅱ
-57⑴

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥西山
345-Ⅱ
-58⑴

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥西山
345-Ⅱ
-58⑴

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

前田之
尻
345-Ⅱ
-59⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

前田之
尻
345-Ⅱ
-59⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田之尻
1
345-Ⅱ
-60⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田之尻
1
345-Ⅱ
-60⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田之尻
2
345-Ⅱ
-61⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田之尻
2
345-Ⅱ
-61⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田之尻
3
345-Ⅲ
-3001⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田之尻
3
345-Ⅲ
-3001⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田之尻
4
345-Ⅲ
-3002⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田之尻
4
345-Ⅲ
-3002⑴

今治市
菊間町
田之尻
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

片山
346-Ⅰ
-22⑵

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

片山
346-Ⅰ
-22⑵

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平田
346-Ⅰ
-419⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平田
346-Ⅰ
-419⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

椋名
346-Ⅰ
-423⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

椋名
346-Ⅰ
-423⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

椋名Ｂ
346-Ⅰ
-425⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

椋名Ｂ
346-Ⅰ
-425⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

泊Ａ
346-Ⅰ
-431⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

泊Ａ
346-Ⅰ
-431⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

泊Ｂ
346-Ⅰ
-432⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

泊Ｂ
346-Ⅰ
-432⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上組Ｂ
346-Ⅱ
-2⑴

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上組Ｂ
346-Ⅱ
-2⑴

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

前田
346-Ⅱ
-3⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

前田
346-Ⅱ
-3⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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西側
346-Ⅱ
-4⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側
346-Ⅱ
-4⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上側
346-Ⅱ
-5⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上側
346-Ⅱ
-5⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相田
346-Ⅱ
-6⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相田
346-Ⅱ
-6⑴

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

北
346-Ⅱ
-7⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

北
346-Ⅱ
-7⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮山
346-Ⅱ
-8⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮山
346-Ⅱ
-8⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

左王
346-Ⅱ
-9⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

左王
346-Ⅱ
-9⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

南
346-Ⅱ
-10⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

南
346-Ⅱ
-10⑴

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上所
346-Ⅱ
-11⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上所
346-Ⅱ
-11⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

名古地
346-Ⅱ
-12⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

名古地
346-Ⅱ
-12⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上ノ谷
346-Ⅱ
-13⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上ノ谷
346-Ⅱ
-13⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平草
346-Ⅱ
-14⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平草
346-Ⅱ
-14⑴

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

志津見
346-Ⅱ
-15⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津見
346-Ⅱ
-15⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡A
346-Ⅱ
-16⑴

今治市
吉海町
八幡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡A
346-Ⅱ
-16⑴

今治市
吉海町
八幡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡B
346-Ⅱ
-18⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡B
346-Ⅱ
-18⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井ノ谷
Ａ
346-Ⅱ
-19⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井ノ谷
Ａ
346-Ⅱ
-19⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井ノ谷
Ｂ
346-Ⅱ
-20⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井ノ谷
Ｂ
346-Ⅱ
-20⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田居Ａ
346-Ⅱ
-21⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田居Ａ
346-Ⅱ
-21⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田居Ｂ
346-Ⅱ
-22⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田居Ｂ
346-Ⅱ
-22⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

永地⑴
346-Ⅱ
-23⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

永地⑴
346-Ⅱ
-23⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

永地⑵
346-Ⅱ
-24⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

永地⑵
346-Ⅱ
-24⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

永地⑶
346-Ⅱ
-25⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

永地⑶
346-Ⅱ
-25⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

南浦Ｃ
346-Ⅱ
-27⑴

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

南浦Ｃ
346-Ⅱ
-27⑴

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

正味
346-Ⅱ
-29⑴

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

正味
346-Ⅱ
-29⑴

今治市
吉海町
正味
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

水場Ａ
346-Ⅱ
-30⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

水場Ａ
346-Ⅱ
-30⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

水場Ｂ
346-Ⅱ
-31⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

水場Ｂ
346-Ⅱ
-31⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宇津呂
346-Ⅱ
-32⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宇津呂
346-Ⅱ
-32⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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南組⑴
346-Ⅱ
-34⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

南組⑴
346-Ⅱ
-34⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

北側
346-Ⅱ
-35⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

北側
346-Ⅱ
-35⑴

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

扇
346-Ⅱ
-36⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

扇
346-Ⅱ
-36⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本庄⑴
346-Ⅱ
-37⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本庄⑴
346-Ⅱ
-37⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本庄⑵
346-Ⅱ
-38⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本庄⑵
346-Ⅱ
-38⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本庄⑶
346-Ⅱ
-39⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本庄⑶
346-Ⅱ
-39⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本庄(7)
346-Ⅱ
-43⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本庄(7)
346-Ⅱ
-43⑴

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

風無
346-Ⅱ
-1001⑵

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

風無
346-Ⅱ
-1001⑵

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

南浦
346-Ⅱ
-1002⑵

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

南浦
346-Ⅱ
-1002⑵

今治市
吉海町
南浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本庄Ｃ
346-Ⅱ
-1003⑵

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本庄Ｃ
346-Ⅱ
-1003⑵

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

志津見
⑵
346-Ⅲ
-2⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津見
⑵
346-Ⅲ
-2⑴

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

江口
347-Ⅰ
-25⑵

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

江口
347-Ⅰ
-25⑵

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

早川Ａ
347-Ⅰ
-437⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

早川Ａ
347-Ⅰ
-437⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

余所国
Ａ
347-Ⅰ
-439⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

余所国
Ａ
347-Ⅰ
-439⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仲側
347-Ⅰ
-442⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仲側
347-Ⅰ
-442⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜島Ａ
347-Ⅰ
-443⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜島Ａ
347-Ⅰ
-443⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜島Ｂ
347-Ⅰ
-444⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜島Ｂ
347-Ⅰ
-444⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

江口第
2
347-Ⅰ
-445⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

江口第
2
347-Ⅰ
-445⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中村
347-Ⅰ
-447⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中村
347-Ⅰ
-447⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天皇Ａ
347-Ⅰ
-450⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天皇Ａ
347-Ⅰ
-450⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天皇Ｃ
347-Ⅰ
-452⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天皇Ｃ
347-Ⅰ
-452⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土生
347-Ⅰ
-453⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土生
347-Ⅰ
-453⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土井野
347-Ⅰ
-454⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土井野
347-Ⅰ
-454⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

赤部
347-Ⅰ
-458⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

赤部
347-Ⅰ
-458⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上地下
A
347-Ⅰ
-459⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上地下
A
347-Ⅰ
-459⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上地下
B
347-Ⅰ
-460⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上地下
B
347-Ⅰ
-460⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり



愛 媛 県 報

448

令和３年３月26日 第192号

立石
347-Ⅰ
-461⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

立石
347-Ⅰ
-461⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鹿老渡
Ｂ
347-Ⅱ
-2⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鹿老渡
Ｂ
347-Ⅱ
-2⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大崎Ａ
347-Ⅱ
-3⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大崎Ａ
347-Ⅱ
-3⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大崎Ｂ
347-Ⅱ
-4⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大崎Ｂ
347-Ⅱ
-4⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大崎Ｃ
347-Ⅱ
-5⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大崎Ｃ
347-Ⅱ
-5⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大崎Ｅ
347-Ⅱ
-7⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大崎Ｅ
347-Ⅱ
-7⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下地下
Ａ
347-Ⅱ
-8⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下地下
Ａ
347-Ⅱ
-8⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下地下
Ｂ
347-Ⅱ
-9⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下地下
Ｂ
347-Ⅱ
-9⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下地下
Ｃ
347-Ⅱ
-10⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下地下
Ｃ
347-Ⅱ
-10⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下地下
Ｄ
347-Ⅱ
-11⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下地下
Ｄ
347-Ⅱ
-11⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

立石
347-Ⅱ
-12⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

立石
347-Ⅱ
-12⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下浜Ａ
347-Ⅱ
-13⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下浜Ａ
347-Ⅱ
-13⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下浜Ｂ
347-Ⅱ
-14⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下浜Ｂ
347-Ⅱ
-14⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上浜Ａ
347-Ⅱ
-19⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上浜Ａ
347-Ⅱ
-19⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上浜Ｂ
347-Ⅱ
-20⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上浜Ｂ
347-Ⅱ
-20⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上浜Ｃ
347-Ⅱ
-21⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上浜Ｃ
347-Ⅱ
-21⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

久米Ｃ
347-Ⅱ
-23⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

久米Ｃ
347-Ⅱ
-23⑴

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

戸代
347-Ⅱ
-24⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

戸代
347-Ⅱ
-24⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土井野
Ｄ
347-Ⅱ
-27⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土井野
Ｄ
347-Ⅱ
-27⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜
347-Ⅱ
-28⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜
347-Ⅱ
-28⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田
347-Ⅱ
-29⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田
347-Ⅱ
-29⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平原Ｂ
347-Ⅱ
-31⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平原Ｂ
347-Ⅱ
-31⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平原Ｃ
347-Ⅱ
-32⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平原Ｃ
347-Ⅱ
-32⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬道Ａ
347-Ⅱ
-33⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬道Ａ
347-Ⅱ
-33⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬道Ｂ
347-Ⅱ
-34⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬道Ｂ
347-Ⅱ
-34⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬道Ｃ
347-Ⅱ
-35⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬道Ｃ
347-Ⅱ
-35⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり



愛 媛 県 報

449

令和３年３月26日 第192号

カレイ
347-Ⅱ
-36⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

カレイ
347-Ⅱ
-36⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

飛石
347-Ⅱ
-37⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

飛石
347-Ⅱ
-37⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

楠
347-Ⅱ
-38⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

楠
347-Ⅱ
-38⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仲側Ａ
347-Ⅱ
-39⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仲側Ａ
347-Ⅱ
-39⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西浜Ｂ
347-Ⅱ
-42⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西浜Ｂ
347-Ⅱ
-42⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西浜Ｃ
347-Ⅱ
-43⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西浜Ｃ
347-Ⅱ
-43⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮西
347-Ⅱ
-44⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮西
347-Ⅱ
-44⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東側Ｂ
347-Ⅱ
-45⑴

今治市
宮窪町
余 所
国・宮
窪町早
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東側Ｂ
347-Ⅱ
-45⑴

今治市
宮窪町
余 所
国・宮
窪町早
川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東側Ｃ
347-Ⅱ
-46⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東側Ｃ
347-Ⅱ
-46⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東側Ｄ
347-Ⅱ
-47⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東側Ｄ
347-Ⅱ
-47⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東上側
Ｂ
347-Ⅱ
-50⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東上側
Ｂ
347-Ⅱ
-50⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向側Ｂ
347-Ⅱ
-51⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向側Ｂ
347-Ⅱ
-51⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮側Ｂ
347-Ⅱ
-54⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮側Ｂ
347-Ⅱ
-54⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮側Ｃ
347-Ⅱ
-55⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮側Ｃ
347-Ⅱ
-55⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮側Ｄ
347-Ⅱ
-56⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮側Ｄ
347-Ⅱ
-56⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮側Ｅ
347-Ⅱ
-57⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮側Ｅ
347-Ⅱ
-57⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西側Ａ
347-Ⅱ
-58⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側Ａ
347-Ⅱ
-58⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西側Ｂ
347-Ⅱ
-59⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側Ｂ
347-Ⅱ
-59⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西側Ｃ
347-Ⅱ
-60⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側Ｃ
347-Ⅱ
-60⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西側Ｄ
347-Ⅱ
-61⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側Ｄ
347-Ⅱ
-61⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜側
347-Ⅱ
-62⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜側
347-Ⅱ
-62⑴

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

余所国
⑴
347-Ⅲ
-1⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

余所国
⑴
347-Ⅲ
-1⑴

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

余所国
⑵
347-Ⅲ
-2⑴

今治市
宮窪町
余 所
国・宮
窪町宮
窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

余所国
⑵
347-Ⅲ
-2⑴

今治市
宮窪町
余 所
国・宮
窪町宮
窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮窪⑵
347-Ⅲ
-4⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮窪⑵
347-Ⅲ
-4⑴

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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小田
348-Ⅰ
-463⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

小田
348-Ⅰ
-463⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

沖
348-Ⅰ
-464⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沖
348-Ⅰ
-464⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

船越
348-Ⅰ
-466⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

船越
348-Ⅰ
-466⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

古江
348-Ⅰ
-471⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

古江
348-Ⅰ
-471⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

袈裟丸
348-Ⅰ
-472⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

袈裟丸
348-Ⅰ
-472⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

新波止
348-Ⅰ
-473⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

新波止
348-Ⅰ
-473⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

港
348-Ⅰ
-474⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

港
348-Ⅰ
-474⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

尾浦西
348-Ⅰ
-475⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

尾浦西
348-Ⅰ
-475⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

尾浦南
348-Ⅰ
-476⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

尾浦南
348-Ⅰ
-476⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

尾浦
348-Ⅰ
-478⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

尾浦
348-Ⅰ
-478⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

若宮Ｂ
348-Ⅰ
-479⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

若宮Ｂ
348-Ⅰ
-479⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜
348-Ⅰ
-481⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜
348-Ⅰ
-481⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平尾
348-Ⅰ
-482⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平尾
348-Ⅰ
-482⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

金崎1
348-Ⅱ
-1⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

金崎1
348-Ⅱ
-1⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸浜
1
348-Ⅱ
-2⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸浜
1
348-Ⅱ
-2⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸浜
2
348-Ⅱ
-3⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸浜
2
348-Ⅱ
-3⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

袈裟丸
348-Ⅱ
-5⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

袈裟丸
348-Ⅱ
-5⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

古江
348-Ⅱ
-6⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

古江
348-Ⅱ
-6⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

福羅2
348-Ⅱ
-8⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

福羅2
348-Ⅱ
-8⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

薬師1
348-Ⅱ
-9⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

薬師1
348-Ⅱ
-9⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

沢津1
348-Ⅱ
-10⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沢津1
348-Ⅱ
-10⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

沢津2
348-Ⅱ
-11⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沢津2
348-Ⅱ
-11⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

沢津3
348-Ⅱ
-12⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沢津3
348-Ⅱ
-12⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大屋1
348-Ⅱ
-16⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大屋1
348-Ⅱ
-16⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大屋2
348-Ⅱ
-17⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大屋2
348-Ⅱ
-17⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

湊1
348-Ⅱ
-18⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

湊1
348-Ⅱ
-18⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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湊2
348-Ⅱ
-19⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

湊2
348-Ⅱ
-19⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

殿ヶ市
1
348-Ⅱ
-20⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

殿ヶ市
1
348-Ⅱ
-20⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

殿ヶ市
2
348-Ⅱ
-21⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

殿ヶ市
2
348-Ⅱ
-21⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大深山
1
348-Ⅱ
-22⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大深山
1
348-Ⅱ
-22⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大深山
2
348-Ⅱ
-23⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大深山
2
348-Ⅱ
-23⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

国道1
348-Ⅱ
-24⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

国道1
348-Ⅱ
-24⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

国道4
348-Ⅱ
-25⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

国道4
348-Ⅱ
-25⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

国道3
348-Ⅱ
-26⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

国道3
348-Ⅱ
-26⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

国道2
348-Ⅱ
-27⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

国道2
348-Ⅱ
-27⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

矢崎1
348-Ⅱ
-28⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

矢崎1
348-Ⅱ
-28⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

道下1
348-Ⅱ
-29⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

道下1
348-Ⅱ
-29⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

道下2
348-Ⅱ
-30⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

道下2
348-Ⅱ
-30⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

道下3
348-Ⅱ
-31⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

道下3
348-Ⅱ
-31⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜ノ上
348-Ⅱ
-32⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜ノ上
348-Ⅱ
-32⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

神田
348-Ⅱ
-33⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

神田
348-Ⅱ
-33⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

寺山
348-Ⅱ
-34⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

寺山
348-Ⅱ
-34⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西側2
348-Ⅱ
-36⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西側2
348-Ⅱ
-36⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

尾鼻1
348-Ⅱ
-37⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

尾鼻1
348-Ⅱ
-37⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

尾鼻2
348-Ⅱ
-38⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

尾鼻2
348-Ⅱ
-38⑴

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枝越1
348-Ⅱ
-39⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枝越1
348-Ⅱ
-39⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枝越2
348-Ⅱ
-40⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枝越2
348-Ⅱ
-40⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枝越3
348-Ⅱ
-41⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枝越3
348-Ⅱ
-41⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三坂山
1
348-Ⅱ
-43⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三坂山
1
348-Ⅱ
-43⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三坂山
2
348-Ⅱ
-44⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三坂山
2
348-Ⅱ
-44⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

熊口1
348-Ⅱ
-45⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

熊口1
348-Ⅱ
-45⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

熊口2
348-Ⅱ
-46⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

熊口2
348-Ⅱ
-46⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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熊口3
348-Ⅱ
-47⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

熊口3
348-Ⅱ
-47⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

熊口4
348-Ⅱ
-48⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

熊口4
348-Ⅱ
-48⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向1
348-Ⅱ
-49⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向1
348-Ⅱ
-49⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向2
348-Ⅱ
-50⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向2
348-Ⅱ
-50⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜1
348-Ⅱ
-51⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜1
348-Ⅱ
-51⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

小田
348-Ⅱ
-53⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

小田
348-Ⅱ
-53⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

沖1
348-Ⅱ
-54⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

沖1
348-Ⅱ
-54⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜上
348-Ⅱ
-58⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜上
348-Ⅱ
-58⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

池田A
348-Ⅱ
-59⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

池田A
348-Ⅱ
-59⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弓場1
348-Ⅱ
-60⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弓場1
348-Ⅱ
-60⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

河尻
348-Ⅱ
-64⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

河尻
348-Ⅱ
-64⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉田1
348-Ⅱ
-65⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田1
348-Ⅱ
-65⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉田4
348-Ⅱ
-68⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田4
348-Ⅱ
-68⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉田5
348-Ⅱ
-69⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田5
348-Ⅱ
-69⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森1
348-Ⅱ
-70⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森1
348-Ⅱ
-70⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森2
348-Ⅱ
-71⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森2
348-Ⅱ
-71⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森3
348-Ⅱ
-72⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森3
348-Ⅱ
-72⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森4
348-Ⅱ
-73⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森4
348-Ⅱ
-73⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森5
348-Ⅱ
-74⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森5
348-Ⅱ
-74⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森6
348-Ⅱ
-75⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森6
348-Ⅱ
-75⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

森7
348-Ⅱ
-76⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

森7
348-Ⅱ
-76⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

竹田1
348-Ⅱ
-77⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

竹田1
348-Ⅱ
-77⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

竹田4
348-Ⅱ
-80⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

竹田4
348-Ⅱ
-80⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

竹田5
348-Ⅱ
-81⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

竹田5
348-Ⅱ
-81⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

古江北
1
348-Ⅱ
-82⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

古江北
1
348-Ⅱ
-82⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

古江北
2
348-Ⅱ
-83⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

古江北
2
348-Ⅱ
-83⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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古江中
348-Ⅱ
-84⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

古江中
348-Ⅱ
-84⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉田6
348-Ⅱ
-85⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉田6
348-Ⅱ
-85⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枝越5
348-Ⅱ
-86⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枝越5
348-Ⅱ
-86⑴

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

叶浦
348-Ⅲ
-1⑴

今治市
伯方町
叶 浦・
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

叶浦
348-Ⅲ
-1⑴

今治市
伯方町
叶 浦・
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

加藤地
1
348-Ⅲ
-2⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

加藤地
1
348-Ⅲ
-2⑴

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

加藤地
2
348-Ⅲ
-3⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

加藤地
2
348-Ⅲ
-3⑴

今治市
伯方町
木浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

有津3
348-Ⅲ
-7⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

有津3
348-Ⅲ
-7⑴

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

盛
353-Ⅰ
-541

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

盛
353-Ⅰ
-541

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

盛Ａ
353-Ⅱ
-1⑴

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

盛Ａ
353-Ⅱ
-1⑴

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

盛Ｂ
353-Ⅱ
-2⑴

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

盛Ｂ
353-Ⅱ
-2⑴

今治市
上浦町
盛
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ａ
353-Ⅱ
-3⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ａ
353-Ⅱ
-3⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｂ
353-Ⅱ
-4⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｂ
353-Ⅱ
-4⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｃ
353-Ⅱ
-6⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｃ
353-Ⅱ
-6⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｄ
353-Ⅱ
-7⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｄ
353-Ⅱ
-7⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｅ
353-Ⅱ
-8⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｅ
353-Ⅱ
-8⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｆ
353-Ⅱ
-9⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｆ
353-Ⅱ
-9⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｈ
353-Ⅱ
-11⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｈ
353-Ⅱ
-11⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｉ
353-Ⅱ
-12⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｉ
353-Ⅱ
-12⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｊ
353-Ⅱ
-13⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｊ
353-Ⅱ
-13⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｋ
353-Ⅱ
-14⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｋ
353-Ⅱ
-14⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｌ
353-Ⅱ
-15⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｌ
353-Ⅱ
-15⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口М
353-Ⅱ
-16⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口М
353-Ⅱ
-16⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｎ
353-Ⅱ
-17⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｎ
353-Ⅱ
-17⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口О
353-Ⅱ
-18⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口О
353-Ⅱ
-18⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｐ
353-Ⅱ
-19⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｐ
353-Ⅱ
-19⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井口Ｑ
353-Ⅱ
-20⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井口Ｑ
353-Ⅱ
-20⑴

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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甘崎Ａ
353-Ⅱ
-21⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

甘崎Ａ
353-Ⅱ
-21⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

甘崎Ｂ
353-Ⅱ
-22⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

甘崎Ｂ
353-Ⅱ
-22⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

甘崎Ｃ
353-Ⅱ
-23⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

甘崎Ｃ
353-Ⅱ
-23⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

甘崎Ｄ
353-Ⅱ
-24⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

甘崎Ｄ
353-Ⅱ
-24⑴

今治市
上浦町
甘崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

甘崎Ｅ
353-Ⅱ
-25⑴

今治市
上浦町
甘 崎・
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

甘崎Ｅ
353-Ⅱ
-25⑴

今治市
上浦町
甘 崎・
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸Ａ
353-Ⅱ
-26⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸Ａ
353-Ⅱ
-26⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸Ｂ
353-Ⅱ
-27⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸Ｂ
353-Ⅱ
-27⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸Ｃ
353-Ⅱ
-28⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸Ｃ
353-Ⅱ
-28⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸Ｄ
353-Ⅱ
-29⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸Ｄ
353-Ⅱ
-29⑴

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

洲元Ｂ
354-Ⅰ
-553⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

洲元Ｂ
354-Ⅰ
-553⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高知奥
354-Ⅰ
-556⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高知奥
354-Ⅰ
-556⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明日
354-Ⅰ
-559⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明日
354-Ⅰ
-559⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

屋島谷
354-Ⅰ
-560⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

屋島谷
354-Ⅰ
-560⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上条
354-Ⅰ
-561⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上条
354-Ⅰ
-561⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下条
354-Ⅰ
-562⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下条
354-Ⅰ
-562⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

新地
354-Ⅰ
-563⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

新地
354-Ⅰ
-563⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

四捨賀
354-Ⅰ
-564⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

四捨賀
354-Ⅰ
-564⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添Ａ
354-Ⅰ
-565⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添Ａ
354-Ⅰ
-565⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添Ｂ
354-Ⅰ
-566⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添Ｂ
354-Ⅰ
-566⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田Ａ
354-Ⅰ
-567⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田Ａ
354-Ⅰ
-567⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田Ｂ
354-Ⅰ
-568⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田Ｂ
354-Ⅰ
-568⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井戸
354-Ⅰ
-569⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井戸
354-Ⅰ
-569⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

郷Ａ
354-Ⅰ
-573⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

郷Ａ
354-Ⅰ
-573⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

郷Ｂ
354-Ⅰ
-574⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

郷Ｂ
354-Ⅰ
-574⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

長尾
354-Ⅰ
-575⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

長尾
354-Ⅰ
-575⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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平尾Ａ
354-Ⅰ
-576⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平尾Ａ
354-Ⅰ
-576⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

平尾Ｂ
354-Ⅰ
-577⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

平尾Ｂ
354-Ⅰ
-577⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瀬戸
354-Ⅰ
-578⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瀬戸
354-Ⅰ
-578⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浦戸
354-Ⅰ
-579⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浦戸
354-Ⅰ
-579⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方Ｄ
354-Ⅰ
-580⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方Ｄ
354-Ⅰ
-580⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方Ｅ
354-Ⅰ
-581⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方Ｅ
354-Ⅰ
-581⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方Ａ
354-Ⅰ
-582⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方Ａ
354-Ⅰ
-582⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方Ｂ
354-Ⅰ
-583⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方Ｂ
354-Ⅰ
-583⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

幸崎
354-Ⅰ
-584⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

幸崎
354-Ⅰ
-584⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方Ｆ
354-Ⅰ
-2658⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方Ｆ
354-Ⅰ
-2658⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

洲元Ａ
354-Ⅱ
-1⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

洲元Ａ
354-Ⅱ
-1⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

洲元
354-Ⅱ
-2⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

洲元
354-Ⅱ
-2⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和泉
354-Ⅱ
-3⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和泉
354-Ⅱ
-3⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

長間谷
Ａ
354-Ⅱ
-4⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

長間谷
Ａ
354-Ⅱ
-4⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

長間谷
Ｂ
354-Ⅱ
-5⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

長間谷
Ｂ
354-Ⅱ
-5⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

篠浜
354-Ⅱ
-6⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

篠浜
354-Ⅱ
-6⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大見
354-Ⅱ
-7⑴

今治市
大三島
町大見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大見
354-Ⅱ
-7⑴

今治市
大三島
町大見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明日
354-Ⅱ
-8⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明日
354-Ⅱ
-8⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下条
354-Ⅱ
-9⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下条
354-Ⅱ
-9⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

山田Ｃ
354-Ⅱ
-10⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

山田Ｃ
354-Ⅱ
-10⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井戸
354-Ⅱ
-11⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井戸
354-Ⅱ
-11⑴

今治市
大三島
町台
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

砂塚
354-Ⅱ
-12⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

砂塚
354-Ⅱ
-12⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥迫
354-Ⅱ
-13⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥迫
354-Ⅱ
-13⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下の浜
354-Ⅱ
-14⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下の浜
354-Ⅱ
-14⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

六の浜
354-Ⅱ
-15⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

六の浜
354-Ⅱ
-15⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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口総谷
354-Ⅱ
-16⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

口総谷
354-Ⅱ
-16⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜B
354-Ⅱ
-17⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜B
354-Ⅱ
-17⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大山
354-Ⅱ
-18⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大山
354-Ⅱ
-18⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

黒瀬
354-Ⅱ
-19⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

黒瀬
354-Ⅱ
-19⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

頼近
354-Ⅱ
-20⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

頼近
354-Ⅱ
-20⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高知奥
Ａ
354-Ⅱ
-21⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高知奥
Ａ
354-Ⅱ
-21⑴

今治市
大三島
町肥海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田条
Ａ
354-Ⅱ
-22⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田条
Ａ
354-Ⅱ
-22⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜Ａ
354-Ⅱ
-23⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜Ａ
354-Ⅱ
-23⑴

今治市
大三島
町明日
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

カジヤ
Ａ
354-Ⅱ
-24⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

カジヤ
Ａ
354-Ⅱ
-24⑴

今治市
大三島
町宮浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

笠松
354-Ⅱ
-25⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

笠松
354-Ⅱ
-25⑴

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上長瀬
A
354-Ⅱ
-26⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上長瀬
A
354-Ⅱ
-26⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上長瀬
B
354-Ⅱ
-27⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上長瀬
B
354-Ⅱ
-27⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥条
354-Ⅱ
-28⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥条
354-Ⅱ
-28⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

谷条
354-Ⅱ
-29⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷条
354-Ⅱ
-29⑴

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡条
354-Ⅱ
-30⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡条
354-Ⅱ
-30⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

浜条
354-Ⅱ
-31⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

浜条
354-Ⅱ
-31⑴

今治市
大三島
町浦戸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

北川
354-Ⅱ
-32⑴

今治市
大三島
町北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

北川
354-Ⅱ
-32⑴

今治市
大三島
町北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向山A
354-Ⅱ
-33⑴

今治市
大三島
町向山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向山A
354-Ⅱ
-33⑴

今治市
大三島
町向山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宗方
354-Ⅱ
-34⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宗方
354-Ⅱ
-34⑴

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

城の谷
355-Ⅰ
-586⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

城の谷
355-Ⅰ
-586⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡村Ｂ
355-Ⅰ
-587⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡村Ｂ
355-Ⅰ
-587⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

園地
355-Ⅰ
-588⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

園地
355-Ⅰ
-588⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡村西
側
355-Ⅰ
-589⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡村西
側
355-Ⅰ
-589⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡村Ａ
355-Ⅰ
-590⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡村Ａ
355-Ⅰ
-590⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

風呂側
355-Ⅰ
-591⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

風呂側
355-Ⅰ
-591⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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岡村Ｃ
355-Ⅰ
-593⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡村Ｃ
355-Ⅰ
-593⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

白潟
355-Ⅰ
-594⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

白潟
355-Ⅰ
-594⑴

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中山Ｂ
355-Ⅰ
-596⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中山Ｂ
355-Ⅰ
-596⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山Ａ
355-Ⅰ
-597⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

東山Ａ
355-Ⅰ
-597⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

小大下
中山
355-Ⅰ
-598⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

小大下
中山
355-Ⅰ
-598⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大下Ａ
355-Ⅰ
-600⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大下Ａ
355-Ⅰ
-600⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大下Ｂ
355-Ⅰ
-601⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大下Ｂ
355-Ⅰ
-601⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大下Ｃ
355-Ⅰ
-602⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大下Ｃ
355-Ⅰ
-602⑴

今治市
関前大
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明神
355-Ⅱ
-1⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明神
355-Ⅱ
-1⑴

今治市
関前小
大下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

細谷川
345-
1264

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 細谷川
345-
1264

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

種川
345-
2172

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 種川
345-
2172

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

美ノ谷
東川
345-
2173

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 美ノ谷
東川
345-
2173

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東山谷
川
345-
2174

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 東山谷
川
345-
2174

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上大谷
川
345-
2175

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 上大谷
川
345-
2175

今治市
菊間町
種
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

谷奥川
345-
2176

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 谷奥川
345-
2176

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

樽谷川
345-
2177

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 樽谷川
345-
2177

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西阿蘇
川
345-
2178

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 西阿蘇
川
345-
2178

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

紫坂川
345-
2179

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 紫坂川
345-
2179

今治市
菊間町
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

ソベト
川
345-
2180

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 ソベト
川
345-
2180

今治市
菊間町
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

おはな
し川
345-
2181

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 おはな
し川
345-
2181

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

長者川
345-
2182

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 長者川
345-
2182

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

国又川
345-
2183

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 国又川
345-
2183

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

竹ノ谷
川
345-
2184

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 竹ノ谷
川
345-
2184

今治市
菊間町
中川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥西山
上川
345-
2185

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 奥西山
上川
345-
2185

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥西山
下川
345-
2186

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 奥西山
下川
345-
2186

今治市
菊間町
西山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中岩童
子川
345-
2188

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 中岩童
子川
345-
2188

今治市
菊間町
浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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大戸川
345-
J036

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 大戸川
345-
J036

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

高田川
345-
J037

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 高田川
345-
J037

今治市
菊間町
高田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

田ノ浦
下川
346-
1277

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 田ノ浦
下川
346-
1277

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

相田川
346-
1285

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 相田川
346-
1285

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

仁江川
346-
1291

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 仁江川
346-
1291

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

瀬賀居
川
346-
1294

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 瀬賀居
川
346-
1294

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

永地下
川
346-
1296

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 永地下
川
346-
1296

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

納屋川
346-
1298

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流 納屋川
346-
1298

今治市
吉海町
本庄
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

田浦西
川
346-
2189

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 田浦西
川
346-
2189

今治市
吉海町
田浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南相田
川
346-
2190

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 南相田
川
346-
2190

今治市
吉海町
泊
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北西川
346-
2191

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北西川
346-
2191

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北坂川
346-
2192

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 北坂川
346-
2192

今治市
吉海町
福田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

仁江上
川
346-
2194

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 仁江上
川
346-
2194

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

仁江下
川
346-
2195

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 仁江下
川
346-
2195

今治市
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥川
346-
2196

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 奥川
346-
2196

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

永地上
川
346-
2198

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 永地上
川
346-
2198

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

井ノ谷
川
346-
2199

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 井ノ谷
川
346-
2199

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

椋名川
346-
2201

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流 椋名川
346-
2201

今治市
吉海町
椋名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下田水
南川
346-
2202

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 下田水
南川
346-
2202

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

水場下
川
346-
2203

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 水場下
川
346-
2203

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

風無川
346-
2204

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 風無川
346-
2204

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

志津見
南川
346-
2205

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 志津見
南川
346-
2205

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

平草川
346-
2206

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 平草川
346-
2206

今治市
吉海町
名
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

早川立
石川
347-
1327

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 早川立
石川
347-
1327

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

江口川
347-
1337

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 江口川
347-
1337

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山田川
347-
1342

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 山田川
347-
1342

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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金山谷
川
347-
1343

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 金山谷
川
347-
1343

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

金山北
347-
1344

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 金山北
347-
1344

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

早川西
川
347-
2207

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 早川西
川
347-
2207

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

早川中
川
347-
2208

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 早川中
川
347-
2208

今治市
宮窪町
早川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西ノ川
347-
2210

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 西ノ川
347-
2210

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

余所国
西川
347-
2211

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 余所国
西川
347-
2211

今治市
宮窪町
余所国
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下川
347-
2214-2

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 下川
347-
2214-2

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山田上
川
347-
2215

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 山田上
川
347-
2215

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

金山南
347-
2216

今治市
宮窪町
宮 窪・
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 金山南
347-
2216

今治市
宮窪町
宮 窪・
吉海町
仁江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山田下
川
347-
2217

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 山田下
川
347-
2217

今治市
宮窪町
宮窪
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

コエラ
347-
2219

今治市
宮窪町
宮 窪・
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 コエラ
347-
2219

今治市
宮窪町
宮 窪・
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

柳奥川
347-
2220

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 柳奥川
347-
2220

今治市
宮窪町
友浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

寺坂川
348-
1392-1

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 寺坂川
348-
1392-1

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

隅谷川
348-
1401

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 隅谷川
348-
1401

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西側川
348-
1413

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

土石流 西側川
348-
1413

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

国道川
348-
2222

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

土石流 国道川
348-
2222

今治市
伯方町
有津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東船越
川
348-
2223

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 東船越
川
348-
2223

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北小田
川
348-
2225

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 北小田
川
348-
2225

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

池田川
348-
2226

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 池田川
348-
2226

今治市
伯方町
北浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

三坂山
上川
348-
2228

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 三坂山
上川
348-
2228

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下枝越
川
348-
2230

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 下枝越
川
348-
2230

今治市
伯方町
伊方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山田川
348-
2231

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

土石流 山田川
348-
2231

今治市
伯方町
叶浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

地谷東
川
353-
1468

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 地谷東
川
353-
1468

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

戸坂南
川
353-
1480

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 戸坂南
川
353-
1480

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

戸坂南
上川
353-
1481

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 戸坂南
上川
353-
1481

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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古戸川
353-
1487

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 古戸川
353-
1487

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下坂川
353-
2246

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 下坂川
353-
2246

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

瀬戸中
川
353-
2247

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 瀬戸中
川
353-
2247

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

瀬戸東
川
353-
2248

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 瀬戸東
川
353-
2248

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

瀬戸北
川
353-
2249

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 瀬戸北
川
353-
2249

今治市
上浦町
瀬戸
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

古戸下
川
353-
2250

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 古戸下
川
353-
2250

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

古戸上
北川
353-
2251

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 古戸上
北川
353-
2251

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

古戸上
川
353-
2252

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 古戸上
川
353-
2252

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

明見山
谷川
353-
2253

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 明見山
谷川
353-
2253

今治市
上浦町
井口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

明治川
354-
1508-1

今治市
大三島
町上条
（次の
図のと
おり）

土石流 明治川
354-
1508-1

今治市
大三島
町上条
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

瀧山川
354-
1516-1

今治市
大三島
町添
（次の
図のと
おり）

土石流 瀧山川
354-
1516-1

今治市
大三島
町添
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山田本
川
354-
1519

今治市
大三島
町山田
（次の
図のと
おり）

土石流 山田本
川
354-
1519

今治市
大三島
町山田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

野々江
大川
354-
1528

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
大川
354-
1528

今治市
大三島
町野々
江
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

宗方本
川
354-
1545

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 宗方本
川
354-
1545

今治市
大三島
町宗方
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

洲元西
川
354-
2254

今治市
大三島
町洲元
（次の
図のと
おり）

土石流 洲元西
川
354-
2254

今治市
大三島
町洲元
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

洲元東
川
354-
2255

今治市
大三島
町洲元
（次の
図のと
おり）

土石流 洲元東
川
354-
2255

今治市
大三島
町洲元
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

深山下
川
354-
2256

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流 深山下
川
354-
2256

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

台本川
354-
2260

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流 台本川
354-
2260

今治市
大三島
町深山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

井戸川
354-
2261

今治市
大三島
町山田
（次の
図のと
おり）

土石流 井戸川
354-
2261

今治市
大三島
町山田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

野々江
東川
354-
2262

今治市
大三島
町笠松
（次の
図のと
おり）

土石流 野々江
東川
354-
2262

今治市
大三島
町笠松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

平尾条
上川
354-
2263

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 平尾条
上川
354-
2263

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

平尾条
下川
354-
2264

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 平尾条
下川
354-
2264

今治市
大三島
町口総
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

藤の木
西川
354-
2265

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 藤の木
西川
354-
2265

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

藤の木
中川
354-
2266

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 藤の木
中川
354-
2266

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

藤の木
南川
354-
2267

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 藤の木
南川
354-
2267

今治市
大三島
町藤本
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

甲口西
川
354-
2268-1

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 甲口西
川
354-
2268-1

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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甲口西
川
354-
2268-2

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 甲口西
川
354-
2268-2

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

甲口西
川
354-
2268-3

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 甲口西
川
354-
2268-3

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

甲口東
川
354-
2269

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 甲口東
川
354-
2269

今治市
大三島
町甲口
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

園地川
355-
1554

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 園地川
355-
1554

今治市
関前岡
村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
今治土木事務所及び今治市に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第385号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項及び第９条第１項の規
定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

建築物に作
用すると想
定される衝
撃に関する
事項

福井
484-Ⅰ
-163⑵

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

福井
484-Ⅰ
-163⑵

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

松丸
484-Ⅰ
-2292⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

松丸
484-Ⅰ
-2292⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

礁崎
484-Ⅰ
-2293⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

礁崎
484-Ⅰ
-2293⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向井北
484-Ⅰ
-2294⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向井北
484-Ⅰ
-2294⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向井南
484-Ⅰ
-2295⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向井南
484-Ⅰ
-2295⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

耳取
484-Ⅰ
-2297⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

耳取
484-Ⅰ
-2297⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

石ヶ内
484-Ⅰ
-2298⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

石ヶ内
484-Ⅰ
-2298⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

窪田
484-Ⅰ
-2299⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

窪田
484-Ⅰ
-2299⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

野々北
484-Ⅰ
-2300⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

野々北
484-Ⅰ
-2300⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

馬船
484-Ⅰ
-2301⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

馬船
484-Ⅰ
-2301⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梁瀬上
484-Ⅰ
-2302⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梁瀬上
484-Ⅰ
-2302⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梁瀬下
484-Ⅰ
-2303⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梁瀬下
484-Ⅰ
-2303⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

谷口
484-Ⅰ
-2304⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷口
484-Ⅰ
-2304⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

櫻谷
484-Ⅰ
-2305⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

櫻谷
484-Ⅰ
-2305⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下組
484-Ⅰ
-2307⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下組
484-Ⅰ
-2307⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

榎谷
484-Ⅰ
-2625⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

榎谷
484-Ⅰ
-2625⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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境谷
484-Ⅰ
-2627⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

境谷
484-Ⅰ
-2627⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村B
484-Ⅰ
-2769⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村B
484-Ⅰ
-2769⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

谷口B
484-Ⅰ
-2770⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷口B
484-Ⅰ
-2770⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梁瀬
484-Ⅰ
-2772⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梁瀬
484-Ⅰ
-2772⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

面谷
484-Ⅰ
-2775⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

面谷
484-Ⅰ
-2775⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中組Ａ
484-Ⅰ
-2776⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中組Ａ
484-Ⅰ
-2776⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-1
484-Ⅱ
-1⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-1
484-Ⅱ
-1⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
１
484-Ⅱ
-1⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
１
484-Ⅱ
-1⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-2
484-Ⅱ
-2⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-2
484-Ⅱ
-2⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
２
484-Ⅱ
-2⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
２
484-Ⅱ
-2⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-3
484-Ⅱ
-3⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-3
484-Ⅱ
-3⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
３
484-Ⅱ
-3⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
３
484-Ⅱ
-3⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-4
484-Ⅱ
-4⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-4
484-Ⅱ
-4⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
４
484-Ⅱ
-4⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊 岡・
鬼北町
大字出
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
４
484-Ⅱ
-4⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊 岡・
鬼北町
大字出
目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-5
484-Ⅱ
-5⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-5
484-Ⅱ
-5⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
５
484-Ⅱ
-5⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊 岡・
北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
５
484-Ⅱ
-5⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊 岡・
北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-6
484-Ⅱ
-6⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-6
484-Ⅱ
-6⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-7
484-Ⅱ
-7⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-7
484-Ⅱ
-7⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
７
484-Ⅱ
-7⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
７
484-Ⅱ
-7⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-8
484-Ⅱ
-8⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-8
484-Ⅱ
-8⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
６０－
８
484-Ⅱ
-8⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
６０－
８
484-Ⅱ
-8⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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奥野川
1-9
484-Ⅱ
-9⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-9
484-Ⅱ
-9⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
70-1
484-Ⅱ
-9⑵

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
70-1
484-Ⅱ
-9⑵

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-10
484-Ⅱ
-10⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-10
484-Ⅱ
-10⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
80-1
484-Ⅱ
-10⑵

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
80-1
484-Ⅱ
-10⑵

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-11
484-Ⅱ
-11⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-11
484-Ⅱ
-11⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
80-2
484-Ⅱ
-11⑵

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
80-2
484-Ⅱ
-11⑵

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-13
484-Ⅱ
-12⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-13
484-Ⅱ
-12⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
90-1
484-Ⅱ
-12⑵

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
90-1
484-Ⅱ
-12⑵

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-14
484-Ⅱ
-13⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-14
484-Ⅱ
-13⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡
８０－
１
484-Ⅱ
-13⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡
８０－
１
484-Ⅱ
-13⑵

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-15
484-Ⅱ
-14⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-15
484-Ⅱ
-14⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
90-3
484-Ⅱ
-14⑵

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
90-3
484-Ⅱ
-14⑵

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-16
484-Ⅱ
-15⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-16
484-Ⅱ
-15⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-17
484-Ⅱ
-16⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-17
484-Ⅱ
-16⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-18
484-Ⅱ
-17⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-18
484-Ⅱ
-17⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-19
484-Ⅱ
-18⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-19
484-Ⅱ
-18⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-20
484-Ⅱ
-19⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-20
484-Ⅱ
-19⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-20-A
484-Ⅱ
-20⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-20-A
484-Ⅱ
-20⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-21
484-Ⅱ
-21⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-21
484-Ⅱ
-21⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-22
484-Ⅱ
-22⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-22
484-Ⅱ
-22⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-23
484-Ⅱ
-23⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-23
484-Ⅱ
-23⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-24
484-Ⅱ
-24⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-24
484-Ⅱ
-24⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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奥野川
1-25
484-Ⅱ
-25⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-25
484-Ⅱ
-25⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-26
484-Ⅱ
-26⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-26
484-Ⅱ
-26⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-27
484-Ⅱ
-27⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-27
484-Ⅱ
-27⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-27-A
484-Ⅱ
-28⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-27-A
484-Ⅱ
-28⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-27-B
484-Ⅱ
-29⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-27-B
484-Ⅱ
-29⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-29
484-Ⅱ
-30⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-29
484-Ⅱ
-30⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-30
484-Ⅱ
-31⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-30
484-Ⅱ
-31⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-31
484-Ⅱ
-32⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-31
484-Ⅱ
-32⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-33
484-Ⅱ
-34⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-33
484-Ⅱ
-34⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-34
484-Ⅱ
-35⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-34
484-Ⅱ
-35⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奥野川
1-34-A
484-Ⅱ
-36⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奥野川
1-34-A
484-Ⅱ
-36⑴

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-1
484-Ⅱ
-37⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-1
484-Ⅱ
-37⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-2
484-Ⅱ
-38⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-2
484-Ⅱ
-38⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-3
484-Ⅱ
-39⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-3
484-Ⅱ
-39⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-4
484-Ⅱ
-40⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-4
484-Ⅱ
-40⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-5
484-Ⅱ
-41⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-5
484-Ⅱ
-41⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-6
484-Ⅱ
-42⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-6
484-Ⅱ
-42⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-7
484-Ⅱ
-43⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-7
484-Ⅱ
-43⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-8
484-Ⅱ
-44⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-8
484-Ⅱ
-44⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生2-9
484-Ⅱ
-45⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生2-9
484-Ⅱ
-45⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-10
484-Ⅱ
-46⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-10
484-Ⅱ
-46⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-12
484-Ⅱ
-48⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-12
484-Ⅱ
-48⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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蕨生
2-13
484-Ⅱ
-49⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-13
484-Ⅱ
-49⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-14
484-Ⅱ
-50⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-14
484-Ⅱ
-50⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-15
484-Ⅱ
-51⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-15
484-Ⅱ
-51⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-16
484-Ⅱ
-52⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-16
484-Ⅱ
-52⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-17
484-Ⅱ
-53⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-17
484-Ⅱ
-53⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-17-A
484-Ⅱ
-54⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-17-A
484-Ⅱ
-54⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-18
484-Ⅱ
-55⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-18
484-Ⅱ
-55⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-19
484-Ⅱ
-56⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-19
484-Ⅱ
-56⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-20
484-Ⅱ
-57⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-20
484-Ⅱ
-57⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-21
484-Ⅱ
-58⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-21
484-Ⅱ
-58⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-22
484-Ⅱ
-59⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-22
484-Ⅱ
-59⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-22-A
484-Ⅱ
-60⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-22-A
484-Ⅱ
-60⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-23
484-Ⅱ
-61⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-23
484-Ⅱ
-61⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-23-A
484-Ⅱ
-62⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-23-A
484-Ⅱ
-62⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-25
484-Ⅱ
-63⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-25
484-Ⅱ
-63⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-26
484-Ⅱ
-64⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-26
484-Ⅱ
-64⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-27
484-Ⅱ
-65⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-27
484-Ⅱ
-65⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-27-A
484-Ⅱ
-66⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-27-A
484-Ⅱ
-66⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-28
484-Ⅱ
-68⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-28
484-Ⅱ
-68⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-29
484-Ⅱ
-69⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-29
484-Ⅱ
-69⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蕨生
2-31
484-Ⅱ
-70⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蕨生
2-31
484-Ⅱ
-70⑴

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-1
484-Ⅱ
-71⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-1
484-Ⅱ
-71⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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吉野
3-1-A
484-Ⅱ
-72⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-1-A
484-Ⅱ
-72⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野
3-1-B
484-Ⅱ
-73⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-1-B
484-Ⅱ
-73⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-2
484-Ⅱ
-74⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-2
484-Ⅱ
-74⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-3
484-Ⅱ
-75⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-3
484-Ⅱ
-75⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-4
484-Ⅱ
-76⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-4
484-Ⅱ
-76⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野
3-5-A
484-Ⅱ
-77⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-5-A
484-Ⅱ
-77⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-6
484-Ⅱ
-78⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-6
484-Ⅱ
-78⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-7
484-Ⅱ
-79⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-7
484-Ⅱ
-79⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野3-9
484-Ⅱ
-80⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野3-9
484-Ⅱ
-80⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野
3-10
484-Ⅱ
-81⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-10
484-Ⅱ
-81⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野
3-11
484-Ⅱ
-82⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-11
484-Ⅱ
-82⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉野
3-12
484-Ⅱ
-83⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉野
3-12
484-Ⅱ
-83⑴

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

松丸４
－１
484-Ⅱ
-84⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

松丸４
－１
484-Ⅱ
-84⑴

北宇和
郡松野
町大字
松丸
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

延野々
5-1
484-Ⅱ
-85⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

延野々
5-1
484-Ⅱ
-85⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

延野々
5-3
484-Ⅱ
-86⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

延野々
5-3
484-Ⅱ
-86⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

延野々
5-5
484-Ⅱ
-88⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

延野々
5-5
484-Ⅱ
-88⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

延野々
5-6
484-Ⅱ
-89⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

延野々
5-6
484-Ⅱ
-89⑴

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１
484-Ⅱ
-90⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１
484-Ⅱ
-90⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２
484-Ⅱ
-91⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２
484-Ⅱ
-91⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－４
484-Ⅱ
-92⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－４
484-Ⅱ
-92⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－４－
Ａ
484-Ⅱ
-93⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－４－
Ａ
484-Ⅱ
-93⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－５
484-Ⅱ
-94⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－５
484-Ⅱ
-94⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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豊岡６
－７
484-Ⅱ
-95⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－７
484-Ⅱ
-95⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－８－
Ｂ
484-Ⅱ
-96⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－８－
Ｂ
484-Ⅱ
-96⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－９
484-Ⅱ
-97⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－９
484-Ⅱ
-97⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１０
484-Ⅱ
-98⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１０
484-Ⅱ
-98⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１２
484-Ⅱ
-99⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１２
484-Ⅱ
-99⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１４
484-Ⅱ
-100⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１４
484-Ⅱ
-100⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１４
－Ａ
484-Ⅱ
-101⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１４
－Ａ
484-Ⅱ
-101⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１５
484-Ⅱ
-102⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１５
484-Ⅱ
-102⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１６
484-Ⅱ
-103⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１６
484-Ⅱ
-103⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１６
－Ａ
484-Ⅱ
-104⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１６
－Ａ
484-Ⅱ
-104⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１７
484-Ⅱ
-105⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１７
484-Ⅱ
-105⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１８
484-Ⅱ
-106⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１８
484-Ⅱ
-106⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－１９
484-Ⅱ
-107⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－１９
484-Ⅱ
-107⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２０
484-Ⅱ
-108⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２０
484-Ⅱ
-108⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２１
484-Ⅱ
-109⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２１
484-Ⅱ
-109⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２２
484-Ⅱ
-110⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２２
484-Ⅱ
-110⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２３
484-Ⅱ
-111⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２３
484-Ⅱ
-111⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２５
484-Ⅱ
-112⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２５
484-Ⅱ
-112⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２６
－Ａ
484-Ⅱ
-113⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２６
－Ａ
484-Ⅱ
-113⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２６
－Ｂ
484-Ⅱ
-114⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２６
－Ｂ
484-Ⅱ
-114⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２７
484-Ⅱ
-115⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２７
484-Ⅱ
-115⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

豊岡６
－２８
484-Ⅱ
-116⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２８
484-Ⅱ
-116⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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豊岡６
－２９
484-Ⅱ
-117⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

豊岡６
－２９
484-Ⅱ
-117⑴

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-1
484-Ⅱ
-118⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-1
484-Ⅱ
-118⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-2
484-Ⅱ
-119⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-2
484-Ⅱ
-119⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-3
484-Ⅱ
-120⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-3
484-Ⅱ
-120⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-3-A
484-Ⅱ
-121⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-3-A
484-Ⅱ
-121⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-4
484-Ⅱ
-122⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-4
484-Ⅱ
-122⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-5
484-Ⅱ
-123⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-5
484-Ⅱ
-123⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-6
484-Ⅱ
-124⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-6
484-Ⅱ
-124⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-7
484-Ⅱ
-125⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-7
484-Ⅱ
-125⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡7-9
484-Ⅱ
-126⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡7-9
484-Ⅱ
-126⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-11
484-Ⅱ
-127⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-11
484-Ⅱ
-127⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-11-A
484-Ⅱ
-128⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-11-A
484-Ⅱ
-128⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-12
484-Ⅱ
-129⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-12
484-Ⅱ
-129⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-13
484-Ⅱ
-130⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-13
484-Ⅱ
-130⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-14
484-Ⅱ
-131⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-14
484-Ⅱ
-131⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-15
484-Ⅱ
-132⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-15
484-Ⅱ
-132⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-16
484-Ⅱ
-133⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-16
484-Ⅱ
-133⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-17
484-Ⅱ
-134⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-17
484-Ⅱ
-134⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-18
484-Ⅱ
-135⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-18
484-Ⅱ
-135⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-19
484-Ⅱ
-136⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-19
484-Ⅱ
-136⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-20
484-Ⅱ
-137⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-20
484-Ⅱ
-137⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-20-A
484-Ⅱ
-138⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-20-A
484-Ⅱ
-138⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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富岡
7-21
484-Ⅱ
-139⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-21
484-Ⅱ
-139⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-22
484-Ⅱ
-140⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-22
484-Ⅱ
-140⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-23
484-Ⅱ
-141⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-23
484-Ⅱ
-141⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-24
484-Ⅱ
-142⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-24
484-Ⅱ
-142⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-24-A
484-Ⅱ
-143⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-24-A
484-Ⅱ
-143⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-25
484-Ⅱ
-144⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-25
484-Ⅱ
-144⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-26
484-Ⅱ
-145⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-26
484-Ⅱ
-145⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-27
484-Ⅱ
-146⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-27
484-Ⅱ
-146⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-28
484-Ⅱ
-147⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-28
484-Ⅱ
-147⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-40
484-Ⅱ
-148⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-40
484-Ⅱ
-148⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-41
484-Ⅱ
-149⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-41
484-Ⅱ
-149⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-42
484-Ⅱ
-150⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-42
484-Ⅱ
-150⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-43
484-Ⅱ
-151⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-43
484-Ⅱ
-151⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-44
484-Ⅱ
-152⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-44
484-Ⅱ
-152⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-45
484-Ⅱ
-153⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-45
484-Ⅱ
-153⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-46
484-Ⅱ
-154⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-46
484-Ⅱ
-154⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-47
484-Ⅱ
-155⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-47
484-Ⅱ
-155⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-48
484-Ⅱ
-156⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-48
484-Ⅱ
-156⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-49
484-Ⅱ
-157⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-49
484-Ⅱ
-157⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-50
484-Ⅱ
-158⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-50
484-Ⅱ
-158⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

富岡
7-51
484-Ⅱ
-159⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

富岡
7-51
484-Ⅱ
-159⑴

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-1
484-Ⅱ
-160⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-1
484-Ⅱ
-160⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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上家地
8-2
484-Ⅱ
-161⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-2
484-Ⅱ
-161⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-3-Ａ
484-Ⅱ
-162⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-3-Ａ
484-Ⅱ
-162⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-3-Ｂ
484-Ⅱ
-163⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-3-Ｂ
484-Ⅱ
-163⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-4
484-Ⅱ
-164⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-4
484-Ⅱ
-164⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-5
484-Ⅱ
-165⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-5
484-Ⅱ
-165⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-5-Ａ
484-Ⅱ
-166⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-5-Ａ
484-Ⅱ
-166⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-5-Ｂ
484-Ⅱ
-167⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-5-Ｂ
484-Ⅱ
-167⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-6
484-Ⅱ
-168⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-6
484-Ⅱ
-168⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-8
484-Ⅱ
-169⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-8
484-Ⅱ
-169⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-9
484-Ⅱ
-170⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-9
484-Ⅱ
-170⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-10
484-Ⅱ
-171⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-10
484-Ⅱ
-171⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-11
484-Ⅱ
-172⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-11
484-Ⅱ
-172⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-12
484-Ⅱ
-173⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-12
484-Ⅱ
-173⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-13
484-Ⅱ
-174⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-13
484-Ⅱ
-174⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-14
484-Ⅱ
-175⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-14
484-Ⅱ
-175⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上家地
8-14-Ａ
484-Ⅱ
-176⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上家地
8-14-Ａ
484-Ⅱ
-176⑴

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-2
484-Ⅱ
-177⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-2
484-Ⅱ
-177⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-4
484-Ⅱ
-178⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-4
484-Ⅱ
-178⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-5
484-Ⅱ
-179⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-5
484-Ⅱ
-179⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-6
484-Ⅱ
-180⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-6
484-Ⅱ
-180⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-7
484-Ⅱ
-181⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-7
484-Ⅱ
-181⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒9-8
484-Ⅱ
-182⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-8
484-Ⅱ
-182⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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目黒9-9
484-Ⅱ
-183⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒9-9
484-Ⅱ
-183⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-10-Ａ
484-Ⅱ
-184⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-10-Ａ
484-Ⅱ
-184⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-10-Ｂ
484-Ⅱ
-185⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-10-Ｂ
484-Ⅱ
-185⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-11
484-Ⅱ
-186⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-11
484-Ⅱ
-186⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-12
484-Ⅱ
-187⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-12
484-Ⅱ
-187⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-13
484-Ⅱ
-188⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-13
484-Ⅱ
-188⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-14
484-Ⅱ
-189⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-14
484-Ⅱ
-189⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-15
484-Ⅱ
-190⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-15
484-Ⅱ
-190⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-17
484-Ⅱ
-191⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-17
484-Ⅱ
-191⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-18
484-Ⅱ
-192⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-18
484-Ⅱ
-192⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-19
484-Ⅱ
-193⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-19
484-Ⅱ
-193⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-19-Ａ
484-Ⅱ
-194⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-19-Ａ
484-Ⅱ
-194⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-20
484-Ⅱ
-195⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-20
484-Ⅱ
-195⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-21
484-Ⅱ
-196⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-21
484-Ⅱ
-196⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-22
484-Ⅱ
-197⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-22
484-Ⅱ
-197⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-23
484-Ⅱ
-198⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-23
484-Ⅱ
-198⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-24
484-Ⅱ
-199⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-24
484-Ⅱ
-199⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-25
484-Ⅱ
-200⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-25
484-Ⅱ
-200⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-27
484-Ⅱ
-201⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-27
484-Ⅱ
-201⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-28
484-Ⅱ
-202⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-28
484-Ⅱ
-202⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-30
484-Ⅱ
-203⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-30
484-Ⅱ
-203⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-31
484-Ⅱ
-204⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-31
484-Ⅱ
-204⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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目黒
9-32
484-Ⅱ
-205⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-32
484-Ⅱ
-205⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-33
484-Ⅱ
-206⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-33
484-Ⅱ
-206⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-34
484-Ⅱ
-207⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-34
484-Ⅱ
-207⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-35
484-Ⅱ
-208⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-35
484-Ⅱ
-208⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-36
484-Ⅱ
-209⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-36
484-Ⅱ
-209⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-37
484-Ⅱ
-210⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-37
484-Ⅱ
-210⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-38
484-Ⅱ
-211⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-38
484-Ⅱ
-211⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-39
484-Ⅱ
-212⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-39
484-Ⅱ
-212⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-40
484-Ⅱ
-213⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-40
484-Ⅱ
-213⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-41
484-Ⅱ
-214⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-41
484-Ⅱ
-214⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

目黒
9-42
484-Ⅱ
-215⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

目黒
9-42
484-Ⅱ
-215⑴

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

道喰川
484-
1532

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 道喰川
484-
1532

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西国木
川
484-
2264

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 西国木
川
484-
2264

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東国木
川
484-
2266

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 東国木
川
484-
2266

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東祝井
川
484-
2309

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

土石流 東祝井
川
484-
2309

北宇和
郡松野
町大字
吉野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下百合
谷川
484-
2313

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 下百合
谷川
484-
2313

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西下新
田川
484-
2314

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西下新
田川
484-
2314

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下本村
川
484-
2315

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 下本村
川
484-
2315

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東蕨生
川⑴
484-
2316

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 東蕨生
川⑴
484-
2316

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大久保
川
484-
2317

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 大久保
川
484-
2317

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東蕨生
川⑵
484-
2318

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 東蕨生
川⑵
484-
2318

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西遊鶴
羽川
484-
2319

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西遊鶴
羽川
484-
2319

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり



愛 媛 県 報

473

令和３年３月26日 第192号

中西谷
川
484-
2320

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 中西谷
川
484-
2320

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下小藤
川
484-
2322

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 下小藤
川
484-
2322

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北奥野
川⑵
484-
2323

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 北奥野
川⑵
484-
2323

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

駄馬川
484-
2324

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 駄馬川
484-
2324

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

やけす
ご川
484-
2326

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 やけす
ご川
484-
2326

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

宮の川
484-
2327

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 宮の川
484-
2327

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下大内
の又川
484-
2328

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 下大内
の又川
484-
2328

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上大内
の又川
484-
2329

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 上大内
の又川
484-
2329

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大内の
又川
484-
2330

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 大内の
又川
484-
2330

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中梨子
谷川
484-
2332

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 中梨子
谷川
484-
2332

北宇和
郡松野
町大字
奥野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下池田
橋川
484-
2333

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 下池田
橋川
484-
2333

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下奥内
川
484-
1536

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 下奥内
川
484-
1536

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中浅辺
川
484-
2256-2

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 中浅辺
川
484-
2256-2

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西浅辺
川
484-
2257

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 西浅辺
川
484-
2257

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下西の
川
484-
2258

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 下西の
川
484-
2258

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北目黒
川
484-
2259

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 北目黒
川
484-
2259

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

若山口
川
484-
2260

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 若山口
川
484-
2260

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上目黒
川
484-
2261

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 上目黒
川
484-
2261

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南国木
川
484-
2262

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 南国木
川
484-
2262

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北国木
川
484-
2263

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 北国木
川
484-
2263

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東国木
川
484-
2265

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 東国木
川
484-
2265

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上国木
谷川
484-
2267

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 上国木
谷川
484-
2267

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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中組川
484-
2268

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 中組川
484-
2268

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東中組
川
484-
2269

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 東中組
川
484-
2269

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西野々
川
484-
2270

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 西野々
川
484-
2270

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東野々
川
484-
2271

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 東野々
川
484-
2271

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

野々北
川
484-
2272

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 野々北
川
484-
2272

北宇和
郡松野
町大字
目黒
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

面谷川
484-
2273-1

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 面谷川
484-
2273-1

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

面谷川
484-
2273-2

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 面谷川
484-
2273-2

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

面谷川
484-
2273-3

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 面谷川
484-
2273-3

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

面谷川
484-
2273-4

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 面谷川
484-
2273-4

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南家地
川
484-
2274

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 南家地
川
484-
2274

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

家地川
－Ａ
484-
2275-1

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 家地川
－Ａ
484-
2275-1

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

家地川
－Ａ
484-
2275-2

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 家地川
－Ａ
484-
2275-2

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

家地川
－B
484-
2276

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 家地川
－B
484-
2276

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上家地
川
484-
2277

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 上家地
川
484-
2277

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下家地
川
484-
2278

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 下家地
川
484-
2278

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下須山
川
484-
2279

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 下須山
川
484-
2279

北宇和
郡松野
町大字
上家地
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西葛川
484-
2280

北宇和
郡松野
町大字
吉 野・
高知県
四万十
市西土
佐
（次の
図のと
おり）

土石流 西葛川
484-
2280

北宇和
郡松野
町大字
吉 野・
高知県
四万十
市西土
佐
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北大谷
川
484-
2281

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 北大谷
川
484-
2281

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西富尻
川
484-
2282

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西富尻
川
484-
2282

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北古屋
川
484-
2283

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 北古屋
川
484-
2283

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西古屋
川
484-
2284

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西古屋
川
484-
2284

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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南古屋
川
484-
2285

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 南古屋
川
484-
2285

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上堀切
川
484-
2286

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 上堀切
川
484-
2286

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西古屋
川
484-
2287

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西古屋
川
484-
2287

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西古屋
川
484-
2288

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西古屋
川
484-
2288

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

須山口
川
484-
2289

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 須山口
川
484-
2289

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下久米
地川
484-
2290

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 下久米
地川
484-
2290

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上久米
地川
484-
2291

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 上久米
地川
484-
2291

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥久米
地川
484-
2292

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 奥久米
地川
484-
2292

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下地吉
川
484-
2293

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 下地吉
川
484-
2293

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上地吉
川
484-
2294

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 上地吉
川
484-
2294

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下洗場
川
484-
2295

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 下洗場
川
484-
2295

北宇和
郡松野
町大字
富岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

立石川
484-
2296

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 立石川
484-
2296

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥鰯川
484-
2298

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 奥鰯川
484-
2298

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

雨宮川
484-
2299

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 雨宮川
484-
2299

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

向ヶ谷
川
484-
2301

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 向ヶ谷
川
484-
2301

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下宮川
484-
2302

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 下宮川
484-
2302

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下石内
川
484-
2303

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 下石内
川
484-
2303

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南石内
川
484-
2304

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 南石内
川
484-
2304

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西石が
内川
484-
2305

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 西石が
内川
484-
2305

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中石が
内川
484-
2306-1

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 中石が
内川
484-
2306-1

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中石が
内川
484-
2306-2

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 中石が
内川
484-
2306-2

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

石が内
川
484-
2307

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 石が内
川
484-
2307

北宇和
郡松野
町大字
豊岡
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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古井谷
川
484-
2308

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

土石流 古井谷
川
484-
2308

北宇和
郡松野
町大字
延野々
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東池の
奥川
484-
2310-1

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 東池の
奥川
484-
2310-1

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東池の
奥川
484-
2310-2

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 東池の
奥川
484-
2310-2

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西池の
奥川
484-
2311

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 西池の
奥川
484-
2311

北宇和
郡松野
町大字
蕨生
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、�
南予地方局建設部及び松野町に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第386号

　　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
る法律（平成12年法律第57号）第７条第１項及び第９条第１項の
規定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警
戒区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

建築物に作
用すると想
定される衝
撃に関する
事項

川井
402-Ⅰ
-972⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川井
402-Ⅰ
-972⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大角蔵
402-Ⅰ
-973⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大角蔵
402-Ⅰ
-973⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｂ
402-Ⅰ
-974⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｂ
402-Ⅰ
-974⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ａ
402-Ⅰ
-975⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ａ
402-Ⅰ
-975⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

あかが
ね
402-Ⅰ
-976⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

あかが
ね
402-Ⅰ
-976⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岩谷
402-Ⅰ
-977⑴

伊予郡
砥部町
岩 谷・
岩 谷
口・大
南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩谷
402-Ⅰ
-977⑴

伊予郡
砥部町
岩 谷・
岩 谷
口・大
南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川下Ｂ
402-Ⅰ
-979⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川下Ｂ
402-Ⅰ
-979⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川中
402-Ⅰ
-981⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川中
402-Ⅰ
-981⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

千里口
402-Ⅰ
-983⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

千里口
402-Ⅰ
-983⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

頭ノ向
Ｂ
402-Ⅰ
-2604⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

頭ノ向
Ｂ
402-Ⅰ
-2604⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下組
402-Ⅰ
-2605⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下組
402-Ⅰ
-2605⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

原町Ａ
402-Ⅱ
-1⑴

伊予郡
砥部町
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

原町Ａ
402-Ⅱ
-1⑴

伊予郡
砥部町
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

原町Ｂ
402-Ⅱ
-2⑴

伊予郡
砥部町
原 町・
麻 生・
三角
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

原町Ｂ
402-Ⅱ
-2⑴

伊予郡
砥部町
原 町・
麻 生・
三角
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

原町Ｃ
402-Ⅱ
-3⑴

伊予郡
砥部町
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

原町Ｃ
402-Ⅱ
-3⑴

伊予郡
砥部町
原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上原町
Ａ
402-Ⅱ
-4⑴

伊予郡
砥部町
上 原
町・原
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上原町
Ａ
402-Ⅱ
-4⑴

伊予郡
砥部町
上 原
町・原
町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上原町
Ｂ
402-Ⅱ
-5⑴

伊予郡
砥部町
上原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上原町
Ｂ
402-Ⅱ
-5⑴

伊予郡
砥部町
上原町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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宮内Ａ
402-Ⅱ
-6⑴

伊予郡
砥部町
宮 内・
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮内Ａ
402-Ⅱ
-6⑴

伊予郡
砥部町
宮 内・
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮内Ｂ
402-Ⅱ
-7⑴

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮内Ｂ
402-Ⅱ
-7⑴

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

頭ノ向
402-Ⅱ
-8⑴

伊予郡
砥部町
川 井・
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

頭ノ向
402-Ⅱ
-8⑴

伊予郡
砥部町
川 井・
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

千足
402-Ⅱ
-11⑴

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

千足
402-Ⅱ
-11⑴

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

あかが
ねＡ
402-Ⅱ
-15⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

あかが
ねＡ
402-Ⅱ
-15⑴

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

田ノ浦
402-Ⅱ
-16⑴

伊予郡
砥部町
田ノ浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

田ノ浦
402-Ⅱ
-16⑴

伊予郡
砥部町
田ノ浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

七折Ａ
402-Ⅱ
-18⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

七折Ａ
402-Ⅱ
-18⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大角蔵
Ａ
402-Ⅱ
-19⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大角蔵
Ａ
402-Ⅱ
-19⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大角蔵
Ｂ
402-Ⅱ
-20⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大角蔵
Ｂ
402-Ⅱ
-20⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大南Ａ
402-Ⅱ
-21⑵

伊予郡
砥部町
大 南・
五本松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大南Ａ
402-Ⅱ
-21⑵

伊予郡
砥部町
大 南・
五本松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

五本松
402-Ⅱ
-22⑴

伊予郡
砥部町
五本松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

五本松
402-Ⅱ
-22⑴

伊予郡
砥部町
五本松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｂ
402-Ⅱ
-23⑵

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｂ
402-Ⅱ
-23⑵

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｃ
402-Ⅱ
-24⑵

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｃ
402-Ⅱ
-24⑵

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｄ
402-Ⅱ
-25⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｄ
402-Ⅱ
-25⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｅ
402-Ⅱ
-26⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｅ
402-Ⅱ
-26⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ｆ
402-Ⅱ
-28⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ｆ
402-Ⅱ
-28⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜崎Ａ
402-Ⅱ
-29⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜崎Ａ
402-Ⅱ
-29⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜崎Ｂ
402-Ⅱ
-30⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜崎Ｂ
402-Ⅱ
-30⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜崎Ｃ
402-Ⅱ
-31⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜崎Ｃ
402-Ⅱ
-31⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大南Ｂ
402-Ⅱ
-33⑵

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大南Ｂ
402-Ⅱ
-33⑵

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岩谷Ｃ
402-Ⅱ
-39⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩谷Ｃ
402-Ⅱ
-39⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大平Ｄ
402-Ⅱ
-40⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大平Ｄ
402-Ⅱ
-40⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大平Ｃ
402-Ⅱ
-41⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大平Ｃ
402-Ⅱ
-41⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大平Ｂ
402-Ⅱ
-42⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大平Ｂ
402-Ⅱ
-42⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岩谷Ａ
402-Ⅱ
-43⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩谷Ａ
402-Ⅱ
-43⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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岩谷Ｂ
402-Ⅱ
-44⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岩谷Ｂ
402-Ⅱ
-44⑴

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ａ
402-Ⅱ
-45⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ａ
402-Ⅱ
-45⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｂ
402-Ⅱ
-48⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｂ
402-Ⅱ
-48⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｃ
402-Ⅱ
-49⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｃ
402-Ⅱ
-49⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｄ
402-Ⅱ
-50⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｄ
402-Ⅱ
-50⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｅ
402-Ⅱ
-53⑵

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｅ
402-Ⅱ
-53⑵

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｆ
402-Ⅱ
-54⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｆ
402-Ⅱ
-54⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｇ
402-Ⅱ
-55⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｇ
402-Ⅱ
-55⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

万年
402-Ⅱ
-57⑴

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

万年
402-Ⅱ
-57⑴

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｈ
402-Ⅱ
-58⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｈ
402-Ⅱ
-58⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮内Ｃ
402-Ⅱ
-59⑴

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮内Ｃ
402-Ⅱ
-59⑴

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

七折Ｂ
402-Ⅱ
-60⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

七折Ｂ
402-Ⅱ
-60⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大角蔵
Ｃ
402-Ⅱ
-61⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大角蔵
Ｃ
402-Ⅱ
-61⑴

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ａ
402-Ⅱ
-62⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ａ
402-Ⅱ
-62⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大南Ｃ
402-Ⅱ
-63⑴

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大南Ｃ
402-Ⅱ
-63⑴

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大平Ａ
402-Ⅱ
-64⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大平Ａ
402-Ⅱ
-64⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大平Ｅ
402-Ⅱ
-65⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大平Ｅ
402-Ⅱ
-65⑴

伊予郡
砥部町
大平
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川下
402-Ⅱ
-66⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川下
402-Ⅱ
-66⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

あかが
ねＢ
402-Ⅱ
-67⑵

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

あかが
ねＢ
402-Ⅱ
-67⑵

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

七折
402-Ⅲ
-5⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

七折
402-Ⅲ
-5⑴

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

外山Ａ
402-Ⅲ
-7⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

外山Ａ
402-Ⅲ
-7⑴

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鵜崎Ｄ
402-Ⅲ
-8⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鵜崎Ｄ
402-Ⅲ
-8⑴

伊予郡
砥部町
鵜崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川登Ｂ
402-Ⅲ
-10⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川登Ｂ
402-Ⅲ
-10⑴

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

万年Ａ
402-Ⅲ
-11⑴

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

万年Ａ
402-Ⅲ
-11⑴

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

総津Ｂ
403-Ⅰ
-995⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

総津Ｂ
403-Ⅰ
-995⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

町下
403-Ⅰ
-998⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

町下
403-Ⅰ
-998⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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篠谷
403-Ⅱ
-1⑴

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

篠谷
403-Ⅱ
-1⑴

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波A
403-Ⅱ
-2⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波A
403-Ⅱ
-2⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波B
403-Ⅱ
-3⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波B
403-Ⅱ
-3⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波C
403-Ⅱ
-4⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波C
403-Ⅱ
-4⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波D
403-Ⅱ
-5⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波D
403-Ⅱ
-5⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波F
403-Ⅱ
-6⑵

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波F
403-Ⅱ
-6⑵

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波H
403-Ⅱ
-7⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波H
403-Ⅱ
-7⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波J
403-Ⅱ
-8⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波J
403-Ⅱ
-8⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

多居谷
A
403-Ⅱ
-10⑴

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

多居谷
A
403-Ⅱ
-10⑴

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波I
403-Ⅱ
-11⑵

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波I
403-Ⅱ
-11⑵

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

多居谷
B
403-Ⅱ
-14⑴

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

多居谷
B
403-Ⅱ
-14⑴

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

総津Ａ
403-Ⅱ
-15⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

総津Ａ
403-Ⅱ
-15⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

総津B
403-Ⅱ
-16⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

総津B
403-Ⅱ
-16⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

総津C
403-Ⅱ
-17⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

総津C
403-Ⅱ
-17⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

総津D
403-Ⅱ
-18⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

総津D
403-Ⅱ
-18⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中野川
403-Ⅱ
-19⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中野川
403-Ⅱ
-19⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

玉谷A
403-Ⅱ
-20⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

玉谷A
403-Ⅱ
-20⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

玉谷B
403-Ⅱ
-21⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

玉谷B
403-Ⅱ
-21⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

玉谷C
403-Ⅱ
-22⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

玉谷C
403-Ⅱ
-22⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市A
403-Ⅱ
-24⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市A
403-Ⅱ
-24⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市B
403-Ⅱ
-25⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市B
403-Ⅱ
-25⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市C
403-Ⅱ
-27⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市C
403-Ⅱ
-27⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市D
403-Ⅱ
-28⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市D
403-Ⅱ
-28⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市E
403-Ⅱ
-29⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市E
403-Ⅱ
-29⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市F
403-Ⅱ
-30⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市F
403-Ⅱ
-30⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市G
403-Ⅱ
-31⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市G
403-Ⅱ
-31⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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高市I
403-Ⅱ
-33⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市I
403-Ⅱ
-33⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市J
403-Ⅱ
-34⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市J
403-Ⅱ
-34⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市K
403-Ⅱ
-35⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市K
403-Ⅱ
-35⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市L
403-Ⅱ
-36⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市L
403-Ⅱ
-36⑴

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高市M
403-Ⅱ
-37⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高市M
403-Ⅱ
-37⑵

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上尾
403-Ⅱ
-39⑴

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上尾
403-Ⅱ
-39⑴

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波E
403-Ⅱ
-40⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波E
403-Ⅱ
-40⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙波G
403-Ⅱ
-41⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙波G
403-Ⅱ
-41⑴

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

黒木
403-Ⅱ
-42⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

黒木
403-Ⅱ
-42⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

谷
403-Ⅱ
-43⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷
403-Ⅱ
-43⑴

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中替地
403-Ⅱ
-44⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中替地
403-Ⅱ
-44⑴

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

堂本
403-Ⅱ
-997⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

堂本
403-Ⅱ
-997⑴

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

東山川
402-
1050

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

土石流 東山川
402-
1050

伊予郡
砥部町
宮内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南表山
川
402-
1055-1

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

土石流 南表山
川
402-
1055-1

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南表山
川
402-
1055-2

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

土石流 南表山
川
402-
1055-2

伊予郡
砥部町
千足
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

猪ノ谷
川
402-
1059

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 猪ノ谷
川
402-
1059

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北大角
蔵西川
402-
1073-1

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 北大角
蔵西川
402-
1073-1

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

落合川
402-
1082

伊予郡
砥部町
三角
（次の
図のと
おり）

土石流 落合川
402-
1082

伊予郡
砥部町
三角
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中古岩
谷川
402-
2024-1

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

土石流 中古岩
谷川
402-
2024-1

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中古岩
谷川
402-
2024-2

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

土石流 中古岩
谷川
402-
2024-2

伊予郡
砥部町
岩谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

カンド
ノ窪川
402-
2025-1

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 カンド
ノ窪川
402-
2025-1

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

カンド
ノ窪川
402-
2025-2

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 カンド
ノ窪川
402-
2025-2

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

カンド
ノ窪川
402-
2025-3

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 カンド
ノ窪川
402-
2025-3

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

カンド
ノ窪川
402-
2025-4

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 カンド
ノ窪川
402-
2025-4

伊予郡
砥部町
川 登・
大平
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

立折
402-
2026

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 立折
402-
2026

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

猿谷
402-
2027

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 猿谷
402-
2027

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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奥砥部
川
402-
2028

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 奥砥部
川
402-
2028

伊予郡
砥部町
川登
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北万年
西川
402-
2029

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

土石流 北万年
西川
402-
2029

伊予郡
砥部町
万年
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

丸田川
402-
2030

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

土石流 丸田川
402-
2030

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西丸田
川
402-
2031

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

土石流 西丸田
川
402-
2031

伊予郡
砥部町
大南
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西谷川
402-
2032

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷川
402-
2032

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

奥外山
川
402-
2035

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 奥外山
川
402-
2035

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

万代川
402-
2036

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 万代川
402-
2036

伊予郡
砥部町
外山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北大角
蔵中川
402-
2037

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 北大角
蔵中川
402-
2037

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南大角
蔵西川
402-
2038

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 南大角
蔵西川
402-
2038

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北大角
蔵下川
402-
2039

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 北大角
蔵下川
402-
2039

伊予郡
砥部町
大角蔵
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西七折
川
402-
2040

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 西七折
川
402-
2040

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

七折北
谷山
402-
2041

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 七折北
谷山
402-
2041

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上七折
西川
402-
2042

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 上七折
西川
402-
2042

伊予郡
砥部町
七折
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上七折
東川
402-
2043

伊予郡
砥部町
七 折・
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 上七折
東川
402-
2043

伊予郡
砥部町
七 折・
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

東溝下
田川
402-
2044

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 東溝下
田川
402-
2044

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南スル
ス川
402-
2045-1

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 南スル
ス川
402-
2045-1

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南スル
ス川
402-
2045-2

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 南スル
ス川
402-
2045-2

伊予郡
砥部町
川井
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

日野浦
川
403-
1089

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 日野浦
川
403-
1089

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

天王川
403-
1093-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 天王川
403-
1093-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中野川
403-
1095-2

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 中野川
403-
1095-2

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中野川
403-
1095-3

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 中野川
403-
1095-3

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

仙波川
403-
2046

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 仙波川
403-
2046

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南猿谷
川
403-
2047

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 南猿谷
川
403-
2047

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

影浦川
403-
2048

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 影浦川
403-
2048

伊予郡
砥部町
仙波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西黒蔵
川
403-
2050-1

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

土石流 西黒蔵
川
403-
2050-1

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

西黒蔵
川
403-
2050-2

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

土石流 西黒蔵
川
403-
2050-2

伊予郡
砥部町
多居谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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風呂の
奥川
403-
2051-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 風呂の
奥川
403-
2051-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

風呂の
奥川
403-
2051-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 風呂の
奥川
403-
2051-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

南日野
浦川
403-
2052

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 南日野
浦川
403-
2052

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

猿毛谷
川
403-
2053

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 猿毛谷
川
403-
2053

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

本谷上
川
403-
2054

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷上
川
403-
2054

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河内川
403-
2055

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 河内川
403-
2055

伊予郡
砥部町
高市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

矢ヶ谷
川
403-
2056-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 矢ヶ谷
川
403-
2056-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

矢ヶ谷
川
403-
2056-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 矢ヶ谷
川
403-
2056-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

城道川
403-
2057-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 城道川
403-
2057-1

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

城道川
403-
2057-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 城道川
403-
2057-2

伊予郡
砥部町
総津
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

谷ノ岡
川
403-
2058

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 谷ノ岡
川
403-
2058

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上萩原
川
403-
2060

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 上萩原
川
403-
2060

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

黒木谷
川
403-
2061

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 黒木谷
川
403-
2061

伊予郡
砥部町
中野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

小屋ノ
奥川
403-
2062-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 小屋ノ
奥川
403-
2062-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北ガ迫
川
403-
2063-1

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 北ガ迫
川
403-
2063-1

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

北ガ迫
川
403-
2063-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 北ガ迫
川
403-
2063-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大駄馬
川
403-
2064-1

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 大駄馬
川
403-
2064-1

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大駄馬
川
403-
2064-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 大駄馬
川
403-
2064-2

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大駄馬
川
403-
2064-3

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 大駄馬
川
403-
2064-3

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上届川
403-
2066

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 上届川
403-
2066

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

砥石ヶ
谷
403-
2067

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 砥石ヶ
谷
403-
2067

伊予郡
砥部町
玉谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
中予地方局建設部及び砥部町に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第387号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律（平成12年法律第57号）第７条第１項及び第９条第１項の規
定に基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
区域を指定する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

名称 指定の
区域

土砂災害の
発生原因と
なる自然現
象の種類

建築物に作
用すると想
定される衝
撃に関する
事項

中池
361-Ⅰ
-75⑵

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中池
361-Ⅰ
-75⑵

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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神子野
361-Ⅰ
-758⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

神子野
361-Ⅰ
-758⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村
361-Ⅰ
-5000⑴

東温市
西岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村
361-Ⅰ
-5000⑴

東温市
西岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅱ
-1⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅱ
-1⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅱ
-2⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅱ
-2⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅱ
-3⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅱ
-3⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奈良松
361-Ⅱ
-4⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奈良松
361-Ⅱ
-4⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔭地
361-Ⅱ
-5⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔭地
361-Ⅱ
-5⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔭地
361-Ⅱ
-6⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔭地
361-Ⅱ
-6⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吾味
361-Ⅱ
-7⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吾味
361-Ⅱ
-7⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吾味
361-Ⅱ
-8⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吾味
361-Ⅱ
-8⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吾味
361-Ⅱ
-9⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吾味
361-Ⅱ
-9⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

柚ノ木
361-Ⅱ
-10⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

柚ノ木
361-Ⅱ
-10⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

柚ノ木
361-Ⅱ
-11⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

柚ノ木
361-Ⅱ
-11⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡
361-Ⅱ
-13⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
361-Ⅱ
-13⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡
361-Ⅱ
-14⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
361-Ⅱ
-14⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡
361-Ⅱ
-16⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
361-Ⅱ
-16⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

竹谷
361-Ⅱ
-17⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

竹谷
361-Ⅱ
-17⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

竹谷
361-Ⅱ
-18⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

竹谷
361-Ⅱ
-18⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅱ
-19⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅱ
-19⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅱ
-21⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅱ
-21⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅱ
-22⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅱ
-22⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅱ
-23⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅱ
-23⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅱ
-24⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅱ
-24⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅱ
-25⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅱ
-25⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮地
361-Ⅱ
-26⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮地
361-Ⅱ
-26⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅱ
-27⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅱ
-27⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

菖蒲
361-Ⅱ
-28⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

菖蒲
361-Ⅱ
-28⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上ノ段
361-Ⅱ
-29⑴

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上ノ段
361-Ⅱ
-29⑴

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

西之谷
361-Ⅱ
-31⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

西之谷
361-Ⅱ
-31⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮ノ段
361-Ⅱ
-32⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮ノ段
361-Ⅱ
-32⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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仙幸寺
361-Ⅱ
-33⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙幸寺
361-Ⅱ
-33⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

仙幸寺
361-Ⅱ
-34⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

仙幸寺
361-Ⅱ
-34⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

別府
361-Ⅱ
-35⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

別府
361-Ⅱ
-35⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

別府
361-Ⅱ
-36⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

別府
361-Ⅱ
-36⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

定力
361-Ⅱ
-37⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

定力
361-Ⅱ
-37⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伽藍
361-Ⅱ
-38⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伽藍
361-Ⅱ
-38⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

八幡
361-Ⅱ
-39⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

八幡
361-Ⅱ
-39⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

八幡
361-Ⅱ
-40⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

八幡
361-Ⅱ
-40⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土山
361-Ⅱ
-42⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土山
361-Ⅱ
-42⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土山
361-Ⅱ
-43⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土山
361-Ⅱ
-43⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中筋
361-Ⅱ
-45⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中筋
361-Ⅱ
-45⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土山
361-Ⅱ
-46⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土山
361-Ⅱ
-46⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土山
361-Ⅱ
-47⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土山
361-Ⅱ
-47⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

花山
361-Ⅱ
-48⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

花山
361-Ⅱ
-48⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高智
361-Ⅱ
-49⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高智
361-Ⅱ
-49⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔭地
361-Ⅱ
-50⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔭地
361-Ⅱ
-50⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅱ
-51⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅱ
-51⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上ノ段
361-Ⅱ
-52⑴

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上ノ段
361-Ⅱ
-52⑴

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

谷
361-Ⅱ
-53⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

谷
361-Ⅱ
-53⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高智
361-Ⅱ
-54⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高智
361-Ⅱ
-54⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

高智
361-Ⅱ
-55⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

高智
361-Ⅱ
-55⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

瞽女童
361-Ⅱ
-56⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

瞽女童
361-Ⅱ
-56⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

御所
361-Ⅱ
-5000⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

御所
361-Ⅱ
-5000⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

御所
361-Ⅱ
-5001⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

御所
361-Ⅱ
-5001⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

志津川
361-Ⅱ
-5002⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津川
361-Ⅱ
-5002⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

志津川
361-Ⅱ
-5003⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津川
361-Ⅱ
-5003⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅱ
-51⑵

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅱ
-51⑵

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅲ
-130⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-130⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅲ
-131⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-131⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅲ
-133⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-133⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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木地
361-Ⅲ
-136⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-136⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅲ
-137⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-137⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

木地
361-Ⅲ
-140⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

木地
361-Ⅲ
-140⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奈良松
361-Ⅲ
-142⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奈良松
361-Ⅲ
-142⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奈良松
361-Ⅲ
-146⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奈良松
361-Ⅲ
-146⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奈良松
361-Ⅲ
-152⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奈良松
361-Ⅲ
-152⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

奈良松
361-Ⅲ
-154⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

奈良松
361-Ⅲ
-154⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

馬木
361-Ⅲ
-169⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

馬木
361-Ⅲ
-169⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

蔭地
361-Ⅲ
-170⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

蔭地
361-Ⅲ
-170⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吾味
361-Ⅲ
-187⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吾味
361-Ⅲ
-187⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吾味
361-Ⅲ
-190⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吾味
361-Ⅲ
-190⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

藤之内
361-Ⅲ
-197⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

藤之内
361-Ⅲ
-197⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

藤之内
361-Ⅲ
-203⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

藤之内
361-Ⅲ
-203⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

藤之内
361-Ⅲ
-208⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

藤之内
361-Ⅲ
-208⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

藤之内
361-Ⅲ
-213⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

藤之内
361-Ⅲ
-213⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-215⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-215⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-216⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-216⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-219⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-219⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

神子野
361-Ⅲ
-220⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

神子野
361-Ⅲ
-220⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-221⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-221⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅲ
-225⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅲ
-225⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

除
361-Ⅲ
-226⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

除
361-Ⅲ
-226⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

御所
361-Ⅲ
-228⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

御所
361-Ⅲ
-228⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-229⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-229⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

御所
361-Ⅲ
-232⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

御所
361-Ⅲ
-232⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-233⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-233⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大畑
361-Ⅲ
-234⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大畑
361-Ⅲ
-234⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-238⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-238⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

荒木谷
361-Ⅲ
-241⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

荒木谷
361-Ⅲ
-241⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡
361-Ⅲ
-242⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
361-Ⅲ
-242⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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岡
361-Ⅲ
-245⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
361-Ⅲ
-245⑴

東温市
山之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

湧水
361-Ⅲ
-254⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

湧水
361-Ⅲ
-254⑴

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅲ
-256⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅲ
-256⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅲ
-258⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅲ
-258⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅲ
-259⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅲ
-259⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横田
361-Ⅲ
-260⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横田
361-Ⅲ
-260⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横根
361-Ⅲ
-261⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横根
361-Ⅲ
-261⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮地
361-Ⅲ
-262⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮地
361-Ⅲ
-262⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横根
361-Ⅲ
-263⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横根
361-Ⅲ
-263⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横根
361-Ⅲ
-264⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横根
361-Ⅲ
-264⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮地
361-Ⅲ
-265⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮地
361-Ⅲ
-265⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

得久
361-Ⅲ
-267⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

得久
361-Ⅲ
-267⑴

東温市
樋口
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

志津川
361-Ⅲ
-273⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

志津川
361-Ⅲ
-273⑴

東温市
志津川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-275⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-275⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-277⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-277⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-278⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-278⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-279⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-279⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-280⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-280⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-283⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-283⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

見舞野
361-Ⅲ
-284⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

見舞野
361-Ⅲ
-284⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

佐川
361-Ⅲ
-285⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

佐川
361-Ⅲ
-285⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

別府
361-Ⅲ
-286⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

別府
361-Ⅲ
-286⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

本村
361-Ⅲ
-287⑴

東温市
西岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

本村
361-Ⅲ
-287⑴

東温市
西岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

佐川
361-Ⅲ
-288⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

佐川
361-Ⅲ
-288⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宮野段
361-Ⅲ
-290⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宮野段
361-Ⅲ
-290⑴

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑶
362-Ⅰ
-81⑵

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑶
362-Ⅰ
-81⑵

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

旦ノ上
362-Ⅰ
-760⑴

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

旦ノ上
362-Ⅰ
-760⑴

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下仲屋
362-Ⅰ
-766⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅰ
-766⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

九騎
362-Ⅰ
-767⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

九騎
362-Ⅰ
-767⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

九騎Ａ
362-Ⅰ
-768⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

九騎Ａ
362-Ⅰ
-768⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり



愛 媛 県 報

487

令和３年３月26日 第192号

海上
362-Ⅰ
-769⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅰ
-769⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅱ
-1⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅱ
-1⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅱ
-2⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅱ
-2⑴

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内上
⑹
362-Ⅱ
-2⑵

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑹
362-Ⅱ
-2⑵

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梅藪
362-Ⅱ
-3⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梅藪
362-Ⅱ
-3⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梅藪
362-Ⅱ
-4⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梅藪
362-Ⅱ
-4⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑾
362-Ⅱ
-4⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑾
362-Ⅱ
-4⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桜
362-Ⅱ
-5⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桜
362-Ⅱ
-5⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⒀
362-Ⅱ
-5⑵

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⒀
362-Ⅱ
-5⑵

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桜
362-Ⅱ
-6⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桜
362-Ⅱ
-6⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-7⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-7⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⒃
362-Ⅱ
-7⑵

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⒃
362-Ⅱ
-7⑵

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-8⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-8⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-9⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-9⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-10⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-10⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免3
362-Ⅱ
-10⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免3
362-Ⅱ
-10⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-11⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-11⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免4
362-Ⅱ
-11⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免4
362-Ⅱ
-11⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-12⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-12⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免5
362-Ⅱ
-12⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免5
362-Ⅱ
-12⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-13⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-13⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免6
362-Ⅱ
-13⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免6
362-Ⅱ
-13⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-14⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-14⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下12
362-Ⅱ
-14⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下12
362-Ⅱ
-14⑵

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-15⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-15⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

旦之上
362-Ⅱ
-16⑵

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

旦之上
362-Ⅱ
-16⑵

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-17⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-17⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-18⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-18⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下仲屋
362-Ⅱ
-19⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅱ
-19⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下仲屋
362-Ⅱ
-20⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅱ
-20⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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下仲屋
362-Ⅱ
-21⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅱ
-21⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

郷
362-Ⅱ
-22⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

郷
362-Ⅱ
-22⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

郷
362-Ⅱ
-23⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

郷
362-Ⅱ
-23⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-24⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-24⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-25⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-25⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-26⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-26⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-27⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-27⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相之谷
⑴
362-Ⅱ
-28⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相之谷
⑴
362-Ⅱ
-28⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相之谷
⑵
362-Ⅱ
-30⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相之谷
⑵
362-Ⅱ
-30⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑴
362-Ⅱ
-31⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑴
362-Ⅱ
-31⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑵
362-Ⅱ
-32⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑵
362-Ⅱ
-32⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑶
362-Ⅱ
-33⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑶
362-Ⅱ
-33⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑷
362-Ⅱ
-34⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑷
362-Ⅱ
-34⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑸
362-Ⅱ
-35⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑸
362-Ⅱ
-35⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑹
362-Ⅱ
-36⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑹
362-Ⅱ
-36⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑺
362-Ⅱ
-37⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑺
362-Ⅱ
-37⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑻
362-Ⅱ
-38⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑻
362-Ⅱ
-38⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑼
362-Ⅱ
-39⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑼
362-Ⅱ
-39⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑽
362-Ⅱ
-40⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑽
362-Ⅱ
-40⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑾
362-Ⅱ
-41⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑾
362-Ⅱ
-41⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⑿
362-Ⅱ
-42⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⑿
362-Ⅱ
-42⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⒀
362-Ⅱ
-43⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⒀
362-Ⅱ
-43⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⒁
362-Ⅱ
-44⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⒁
362-Ⅱ
-44⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑵
362-Ⅱ
-46⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑵
362-Ⅱ
-46⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑶
362-Ⅱ
-47⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑶
362-Ⅱ
-47⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑷
362-Ⅱ
-48⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑷
362-Ⅱ
-48⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑸
362-Ⅱ
-49⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑸
362-Ⅱ
-49⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑺
362-Ⅱ
-51⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑺
362-Ⅱ
-51⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑻
362-Ⅱ
-52⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑻
362-Ⅱ
-52⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑴
362-Ⅱ
-53⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑴
362-Ⅱ
-53⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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日浦⑵
362-Ⅱ
-54⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑵
362-Ⅱ
-54⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑶
362-Ⅱ
-55⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑶
362-Ⅱ
-55⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑸
362-Ⅱ
-57⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑸
362-Ⅱ
-57⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑴
362-Ⅱ
-58⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑴
362-Ⅱ
-58⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑵
362-Ⅱ
-59⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑵
362-Ⅱ
-59⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑶
362-Ⅱ
-60⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑶
362-Ⅱ
-60⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑷
362-Ⅱ
-61⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑷
362-Ⅱ
-61⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑸
362-Ⅱ
-62⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑸
362-Ⅱ
-62⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑹
362-Ⅱ
-63⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑹
362-Ⅱ
-63⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑻
362-Ⅱ
-65⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑻
362-Ⅱ
-65⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

狩場⑼
362-Ⅱ
-66⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

狩場⑼
362-Ⅱ
-66⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑴
362-Ⅱ
-67⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑴
362-Ⅱ
-67⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑵
362-Ⅱ
-68⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑵
362-Ⅱ
-68⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑶
362-Ⅱ
-69⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑶
362-Ⅱ
-69⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑷
362-Ⅱ
-70⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑷
362-Ⅱ
-70⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑸
362-Ⅱ
-71⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑸
362-Ⅱ
-71⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑹
362-Ⅱ
-72⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑹
362-Ⅱ
-72⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑺
362-Ⅱ
-73⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑺
362-Ⅱ
-73⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑻
362-Ⅱ
-74⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑻
362-Ⅱ
-74⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑼
362-Ⅱ
-75⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑼
362-Ⅱ
-75⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑻
362-Ⅱ
-76⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑻
362-Ⅱ
-76⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑵
362-Ⅱ
-77⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑵
362-Ⅱ
-77⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋
362-Ⅱ
-78⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋
362-Ⅱ
-78⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑶
362-Ⅱ
-79⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑶
362-Ⅱ
-79⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑷
362-Ⅱ
-80⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑷
362-Ⅱ
-80⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑴
362-Ⅱ
-81⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑴
362-Ⅱ
-81⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑵
362-Ⅱ
-82⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑵
362-Ⅱ
-82⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑶
362-Ⅱ
-83⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑶
362-Ⅱ
-83⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鳥ノ子
⑴
362-Ⅱ
-85⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鳥ノ子
⑴
362-Ⅱ
-85⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鳥ノ子
⑵
362-Ⅱ
-86⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鳥ノ子
⑵
362-Ⅱ
-86⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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三軒屋
⑷
362-Ⅱ
-87⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑷
362-Ⅱ
-87⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑸
362-Ⅱ
-88⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑸
362-Ⅱ
-88⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑹
362-Ⅱ
-89⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑹
362-Ⅱ
-89⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑺
362-Ⅱ
-90⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑺
362-Ⅱ
-90⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑻
362-Ⅱ
-91⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑻
362-Ⅱ
-91⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑴
362-Ⅱ
-92⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑴
362-Ⅱ
-92⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

原
362-Ⅱ
-93⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

原
362-Ⅱ
-93⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑴
362-Ⅱ
-94⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑴
362-Ⅱ
-94⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑵
362-Ⅱ
-95⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑵
362-Ⅱ
-95⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑶
362-Ⅱ
-96⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑶
362-Ⅱ
-96⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑷
362-Ⅱ
-97⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑷
362-Ⅱ
-97⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑺
362-Ⅱ
-100⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑺
362-Ⅱ
-100⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑻
362-Ⅱ
-101⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑻
362-Ⅱ
-101⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑴
362-Ⅱ
-102⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑴
362-Ⅱ
-102⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑵
362-Ⅱ
-103⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑵
362-Ⅱ
-103⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑴
362-Ⅱ
-104⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑴
362-Ⅱ
-104⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑵
362-Ⅱ
-105⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑵
362-Ⅱ
-105⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑶
362-Ⅱ
-106⑴

東温市
井 内・
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑶
362-Ⅱ
-106⑴

東温市
井 内・
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑷
362-Ⅱ
-107⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑷
362-Ⅱ
-107⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑸
362-Ⅱ
-108⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑸
362-Ⅱ
-108⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
上1
362-Ⅱ
-109⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
上1
362-Ⅱ
-109⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下1
362-Ⅱ
-110⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下1
362-Ⅱ
-110⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下2
362-Ⅱ
-111⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下2
362-Ⅱ
-111⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下3
362-Ⅱ
-112⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下3
362-Ⅱ
-112⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下4
362-Ⅱ
-113⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下4
362-Ⅱ
-113⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下5
362-Ⅱ
-114⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下5
362-Ⅱ
-114⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下6
362-Ⅱ
-115⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下6
362-Ⅱ
-115⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
1
362-Ⅱ
-116⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
1
362-Ⅱ
-116⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
2
362-Ⅱ
-117⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
2
362-Ⅱ
-117⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
3
362-Ⅱ
-118⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
3
362-Ⅱ
-118⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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和田丸
4
362-Ⅱ
-119⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
4
362-Ⅱ
-119⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
5
362-Ⅱ
-120⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
5
362-Ⅱ
-120⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
6
362-Ⅱ
-121⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
6
362-Ⅱ
-121⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免1
362-Ⅱ
-123⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免1
362-Ⅱ
-123⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉1
362-Ⅱ
-124⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉1
362-Ⅱ
-124⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉2
362-Ⅱ
-125⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉2
362-Ⅱ
-125⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

則之内
1
362-Ⅱ
-126⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

則之内
1
362-Ⅱ
-126⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

則之内
2
362-Ⅱ
-127⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

則之内
2
362-Ⅱ
-127⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

永野
362-Ⅱ
-128⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

永野
362-Ⅱ
-128⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神1
362-Ⅱ
-130⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神1
362-Ⅱ
-130⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神2
362-Ⅱ
-131⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神2
362-Ⅱ
-131⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神3
362-Ⅱ
-132⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神3
362-Ⅱ
-132⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

畑田川
362-Ⅱ
-133⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

畑田川
362-Ⅱ
-133⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
8
362-Ⅱ
-134⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
8
362-Ⅱ
-134⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
9
362-Ⅱ
-135⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
9
362-Ⅱ
-135⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梅藪
362-Ⅱ
-136⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梅藪
362-Ⅱ
-136⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梅藪
362-Ⅱ
-137⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梅藪
362-Ⅱ
-137⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桜
362-Ⅱ
-138⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桜
362-Ⅱ
-138⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅱ
-140⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅱ
-140⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下仲屋
362-Ⅱ
-141⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅱ
-141⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-142⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-142⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上仲屋
362-Ⅱ
-143⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上仲屋
362-Ⅱ
-143⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-145⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-145⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

弥助成
362-Ⅱ
-146⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

弥助成
362-Ⅱ
-146⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相之谷
⑶
362-Ⅱ
-147⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相之谷
⑶
362-Ⅱ
-147⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相之谷
⑷
362-Ⅱ
-148⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相之谷
⑷
362-Ⅱ
-148⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

相之谷
⑸
362-Ⅱ
-149⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

相之谷
⑸
362-Ⅱ
-149⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⒂
362-Ⅱ
-150⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⒂
362-Ⅱ
-150⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

問屋⑼
362-Ⅱ
-151⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

問屋⑼
362-Ⅱ
-151⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑺
362-Ⅱ
-153⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑺
362-Ⅱ
-153⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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川筋⑸
362-Ⅱ
-154⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑸
362-Ⅱ
-154⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑹
362-Ⅱ
-155⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑹
362-Ⅱ
-155⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川筋⑺
362-Ⅱ
-156⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川筋⑺
362-Ⅱ
-156⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑼
362-Ⅱ
-157⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑼
362-Ⅱ
-157⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑽
362-Ⅱ
-158⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑽
362-Ⅱ
-158⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑾
362-Ⅱ
-159⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑾
362-Ⅱ
-159⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑴
362-Ⅱ
-160⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑴
362-Ⅱ
-160⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑵
362-Ⅱ
-161⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑵
362-Ⅱ
-161⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

音田⑶
362-Ⅱ
-162⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

音田⑶
362-Ⅱ
-162⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

檜皮⑴
362-Ⅱ
-163⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

檜皮⑴
362-Ⅱ
-163⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑹
362-Ⅱ
-164⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑹
362-Ⅱ
-164⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑺
362-Ⅱ
-165⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑺
362-Ⅱ
-165⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑻
362-Ⅱ
-166⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑻
362-Ⅱ
-166⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑼
362-Ⅱ
-167⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑼
362-Ⅱ
-167⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑽
362-Ⅱ
-168⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑽
362-Ⅱ
-168⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内下
⑿
362-Ⅱ
-169⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内下
⑿
362-Ⅱ
-169⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑶
362-Ⅱ
-170⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑶
362-Ⅱ
-170⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑷
362-Ⅱ
-171⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑷
362-Ⅱ
-171⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑸
362-Ⅱ
-172⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑸
362-Ⅱ
-172⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑹
362-Ⅱ
-173⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑹
362-Ⅱ
-173⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑺
362-Ⅱ
-174⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑺
362-Ⅱ
-174⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内西
⑻
362-Ⅱ
-175⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内西
⑻
362-Ⅱ
-175⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑸
362-Ⅱ
-176⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑸
362-Ⅱ
-176⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑼
362-Ⅱ
-177⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑼
362-Ⅱ
-177⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑹
362-Ⅱ
-178⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑹
362-Ⅱ
-178⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内中
⑽
362-Ⅱ
-179⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内中
⑽
362-Ⅱ
-179⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内上
⑴
362-Ⅱ
-180⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑴
362-Ⅱ
-180⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内上
⑵
362-Ⅱ
-181⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑵
362-Ⅱ
-181⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内上
⑶
362-Ⅱ
-182⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑶
362-Ⅱ
-182⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

井内上
⑷
362-Ⅱ
-183⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑷
362-Ⅱ
-183⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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井内上
⑸
362-Ⅱ
-184⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

井内上
⑸
362-Ⅱ
-184⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

則之内
3
362-Ⅱ
-185⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

則之内
3
362-Ⅱ
-185⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

保免2
362-Ⅱ
-186⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

保免2
362-Ⅱ
-186⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下7
362-Ⅱ
-187⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下7
362-Ⅱ
-187⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下8
362-Ⅱ
-188⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下8
362-Ⅱ
-188⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下9
362-Ⅱ
-190⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下9
362-Ⅱ
-190⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
下11
362-Ⅱ
-192⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
下11
362-Ⅱ
-192⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
上2
362-Ⅱ
-193⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
上2
362-Ⅱ
-193⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
上4
362-Ⅱ
-195⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
上4
362-Ⅱ
-195⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

惣田谷
上5
362-Ⅱ
-196⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

惣田谷
上5
362-Ⅱ
-196⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

和田丸
10
362-Ⅱ
-197⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

和田丸
10
362-Ⅱ
-197⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

板屋の
子2
362-Ⅱ
-198⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

板屋の
子2
362-Ⅱ
-198⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

板屋の
子3
362-Ⅱ
-199⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

板屋の
子3
362-Ⅱ
-199⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

板屋の
子4
362-Ⅱ
-200⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

板屋の
子4
362-Ⅱ
-200⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

板屋の
子5
362-Ⅱ
-201⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

板屋の
子5
362-Ⅱ
-201⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

板屋の
子1
362-Ⅱ
-202⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

板屋の
子1
362-Ⅱ
-202⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神4
362-Ⅱ
-203⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神4
362-Ⅱ
-203⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

吉久
362-Ⅱ
-204⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

吉久
362-Ⅱ
-204⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑻
362-Ⅱ
-206⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑻
362-Ⅱ
-206⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土屋
362-Ⅱ
-207⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土屋
362-Ⅱ
-207⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中坪
362-Ⅲ
-3⑵

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中坪
362-Ⅲ
-3⑵

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅲ
-9⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅲ
-9⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明河
362-Ⅲ
-12⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明河
362-Ⅲ
-12⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅲ
-13⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅲ
-13⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明河
362-Ⅲ
-16⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明河
362-Ⅲ
-16⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅲ
-18⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅲ
-18⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

明河
362-Ⅲ
-19⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

明河
362-Ⅲ
-19⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

海上
362-Ⅲ
-20⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

海上
362-Ⅲ
-20⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

梅藪
362-Ⅲ
-24⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

梅藪
362-Ⅲ
-24⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下仲屋
362-Ⅲ
-25⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下仲屋
362-Ⅲ
-25⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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伊之曽
362-Ⅲ
-28⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅲ
-28⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上弥助
成
362-Ⅲ
-33⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上弥助
成
362-Ⅲ
-33⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

伊之曽
362-Ⅲ
-34⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

伊之曽
362-Ⅲ
-34⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下弥助
成
362-Ⅲ
-35⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下弥助
成
362-Ⅲ
-35⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下弥助
成
362-Ⅲ
-37⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下弥助
成
362-Ⅲ
-37⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

下弥助
成
362-Ⅲ
-38⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

下弥助
成
362-Ⅲ
-38⑴

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

落手⑴
362-Ⅲ
-45⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

落手⑴
362-Ⅲ
-45⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

落手⑸
362-Ⅲ
-49⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

落手⑸
362-Ⅲ
-49⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

土谷⒄
362-Ⅲ
-57⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

土谷⒄
362-Ⅲ
-57⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中子⑵
362-Ⅲ
-75⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中子⑵
362-Ⅲ
-75⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

札場⑴
362-Ⅲ
-79⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

札場⑴
362-Ⅲ
-79⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

黒岩⑸
362-Ⅲ
-81⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

黒岩⑸
362-Ⅲ
-81⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑼
362-Ⅲ
-83⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑼
362-Ⅲ
-83⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中子⑷
362-Ⅲ
-85⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中子⑷
362-Ⅲ
-85⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑷
362-Ⅲ
-94⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑷
362-Ⅲ
-94⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

日浦⑾
362-Ⅲ
-96⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

日浦⑾
362-Ⅲ
-96⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑸
362-Ⅲ
-97⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑸
362-Ⅲ
-97⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑹
362-Ⅲ
-98⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑹
362-Ⅲ
-98⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉⑶
362-Ⅲ
-102⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉⑶
362-Ⅲ
-102⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑺
362-Ⅲ
-103⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑺
362-Ⅲ
-103⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉⑷
362-Ⅲ
-104⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉⑷
362-Ⅲ
-104⑴

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑻
362-Ⅲ
-105⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑻
362-Ⅲ
-105⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉⑸
362-Ⅲ
-106⑴

東温市
則 之
内・河
之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉⑸
362-Ⅲ
-106⑴

東温市
則 之
内・河
之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑼
362-Ⅲ
-107⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑼
362-Ⅲ
-107⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑽
362-Ⅲ
-108⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑽
362-Ⅲ
-108⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

徳吉⑹
362-Ⅲ
-111⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

徳吉⑹
362-Ⅲ
-111⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川添⑷
362-Ⅲ
-112⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川添⑷
362-Ⅲ
-112⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

新畑
362-Ⅲ
-113⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

新畑
362-Ⅲ
-113⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桧皮⑴
362-Ⅲ
-116⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桧皮⑴
362-Ⅲ
-116⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川添⑸
362-Ⅲ
-117⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川添⑸
362-Ⅲ
-117⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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川添⑴
362-Ⅲ
-121⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川添⑴
362-Ⅲ
-121⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

川添⑵
362-Ⅲ
-126⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

川添⑵
362-Ⅲ
-126⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

添谷⑿
362-Ⅲ
-127⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

添谷⑿
362-Ⅲ
-127⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桧皮⑵
362-Ⅲ
-128⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桧皮⑵
362-Ⅲ
-128⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桧皮⑷
362-Ⅲ
-132⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桧皮⑷
362-Ⅲ
-132⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桧皮⑸
362-Ⅲ
-135⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桧皮⑸
362-Ⅲ
-135⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

桧皮⑹
362-Ⅲ
-138⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

桧皮⑹
362-Ⅲ
-138⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

恵良⑴
362-Ⅲ
-150⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

恵良⑴
362-Ⅲ
-150⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鳥ノ子
⑶
362-Ⅲ
-153⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鳥ノ子
⑶
362-Ⅲ
-153⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

恵良⑶
362-Ⅲ
-155⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

恵良⑶
362-Ⅲ
-155⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

岡
362-Ⅲ
-157⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

岡
362-Ⅲ
-157⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑿
362-Ⅲ
-158⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑿
362-Ⅲ
-158⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

恵良⑵
362-Ⅲ
-159⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

恵良⑵
362-Ⅲ
-159⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⑵
362-Ⅲ
-163⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⑵
362-Ⅲ
-163⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鳥ノ子
⑷
362-Ⅲ
-164⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鳥ノ子
⑷
362-Ⅲ
-164⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⒀
362-Ⅲ
-165⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⒀
362-Ⅲ
-165⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

鳥ノ子
⑸
362-Ⅲ
-168⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

鳥ノ子
⑸
362-Ⅲ
-168⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横灘⑵
362-Ⅲ
-178⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横灘⑵
362-Ⅲ
-178⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

北間
362-Ⅲ
-179⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

北間
362-Ⅲ
-179⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三軒屋
⒁
362-Ⅲ
-181⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三軒屋
⒁
362-Ⅲ
-181⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横灘⑶
362-Ⅲ
-186⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横灘⑶
362-Ⅲ
-186⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神5
362-Ⅲ
-188⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神5
362-Ⅲ
-188⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

一ケ谷
362-Ⅲ
-189⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

一ケ谷
362-Ⅲ
-189⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

宿野
362-Ⅲ
-191⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

宿野
362-Ⅲ
-191⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中野⑴
362-Ⅲ
-192⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中野⑴
362-Ⅲ
-192⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

中野
362-Ⅲ
-193⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

中野
362-Ⅲ
-193⑴

東温市
井内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横灘⑷
362-Ⅲ
-194⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横灘⑷
362-Ⅲ
-194⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神6
362-Ⅲ
-195⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神6
362-Ⅲ
-195⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

横灘⑸
362-Ⅲ
-196⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

横灘⑸
362-Ⅲ
-196⑴

東温市
松瀬川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

天神7
362-Ⅲ
-204⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

天神7
362-Ⅲ
-204⑴

東温市
南方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり
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久米領
362-Ⅲ
-206⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

久米領
362-Ⅲ
-206⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三島井
出1
362-Ⅲ
-209⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三島井
出1
362-Ⅲ
-209⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枇杷坂
2
362-Ⅲ
-210⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枇杷坂
2
362-Ⅲ
-210⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

枇杷坂
3
362-Ⅲ
-211⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

枇杷坂
3
362-Ⅲ
-211⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

三島井
出2
362-Ⅲ
-212⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

三島井
出2
362-Ⅲ
-212⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

大根木
口
362-Ⅲ
-214⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

大根木
口
362-Ⅲ
-214⑴

東温市
則之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

上海上
362-Ⅲ
-222⑴

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

上海上
362-Ⅲ
-222⑴

東温市
北方
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

向井川
362-Ⅲ
-246⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

向井川
362-Ⅲ
-246⑴

東温市
吉久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地の
崩壊

次の図の
とおり

花山谷
361-
1291

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 花山谷
361-
1291

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

花山２
号谷
361-
1293

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 花山２
号谷
361-
1293

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大口谷
川
361-
1294-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 大口谷
川
361-
1294-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

大口谷
川
361-
1294-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 大口谷
川
361-
1294-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林
１１号
谷
361-
1296

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林
１１号
谷
361-
1296

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

本谷川
361-
1302-1

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷川
361-
1302-1

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

本谷川
361-
1302-2

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷川
361-
1302-2

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

本谷川
361-
1302-3

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷川
361-
1302-3

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

本谷川
361-
1302-4

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 本谷川
361-
1302-4

東温市
上村
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林９
号谷
361-
2157

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林９
号谷
361-
2157

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

重信１
号谷
361-
2158-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 重信１
号谷
361-
2158-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

重信１
号谷
361-
2158-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 重信１
号谷
361-
2158-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上林２
号谷
361-
2159

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 上林２
号谷
361-
2159

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

上林１
号谷
361-
2160

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 上林１
号谷
361-
2160

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

湧水谷
川
361-
2161-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 湧水谷
川
361-
2161-1

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

湧水谷
川
361-
2161-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 湧水谷
川
361-
2161-2

東温市
上林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

重信４
号谷
361-
2162

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 重信４
号谷
361-
2162

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

重信３
号谷
361-
2163

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 重信３
号谷
361-
2163

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

重信２
号谷
361-
2164

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 重信２
号谷
361-
2164

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林７
号谷
361-
2165

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林７
号谷
361-
2165

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林６
号谷
361-
2166

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林６
号谷
361-
2166

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林５
号谷
361-
2167-1

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林５
号谷
361-
2167-1

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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下林５
号谷
361-
2167-2

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林５
号谷
361-
2167-2

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林５
号谷
361-
2167-3

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林５
号谷
361-
2167-3

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

下林
１２号
谷
361-
2168

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 下林
１２号
谷
361-
2168

東温市
下林
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

小谷川
362-
1308

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 小谷川
362-
1308

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

川内３
号谷
362-
1310

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 川内３
号谷
362-
1310

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

谷の奥
川
362-
1311

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 谷の奥
川
362-
1311

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

川内４
号谷
362-
1312

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 川内４
号谷
362-
1312

東温市
明河
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
７号谷
362-
1314

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
７号谷
362-
1314

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

田鍬川
362-
2169

東温市
田桑
（次の
図のと
おり）

土石流 田鍬川
362-
2169

東温市
田桑
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

滑川１
号谷
362-
2170

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 滑川１
号谷
362-
2170

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

滑川３
号谷
362-
2171

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 滑川３
号谷
362-
2171

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

郷谷川
362-
2172-1

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 郷谷川
362-
2172-1

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

郷谷川
362-
2172-2

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 郷谷川
362-
2172-2

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

川内２
号谷
362-
2174

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 川内２
号谷
362-
2174

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

桜谷川
362-
2175

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 桜谷川
362-
2175

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

山麓川
362-
2176

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 山麓川
362-
2176

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

九騎川
362-
2177-1

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 九騎川
362-
2177-1

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

九騎川
362-
2177-2

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 九騎川
362-
2177-2

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

伊之曽
１号谷
362-
2178

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 伊之曽
１号谷
362-
2178

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

郷谷川
362-
2179

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 郷谷川
362-
2179

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

伊之曽
２号谷
362-
2180

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 伊之曽
２号谷
362-
2180

東温市
滑川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

ひい谷
川
362-
2182

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 ひい谷
川
362-
2182

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

土谷谷
362-
2183

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 土谷谷
362-
2183

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
３号谷
362-
2184

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
３号谷
362-
2184

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
８号谷
362-
2185

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
８号谷
362-
2185

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
５号谷
362-
2186

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
５号谷
362-
2186

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
６号谷
362-
2187

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
６号谷
362-
2187

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

中ノ子
川
362-
2188

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 中ノ子
川
362-
2188

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

相之谷
川
362-
2189

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 相之谷
川
362-
2189

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

河之内
１号谷
362-
2190

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
１号谷
362-
2190

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり
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河之内
２号谷
362-
2191

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 河之内
２号谷
362-
2191

東温市
河之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図の
とおり

　（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、
中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

〇愛媛県告示第388号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。
　　令和３年３月26日

愛媛県東予地方局長　齊　藤　直　樹　　　　　

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指定障害児通所支援事業所
指　定
年月日氏名又は名称 主たる事務所�

の 所 在 地 代表者の氏名 名　　　称 所　在　地

3850500343 株式会社ｆａｍ 愛媛県新居浜市河内
町14番46号 佐　伯　恵　美 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービ
スｓｍｉｌｅ

愛媛県新居浜市坂井
町三丁目３番27号

令和２年
11月１日

3850600309 株式会社ゆうわ
愛媛県新居浜市庄内
町二丁目８番２号　
庄内巴ハイツ102号

佐　藤　武　士 放課後等デイ
サービス

放課後等デイサービ
ス�いろどり

愛媛県西条市丹原町
願連寺196番地１

令和２年
12月21日

3850200415 株式会社階 愛媛県今治市延喜甲
687番地１ 八　木　佐　織 児童発達支援 おくらっこくらぶ 愛媛県今治市近見町

二丁目１番61号
令和３年
１月１日

3850200415 株式会社階 愛媛県今治市延喜甲
687番地１ 八　木　佐　織 放課後等デイ

サービス おくらっこくらぶ 愛媛県今治市近見町
二丁目１番61号

令和３年
１月１日

〇愛媛県告示第389号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止
する旨の届出があった。
　　令和３年３月26日

愛媛県東予地方局長　齊　藤　直　樹　　　　　

指定居宅サービス事業者の名称
又は氏名

指定居宅サービス事業所
廃止年月日 サービスの種類

名　　　称 所　　在　　地

社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき 愛媛県今治市北宝来町三丁目２番地12 令和３年２月28日 短期入所生活介護

〇愛媛県告示第390号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ
ス事業を廃止する旨の届出があった。
　　令和３年３月26日

愛媛県東予地方局長　齊　藤　直　樹　　　　　

指定介護予防サービス事業者の
名称又は氏名

指定介護予防サービス事業所
廃止年月日 サービスの種類

名　　　称 所　　在　　地

社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき 愛媛県今治市北宝来町三丁目２番地12 令和３年２月28日 介護予防短期入所生活介護

〇愛媛県告示第391号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により、次のとおり指定障
害福祉サービス事業者を指定した。
　　令和３年３月26日
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愛媛県東予地方局長　齊　藤　直　樹　　　　　

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 指定障害福祉

サービスの種
類

指定障害福祉サービス事業所
指　定
年月日氏名又は名称 主たる事務所�

の 所 在 地 代表者の氏名 名　　　称 所　在　地

3820200925 松田WＩＮＤＳ株式
会社

愛媛県今治市中日吉
町３丁目２番27号 松　田　亜　紀 共同生活援助

介護サービス包括
型障がい者グルー
プホーム　WINDS、
WINDS2

愛媛県今治市桜井４
丁目５番15号

令和２年
10月1日

3810500839 社会福祉法人　わか
ば会

愛媛県新居浜市船木
甲741番地１ 山　口　信　二 短期入所 かりんとう 愛媛県新居浜市船木

甲3756番地１
令和２年
10月１日

3820500803 社会福祉法人　わか
ば会

愛媛県新居浜市船木
甲741番地１ 山　口　信　二 共同生活援助 かりんとう 愛媛県新居浜市船木

甲3756番地１
令和２年
10月１日

3810600829 特定非営利活動法人
カラフル

愛媛県西条市吉田339
番地 日　野　　　勉 居宅介護 居宅介護事業所いろ

の和
愛媛県西条市丹原町
丹原159番地

令和２年
10月１日

3810600829 特定非営利活動法人
カラフル

愛媛県西条市吉田339
番地 日　野　　　勉 行動援護 居宅介護事業所いろ

の和
愛媛県西条市丹原町
丹原159番地

令和２年
10月１日

3811300700 一般社団法人笑結 愛媛県四国中央市土
居町小林693番地 曽我部　友　貴 居宅介護 ヘルパーステーショ

ンましろ
愛媛県四国中央市土
居町小林693番地

令和２年
10月１日

3811300700 一般社団法人笑結 愛媛県四国中央市土
居町小林693番地 曽我部　友　貴 重度訪問介護 ヘルパーステーショ

ンましろ
愛媛県四国中央市土
居町小林693番地

令和２年
10月１日

3810500847 株式会社土屋 岡山県井原市神代町
661番地１ 大　山　敏　之 居宅介護 ホームケア土屋　四

国
愛媛県新居浜市松木
町５番１号

令和２年
11月１日

3810500847 株式会社土屋 岡山県井原市神代町
661番地１ 大　山　敏　之 重度訪問介護 ホームケア土屋　四

国
愛媛県新居浜市松木
町５番１号

令和２年
11月１日

3811300718 一般社団法人香和会
愛媛県四国中央市金
生町下分1654番地の
２

合　田　左予理 短期入所 グループホームまめ
の木

愛媛県四国中央市寒
川町1015番地２

令和２年
11月１日

3821300302 一般社団法人香和会
愛媛県四国中央市金
生町下分1654番地の
２

合　田　左予理 共同生活援助 グループホームまめ
の木

愛媛県四国中央市寒
川町1015番地２

令和２年
11月１日

3810200992 合同会社発達の木 愛媛県今治市菊間町
浜648番地 今　岡　健　一 就労継続支援

Ｂ型 職人集団 愛媛県今治市菊間町
浜657番地

令和２年
12月１日

3811300726 株式会社ＢＥＳＮＡ 愛媛県四国中央市中
之庄町64番地の１ 和　田　真　樹 就労継続支援

Ｂ型 ベスナ・プラス
愛媛県四国中央市
妻鳥町950番地　ラ
ルーチェⅡ

令和３年
１月１日

3811300734 一般社団法人香和会
愛媛県四国中央市金
生町下分1654番地の
２

合　田　左予理 自立訓練（生
活訓練）

障害福祉サービス事
業所まめの木

愛媛県四国中央市寒
川町1842番地３

令和３年
２月１日

3811300734 一般社団法人香和会
愛媛県四国中央市金
生町下分1654番地の
２

合　田　左予理 就労継続支援
Ｂ型

障害福祉サービス事
業所まめの木

愛媛県四国中央市寒
川町1842番地３

令和３年
２月１日

〇愛媛県告示第392号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第2項の規定により、指定障害福祉サービ
ス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。
　　令和３年３月26日

愛媛県東予地方局長　齊　藤　直　樹　　　　　

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 指定障害福祉

サービスの種
類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃　止
年月日氏名又は名称 主たる事務所�

の 所 在 地 代表者の氏名 名　　　称 所　在　地

3810500847 株式会社土屋
岡山県井原市井原町
192番地２久安セント
ラルビル２階

大　山　敏　之 居宅介護 ホームケア土屋　四
国

愛媛県新居浜市松木
町５番１号

令和３年
１月31日

3810500847 株式会社土屋
岡山県井原市井原町
192番地２久安セント
ラルビル２階

大　山　敏　之 重度訪問介護 ホームケア土屋　四
国

愛媛県新居浜市松木
町５番１号

令和３年
１月31日

〇愛媛県告示第393号

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。
　　令和３年３月26日
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愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

許可番号 許　可
年月日 商号又は名称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取　消

年月日
取り消した
建設業の種類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第15778号 令和２年
７月12日 ダイハツディーゼル四国㈱ 北ノ原　弘　之 今治市近見３－６－42 令和３年

２月３日 電気工事業 建設業の廃止（一部）

（般－27）第468号 平成28年
３月22日 ㈲越島建設 越　智　信　二 西条市下島山甲567 令和３年

２月５日
管工事業造園
工事業 建設業の廃止（一部）

（般－30）第9062号 平成30年
９月28日 潮冷熱㈱ 小　田　茂　晴 今治市クリエイティブ

ヒルズ5-3
令和３年
２月22日

機械器具設置
工事業 建設業の廃止（一部）

〇愛媛県告示第394号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　線　名 区　　　　　　　　間 旧・新
別 敷地の幅員 延　長 備　考

県　　　道 弓削島循環線

越智郡上島町弓削上弓削356番２から
同町弓削上弓削1908番まで
　　　　　及び
越智郡上島町弓削上弓削257番地先から
同町弓削上弓削96番地先まで

旧

メートル

3.50～32.60

キロメートル

0.531

越智郡上島町弓削上弓削356番２から
同町弓削上弓削1908番まで

新 9.00～15.20 0.524

〇愛媛県告示第395号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。
　　令和３年３月26日

愛媛県中予地方局長　東　　　公　弘　　　　　

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 　

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第47号
令和３年３月17日 伊予郡松前町大字北黒田字粟津415番１、428番１、415番地先農道 　伊予郡松前町大字南黒田397番地

　　阿川石油株式会社

〇愛媛県告示第396号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。
　　令和３年３月26日

愛媛県中予地方局長　東　　　公　弘　　　　　

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 　

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２中局建（開）第48号
令和３年３月�17日 伊予市八倉字七反畑816番１、816番４

伊予市下吾川1258番地
　ドミール・ベガ205号
　　窪　　田　　吏　　好

〇愛媛県告示第397号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　線　名 区　　　　　　　　間 旧・新
別 敷地の幅員 延　長 備　考

県　　　道 上尾峠久万線
上浮穴郡久万高原町二名甲4216番７から
同町二名4216番６まで

旧
メートル
8.1～14.8

キロメートル
0.100

新
メートル
12.0～73.5

キロメートル
0.100



愛 媛 県 報

501

令和３年３月26日 第192号

〇愛媛県告示第398号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

県　　　道 上尾峠久万線 上浮穴郡久万高原町二名甲4216番7から
同町二名4216番６まで 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第399号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。
　　令和３年３月26日

愛媛県南予地方局長　河　瀬　利　文　　　　　

指定居宅サービス事業者の名称又は氏名
指定居宅サービス事業所 指 定

年 月 日 サービスの種類
名　　　称 所　　在　　地

合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル 合同会社訪問看護ステーション
いまいスマイル 愛媛県八幡浜市八代68番地１ 令和３年

２月１日 訪問看護

有限会社エンジェルハウス 訪問介護　雪わり草 愛媛県宇和島市三間町成家
845番地

令和３年
２月１日 訪問介護

〇愛媛県告示第400号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。
　　令和３年３月26日

愛媛県南予地方局長　河　瀬　利　文　　　　　

指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名
指定介護予防サービス事業所 指 定

年 月 日 サービスの種類
名　　　称 所　　在　　地

合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル 合同会社訪問看護ステーション
いまいスマイル 愛媛県八幡浜市八代68番地１ 令和３年

２月１日 介護予防訪問看護

〇愛媛県告示第401号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

県　　　道 宇和島城辺線 宇和島市津島町下畑地乙710番から
同町下畑地乙575番２まで 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第402号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

県　　　道 宇和島城辺線 宇和島市津島町岩渕241番３から
同町岩渕238番２まで 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第403号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
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　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　線　名 区　　　　　　　　間 旧・新
別 敷地の幅員 延　長 備　考

一般国道 381号
北宇和郡松野町大字蕨生1234番地先 旧

メートル
4.6～7.8

キロメートル
0.038

北宇和郡松野町大字蕨生1234番 新
メートル
17.1～22.6

キロメートル
0.038

〇愛媛県告示第404号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

一般国道 381号 北宇和郡松野町大字蕨生1234番 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第405号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　線　名 区　　　　　　　　間 旧・新
別 敷地の幅員 延　長 備　考

県　　　道 御内下畑地線

宇和島市津島町槇川2688番地先から
同町槇川2687番地先まで 旧

メートル
5.7～10.1

キロメートル
0.066

宇和島市津島町槇川1829番4から
同町槇川1844番3まで 新

メートル
9.3～20.1

キロメートル
0.066

〇愛媛県告示第406号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

県　　　道 御内下畑地線 宇和島市津島町槇川1829番4から
同町槇川1844番3まで 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第407号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路　線　名 区　　　　　　　　間 旧・新
別 敷地の幅員 延　長 備　考

県　　　道 蒋淵下波線 宇和島市下波2254番地先から
同市下波2647番地先まで

旧
メートル
5.0～8.4

キロメートル
0.469

新
メートル
5.7～23.9

キロメートル
0.469

〇愛媛県告示第408号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
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　その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

道路の種類 路線名 供用開始の区間 供用開始の日

県　　　道 蒋淵下波線 宇和島市下波2259番地先から
同市下波2311番地先まで 令和３年３月26日

〇愛媛県告示第409号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定
により、次のとおり指定道路を指定した。
　　令和３年３月26日

愛媛県南予地方局長　河　瀬　利　文　　　　　
１　指定道路の種類
　　建築基準法第42条第１項第５号

２　指定年月日
　　令和３年３月18日
３　指定道路の位置
　大洲市新谷甲394番７、甲394番10、甲394番18、甲394番22、乙
250番、乙1418番及び乙250番、乙1418番地先里道

４　指定道路の延長及び幅員
　⑴　延長　52.20メートル　14.89メートル
　⑵　幅員� 4.50メートル� 6.00メートル

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第６（第４条関係）

　知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

知
　
事

専 決 者

部
長
局
長
課
長
主
幹

保
健
福
祉
課

１・２　
省略

３　生活
保護法
の施行
に関す
る事務

１～３　省略

４　市町長に対する助言その他
の援助（第81条の２）

○

５　省略

４・５　
省略

６　生活
困窮者
自立支
援法の
施行に
関する
事務

１　市等の職員に対する研修等
事業の実施（第５条第２項、
第10条）

○

７～20　
省略

別表第６（第４条関係）

　知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

知
　
事

専 決 者

部
長
局
長
課
長
主
幹

保
健
福
祉
課

１・２　
省略

３　生活
保護法
の施行
に関す
る事務

１～３　省略

４　省略

４・５　
省略

６　生活
困窮者
自立支
援法の
施行に
関する
事務

１　生活困窮者就労訓練事業に
関すること。

⑴　認定（第10条第１項） ○

⑵　認定の取消し（第10条第

３項）

○

７～20　
省略

○愛媛県訓令第３号

庁 中 一 般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地方機関
　愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

　（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）
第１条　愛媛県庁事務決裁規程（昭和51年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）
第２条　愛媛県地方局事務決裁規程（昭和55年愛媛県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

訓　　　　令
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　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第３（第４条関係）

　局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局
　
長

専 決 者

部
長
課
長
主
幹

地
域
福
祉
課

１　省略

２　生活
保護法
の施行
に関す
る事務

１・２　省略

３　要保護者に対する助言（第27
条の２）

○

４　省略

５　省略

６　省略

７　被保護者健康管理支援事業の�
実施及び委託に関すること（第�
5 5条の７第２項、第5 5条の�
８）。

○

８　厚生労働大臣に対する情報提
供（第55条の９第２項）

○

９　保護費の費用返還　　　　　
　に関すること（第63条　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　）。

○

10　扶養義務者の負担すべき費用
の額に関する家庭裁判所への申
立て（第77条第２項）

○

別表第３（第４条関係）

　局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

局
　
長

専 決 者

部
長
課
長
主
幹

地
域
福
祉
課

１　省略

２　生活
保護法
の施行
に関す
る事務

１・２　省略

３　要（被）保護者に対する指導
指示及び調査等（第27条から第
29条まで、第62条第３項及び第
４項）

○

４　検診命令（第28条、保護の実
施要領（昭和38年４月１日付け�
厚生省社会局長通達）第９の�
４）

○

５　省略

６　市町及び地方独立行政法人が
設置する保護施設の設置及び廃
止等の届出の受理（第40条第２�
項、生活保護法施行規則第７�
条）

○

７　社会福祉法人及び日本赤十字
社が設置する保護施設の認可�
（第41条第２項、第５項）

○

８　社会福祉法人及び日本赤十字
社が設置する保護施設の休止及
び廃止の認可（第42条）

○

９　保護施設に対する報告の徴収
及び立入検査（第44条第１項）

○

10　保護施設の改善命令等（第45
条第１項、第２項、第４項）

○

11　保護施設の管理規程の届出の
受理（第46条第２項）

○

12　保護施設に対する管理規程の
変更命令（第46条第３項）

○

13　保護施設の長に対する管理規
程による指導の制限及び禁止�
（第48条第３項）

○

14　保護の変更等を必要とする事
由の発生の届出の受理（第48条
第４項）

○

15　省略

16　省略

17　保護費の費用返還及び費用徴
収に関すること（第63条、第77
条、第78条第１項、第78条の２
第１項、第80条）。

○
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18　指定医療機関等からの返還額
の徴収に関すること（第78条第
２項）。

○

19　就労自立給付金及び進学準備
給付金の費用徴収に関すること
（第78条第３項、第78条の２第�
２項）。

○

20　省略

21　保護施設の施設整備計画の指
導に関すること。

○

22　省略

23　省略

24　省略

25　医療扶助に係る各要否意見書
及び各給付券の発行（医療扶助
運営要領（昭和36年９月30日付
け厚生省社会局長通達。以下こ
の部において「運営要領」とい
う。）第３）

○

26　非指定医療機関との委託契約
（運営要領第３）

○

27　医療扶助に関する本庁協議及
び審査（運営要領第３）

○

28　診察料、検査料及び診療報酬
以外の費用の支払（運営要領第
５）

○

29　指定医療機関に対する一般指
導の実施（運営要領第６）

○

３　中国
残留邦
人等の
円滑な
帰国の
促進並
びに永
住帰国
した中
国残留
邦人等
及び特
定配偶
者の自
立の支
援に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１～３　省略

４　要（被）支援者に対する指導
指示及び調査等（例による生活
保護法第27条から第29条まで、
第62条第３項、第４項）

○

５　検診命令（例による生活保護
法第28条）

○

６　支援給付の変更等を必要とす
る事由の発生の届出の受理（例
による生活保護法第48条第４�
項）

○

７　支援給付金品及び配偶者支援
金の費用返還及び費用徴収に関
すること（例による生活保護法
第63条、 第77条、 第78条 第 １
項、第78条の２第１項、第80�
条）。

○

８　指定医療機関等からの返還額
の徴収に関すること（例による
生活保護法第78条第２項）。

○

９　省略

10　省略

11　省略

11　省略

12　省略

13　省略

14　生活困窮者自立支援法に基づ
く事業又は給付金に係る情報提
供等（第81条の３）

○

15　省略

３　中国
残留邦
人等の
円滑な
帰国の
促進並
びに永
住帰国
した中
国残留
邦人等
及び特
定配偶
者の自
立の支
援に関
する法
律の施
行に関
する事
務

１～３　省略

４　要支援者に対する助言（例に
よる生活保護法第27条の２）

○

５　支援給付金品及び配偶者支援
金の費用返還　　　　　　に関
すること（例による生活保護法
第63条　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　）。

○

６　扶養義務者の負担すべき費用
の額に関する家庭裁判所への申
立て（例による生活保護法第77
条第２項）

○

７　省略

８　省略

９　省略

10　生活困窮者自立支援法に基づ
く事業又は給付金に係る情報提
供等（例による生活保護法第81
条の３）

○
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４　生活
困窮者
自立支
援法の
施行に
関する
事務

１　生活困窮者自立相談支援事業
の実施及び委託に関すること�
（第４条第１項、第２項）。

○

２　生活困窮者住居確保給付金の
支給に関すること（第５条第１
項）。

○

３　生活困窮者就労準備支援事業
　の実施及び委託に関すること
（第４条第２項、第６条第１項
第１号、第２項）。

○

４　生活困窮者家計相談支援事業
の実施及び委託に関すること�
（第４条第２項、第６条第１項�
第３号、第２項）。

○

５　生活困窮者住居確保給付金に
係る不正利得の徴収（第12条第
１項）

○

６　報告の徴収等（第15条第１�
項）

○

７　資料の提供等の求め（第16�
条）

○

５～31　
省略

　備考　福祉室においては、この表組織名の欄中「地域福祉課」

とあるのは「福祉室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」

とあり、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表２

の部１の項から５の項まで、11の項、14の項から19の項ま

で及び21の項から25の項まで、同表第３の部１の項から８

の項まで、10の項及び11の項並びに同表４の部の規定を適

用する。

４　生活
困窮者
自立支
援法の
施行に
関する
事務

１　生活困窮者自立相談支援事業
の実施及び委託に関すること�
（第５条第１項、第２項）。

○

２　生活困窮者住居確保給付金の
支給に関すること（第６条第１
項）。

○

３　生活困窮者就労準備支援事業
等の実施及び委託に関すること
（第５条第２項、第７条第１項
から第３項まで）。

○

４　支援会議の組織（第９条第１
項）

○

５　生活保護法に基づく保護又は
給付金若しくは事業に係る情報
提供等（第23条）

○

５～31　
省略

　備考　福祉室においては、この表組織名の欄中「地域福祉課」

とあるのは「福祉室」とし、同表決裁区分の欄中「課長」

とあり、及び「主幹」とあるのは「室長」として、同表２

の部（11の項を除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　、同表第３の部（７の項を除

く。）及び　　　　　　　　　　　　同表４の部の規定を適

用する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（健康福祉環境部各課室の所掌事務）

第３条　企画課、地域福祉課　　　　　、健康増進課、生活衛生課

及び　環境保全課においては、行政組織規則第23条第２項に規定

する事務を、地方局長が知事の承認を得て定める区分に従つて分

掌する。

２　省略

３　福祉室においては、生活保護の実施等に関する事務及び保護施

設の管理規程の届出に関する事務、中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律の規定に基づく支援給付及び配偶者支援金に

関する事務並びに生活困窮者に対する自立の支援に関する事務を

分掌する。

　（地方局長に対する事務の委任）

第13条　省略

２　省略

３　地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

⑴～�　省略

�　生活困窮者自立支援法第５条第１項の規定に基づく生活困窮

者自立相談支援事業の実施及び同条第２項の規定に基づく生活

　（健康福祉環境部各課室の所掌事務）

第３条　企画課、地域福祉課及び福祉室、健康増進課、生活衛生課

並びに環境保全課においては、行政組織規則第23条第２項に規定

する事務を、地方局長が知事の承認を得て定める区分に従つて分

掌する。

２　省略

　（地方局長に対する事務の委任）

第13条　省略

２　省略

３　地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

⑴～�　省略

�　生活困窮者自立支援法第４条第１項の規定に基づく生活困窮

者自立相談支援事業の実施及び同条第２項の規定に基づく生活

　（愛媛県地方局処務規程の一部改正）
第３条　愛媛県地方局処務規程（昭和56年愛媛県訓令第40号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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困窮者自立相談支援事業の委託に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第５条第１項の規定に基づく生活困窮

者住居確保給付金の支給に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第６条第１項　　　　　の規定に基づ

く生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計相談支援事

業　　　　　　　　　　　　　　の実施並びに同条第２項にお

いて準用する同法第４条第２項の規定に基づく生活困窮者就労

準備支援事業及び生活困窮者家計相談支援事業　　　　　　　

　　　　　　　　　の委託に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第12条第１項の規定に基づく生活困窮

者住居確保給付金に係る不正利得の徴収に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第15条第１項の規定に基づく報告の徴

収等に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づく資料の提供等の

求めに関すること。

�～ 　省略

４～６　省略

困窮者自立相談支援事業の委託に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第６条第１項の規定に基づく生活困窮

者住居確保給付金の支給に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第７条第１項及び第２項の規定に基づ

く生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業

及び子どもの学習・生活支援事業の実施並びに同条第３項にお

いて準用する同法第５条第２項の規定に基づく生活困窮者就労

準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び子どもの学

習・生活支援事業の委託に関すること。

�の２　生活困窮者自立支援法第９条第１項の規定に基づく支援

会議の組織に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第18条第１項の規定に基づく生活困窮

者住居確保給付金に係る不正利得の徴収に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第21条第１項の規定に基づく報告の徴

収等に関すること。

�　生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく資料の提供等の

求めに関すること。

�の２　生活困窮者自立支援法第23条の規定に基づく生活保護法

に基づく保護又は給付金若しくは事業に係る情報の提供等に関

すること。

�～ 　省略

４～６　省略

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

別表第８（第４条関係）

　知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

知
　
事

専 決 者

部
長

局
長

課
長

農
地
整
備
課

１～５　
省略

　

６　防災
重点農
業用た
め池に
係る防
災工事
等の推
進に関
する特
別措置
法の施

１　防災重点農業用ため池の
指定に関する関係市町長の
意見聴取（第４条第２項、
第３項）

○

２　防災工事等推進計画に関
すること。

⑴　策定及び変更（第５条
第１項、第４項、第５�
項）

○

別表第８（第４条関係）

　知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組
　
織
　
名

事務の
種　類 事　　　　　項

決裁区分

知
　
事

専 決 者

部
長

局
長

課
長

農
地
整
備
課

１～５　
省略

　

〇愛媛県訓令第４号

庁　中　一　般
　愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
　　　愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

　愛媛県庁事務決裁規程（昭和51年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



愛 媛 県 報

508

令和３年３月26日 第192号

６　省略

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

　行に関
する事
務

⑵　関係市町長への協議
（第５条第３項、第５�
項）

○

３　土地改良事業団体連合会
への協力要請（第６条第２
項）

○

７　省略

８　省略

９　省略

10　省略

11　省略

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

公　　　　告

〇公　告

　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　入札に付する事項
　⑴　件名
　　　愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託
　⑵　委託業務名及び数量
　　　愛媛県総務系事務の処理に係る労働者派遣業務委託　一式
　⑶　委託業務の内容等
　　　入札説明書による。
　⑷　委託期間

ア　委託期間
　　契約締結の日から令和４年３月31日（木）まで
イ　委託業務に係る成果品の納入期限
　　令和４年３月31日（木）

　⑸　委託業務に係る成果品の納入場所
　　　契約書による。
　⑹　入札方法

ア　入札書に記載する入札金額は、本業務に係る全てを含む額
とする。なお、詳細については、入札説明書を参照すること。
イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該
金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨
てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。

２　入札に参加する者に必要な資格
　　知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の
請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ
た業者で、次の事項に該当するもの
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１
項各号のいずれにも該当しない者であること。
⑵　開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中
にない者であること。

⑶　ISO27001の認証及び Pマーク（プライバシーマーク）を取
得していること。

３　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付
場所及び問合せ先

　　愛媛県総務部行財政改革局行革分権課働き方改革グループ
　　〒790-8570
　　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
　　電話　（089）912-2229
⑵　入札書の受領期限
　　令和３年５月６日（木）午後２時まで
⑶　入札説明書の交付方法
　　令和３年３月26日（金）から同年４月５日（月）までの執
務時間中（月曜日から金曜日まで（祝日を除く。）の午前８時
30分から午後５時15分までをいう。以下同じ。）に⑴に掲げる
場所で交付する。

⑷　開札の日時及び場所
　　令和３年５月６日（木）午後２時
　　愛媛県庁第二別館６階小会議室

４　その他
⑴　入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金
　　愛媛県会計規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第135条から
第137条までの規定による。

⑶　入札者に要求される事項
ア　この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加
資格審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受
けること。競争入札参加資格審査申請書は、持参して提出
することとし、郵便又は電送によるものは、受け付けない。
ア　受付期間

令和３年３月26日（金）から同年４月５日（月）まで
の執務時間中

イ　受付場所
３の⑴に掲げる場所

イ　この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に
基づき提案内容を記載した資料を提出すること。

　ア　受付期間
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令和２年３月26日（金）から同年４月26日（月）まで
の執務時間中

　イ　受付場所
　　　３の⑴に掲げる場所
⑷　入札の無効
　　２に定める資格を有しない者及び入札者に求められる義務
を履行しなかった者の提出した入札書及び提案内容を記載し
た資料は、無効とする。
⑸　契約書作成の要否
　　要
⑹　落札者の決定方法
　　地方自治法施行令第167条の10の２第３項に規定する総合評
価一般競争入札により落札者を決定するものとし、愛媛県会
計規則第133条第１項の規定に基づいて定められた予定価格の
制限の範囲内の価格をもって入札を行った者のうち、価格そ
の他の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を行った者を落
札者とする。
　　なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書による。
⑺　その他
　　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature� and� quantity� of� the� service� to� be� rendered:�
Consignment�of�Ehime�Prefecture�General�Affairs,�1�set
⑵　Time�limit�of�tender:�2:00�p.m.,�6�May�2021
⑶　For�further� information,�please�contact:�Workstyle�Reform�
Group,�Administrative�Reform�and�Decentralization�Division,�
Administrative�and�Financial�Reform�Subdepartment,�General�
Affairs�Department,�Ehime�Prefectural�Government,� 4-4-2�
Ichibancho,�Matsuyama,�Ehime�790-8570�Japan
　TEL�089-912-2229

〇公　告

　　　争議行為の通知の公表について
　全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり
争議行為を行う旨の通知が令和３年３月16日あったので公表する。
　　令和３年３月26日

愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　
１　事件　令和３年度賃金引上げ・その他に関する事項
２　日時　令和３年４月６日正午以降本問題が完全解決に至る間
３　場所

法　　人　　名 所�在�地

一般財団法人創精会 松山市美沢１-10-38

４　概要　前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独
または併用して実施する。

公営企業公告

〇公　告

　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和３年３月26日

愛媛県公営企業管理者　山　口　真　司　　　　　

１　入札に付する事項
⑴　件名
　　給食用再加熱カートの借入れ
⑵　借入物品名及び数量
　　給食用再加熱カート　１式
　（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式
を含む。）

⑶　借入物品の内容等
　　入札説明書及び仕様書による。
⑷　借入期間
　　令和４年２月１日から令和10年１月31日まで
⑸　借入場所
　　愛媛県立中央病院
　　（愛媛県松山市春日町83番地）
⑹　入札方法
ア　この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負
等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」と
いう。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の
請負等編）７⑴又は⑵の規定により紙入札による参加承諾
を受けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ　入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。
　　また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当
該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札
者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　入札に参加する者に必要な資格
　知事の審査を受け、令和２年度の製造の請負等に係る一般競
争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項
に該当するもの
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規
定に該当しない者であること。

⑵　この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入で
きることを証明した者であること。

⑶　開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中
にない者であること。

⑷　法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要が
ある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であること
を証明した者であること。

３　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付
場所及び問合せ先
愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係
〒790-8570
愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
電話　（089）912－1000　内線4623
　　　又は（089）912－2794

⑵　入札書の受領期限
　　令和３年５月11日（火）午前９時から同月13日（木）午後
１時29分まで

⑶　入札説明書の交付方法
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令和３年３月26日　発行

　　愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン
ロード又は⑴に掲げる場所で交付する。
⑷　開札の日時及び場所
　　令和３年５月13日（木）午後１時30分
　　愛媛県庁第二別館２階　公営企業管理局大会議室
４　その他
⑴　入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金
　　愛媛県公営企業会計規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規
程第９号）第176条において例によることとされる愛媛県会計
規則（昭和45年愛媛県規則第18号）第135条から第137条まで
の規定による。
⑶　入札者に要求される事項
　　この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し
た物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等
に基づき令和３年４月19日（月）午後５時00分までに提出し
なければならない。
　　なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説
明を求められた場合は、これに応じなければならない。
⑷　入札の無効
　　２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無
効とする。
⑸　契約書作成の要否
　　要
⑹　落札者の決定方法
　　この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理
者が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第176
条において例によることとされる愛媛県会計規則第133条の規
定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格
をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
⑺　その他
　ア　入札書の提出方法
　　電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金
額及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。
　　紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便
に限る。）により３⑴に掲げる場所に提出すること。

　イ　詳細は、入札説明書による。
５　Summary
⑴　Nature�and�quantity�of�the�product�to�be�leased�:�Reheating�
cart�for�hospital�lunch,�1�set
⑵　Time�limit�of�tender:�1:29�p.m.,�13�May�2021
⑶　For� further� information,� please� contact:� Property�
Management� Section,� General� Affairs� Division,� Public�
Enterprise� Management� Bureau,� Ehime� Prefectural�
Government,� 4-4-2� Ichibancho,�Matsuyama,�Ehime�790-8570�
Japan�
　TEL�089-912-2794


